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小学生児童の歯と生活習慣により作成した要保護児童の

スクリーニング指数試案
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目的 近年，日本において児童虐待の相談件数が増加している。そのような中，潜在的な被虐待児

童を発見するうえで被虐待児童の特徴を明らかにすることが必要であると考える。著者らは近

年の研究で要保護児童の口腔内状況と生活習慣が一般児童とどのように異なるのかを明らかに

した。そこで，今回，さらにこれらの口腔の健康にかかわる生活習慣やう蝕の治療状況を総合

的に評価を行い，虐待児童をスクリーニングするための指数を作成することを目的に本研究を

行った。

方法 児童相談所の一時保護所に入所した小学生の57人を対象とした。また小学校に通う575人の

児童を対照群とした。ロジスティック回帰分析を用いて，生活習慣およびう蝕治療率の要保護

児童との関連性を求め，偏相関係数からスコアを計算した。

結果 要保護児童スクリーニング指数（MIES: Maltreatment Index for Elementary Schoolchildren）
は 1–3 年生用，4–5 年生用，また，それぞれ生活習慣のみと生活習慣とう蝕治療率によるもの

を作成した。1–3 年生の生活習慣のみの MIES は，ねる前に歯をみがきますか（3 点），6 歳臼

歯が，かむことに大事な歯であることを知っていますか（2），フッ素を塗ってもらったり，フ

ッ素洗口をしたことがありますか（2），テレビゲーム以外にすきなこと（趣味）がありますか

（2），子どもの歯と大人の歯の違いがわかりますか（1）であった。生活習慣とう蝕治療版

MIES ではフッ素を塗ってもらったり，フッ素洗口をしたことがありますか（4），ねる前に歯

をみがきますか（3），外から帰ると手を洗いますか（2），乳歯で治療した歯の数が治療してい

ないむし歯の数より多いですか（1）であった。

4–5 年生の生活習慣のみの MIES は，外から帰ると手を洗いますか（4），朝ごはん後，歯をみ

がきますか（3），ねる前に歯をみがきますか（3），であった。生活習慣とう蝕治療版 MIES
では，ねる前に歯をみがきますか（3），外から帰ると手を洗いますか（2），永久歯で治療した

歯の数が治療していないむし歯の数より多いですか（5），であった。元のデータをこれらの

MIES にあてはめた場合，スクリーニング精度の参考値としての敏感度と特異度の和は生活習

慣のみの MIES に比べ生活習慣とう蝕の治療率の MIES が高かった。

結論 小学生用の要保護児童をスクリーニングするための指数 MIES を開発した。生活習慣によ

る要保護児童のスクリーニング指数に，う蝕の治療率の項目を加えることにより，スクリーニ

ングの精度を向上させることが示唆された。

Key words：う蝕，生活習慣，養育放棄，児童虐待，ネグレクト，スクリーニング

Ⅰ 緒 言

児童相談所における児童虐待相談対応件数はこの

10年間，急激な増加傾向を示している1)。このよう

な中，国2)をはじめとし，地域3)や児童福祉関係団

体4,5)，学校6～8)が子どもの虐待の早期発見や防止，

そして，児童虐待の要因を明らかにすることへの取

り組みを進めている。虐待は保護者の要因，家庭の

要因，子どもの要因の 3 つの要因の関係の中で生じ

ることが指摘9)され，その背景には経済不安，少子

化や核家族化，ソーシャル・キャピタルの低下10)な
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表１ 調査対象児童学年別人数

1 年生 2 年生 3 年生 4 年生 5 年生 6 年生 合 計

要保護児童 男子 7a 4 4 1 5 6 27
女子 6b 8a 5c 8 1 2 30

対照児童 男子 42
(21)

40
(16)

56
(19)

50
(19)

44
(11)

56
(15)

288
(101)

女子 39
(15)

44
(16)

48
(14)

50
(15)

51
(17)

55
(17)

287
( 94)

( ）内は学年男女別人数のうち口腔診査対象者の人数
a 生活習慣調査，1 人行えず。
b 生活習慣調査，3 人行えず。
c 口腔内診査 1 人行えず。
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ど社会的な要因を持っており，いずれも改善が期待

されるものの，早急な改善を期待することは困難で

あるといえる。米国においても15年以上も前に児童

における虐待が急激に増加していることを報告11)し

ているが，現在も社会的な問題としてその対策に取

り組んでいる12)。長い目で見た場合，虐待の起きる

要因を明らかにし，社会環境要因へアプローチする

ことは児童虐待の対策として重要であるが，すでに

児童虐待相談対応件数が増加している現在，早急な

対応を必要としている。その対応の 1 つとして児童

虐待の早期発見が挙げられている。平成12年に施行

された児童虐待の防止等に関する法律13)において

も，児童虐待の予防及び早期発見，児童虐待を受け

た児童の保護について謳っている。しかし，児童の

最も身近にいる実母が虐待を行う場合が約 6 割であ

り，実父を含めると 8 割を超える割合14,15)となり，

虐待児童の早期発見を困難にしている。また，虐待

は身体的虐待，心理的虐待，性的虐待，養育放棄・

困難（ネグレクト）と分類される9,13)とするが，こ

れらは単独にまたは合併して行われ，いずれの場合

にもあてはまる基準を導き出すのは容易ではなく，

早期発見を困難にしている。

客観的な虐待児童の特徴として，他の児童に比

べ，給食の量が非常に多いことや体重や身長の伸び

がない6)などの特徴が挙げられているが，系統立て

られた早期発見のための指標は少ない。これまでに

母親を対象とした虐待の可能性をスクリーニングす

る方法16～19)が試みられている。また古荘らは小学

生版 QOL 尺度の調査票により虐待児童をスクリー

ニングすることに成功している20)。相川らは評価

シートにて虐待を疑う小児を評価する21)ことを行っ

ている。しかし，児童本人からの情報に基づき，虐

待を受けていることを簡易にスクリーニングする方

法はこれまで示されていない。

一方で，虐待を受けている児童はう蝕り患率が高

いなど，歯の健康度が低いことが次に述べるように

報告されている。1994年の米国の調査では 5 から13
歳の虐待を受けていた児童は，そうでない子どもに

比べ，永久歯のう蝕経験が 2 倍高く，永久歯の未治

療の歯を 8 倍多く持っていた11)と報告している。わ

が国においても，東京都が行った虐待児童と一般児

童との比較で，虐待児童は永久歯の処置率が 5 分の

1 以下であった3,9)と報告している。小武家らは長崎

県の児童相談所に入所した児童は歯痛の経験のある

児童が多く，未処置の歯を多く持っている22)ことを

報告している。

このような中，三重県においても平成12年度に比

べ平成18年度では児童虐待の相談件数は1.5倍とな

り増加傾向を示しており15)，平成16年には子どもを

虐待から守る条例が制定され23)具体的な取り組みが

行われている。その 1 つに三重県歯科医師会と共に

行っている児童防止虐待，早期発見の活動がある。

歯科医師は乳幼児歯科健康診断，就学時歯科健康診

断，学校歯科健康診断などの場で子どもと接してお

り，虐待児童の早期発見にかかわることができる。

しかし，歯科健康診断などの時間の限られた中でど

のような指標に注意をすればよいのか具体的な報告

は少ない。すでに我々は，三重県の児童相談所に入

所した児童と学校に通学している児童について比較

し，口腔の健康にかかわる生活習慣やう蝕の治療状

況が異なることを報告24)した。今回，さらにこれら

の口腔の健康にかかわる生活習慣やう蝕の治療状況

を総合的に評価を行い，虐待児童をスクリーニング

するための指数を作成することを目的に本研究を行

った。

Ⅱ 対象および方法

平成17年 6 月から平成18年 1 月までの 8 か月間

に，三重県内 2 施設の児童相談所の一時保護所に入

所した小学校 1 から 6 年生の男子27人，女子30人，

合計57人を対象（要保護児童）とし，入所時に口腔

内診査と生活習慣に関する質問調査を行った（表 1）。
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表２ 要保護児童と対照児童の間で有意に差のみら

れた生活習慣（芝田ら24))

小学生 1–3 年生

Q5 ねる前に歯をみがきますか。

Q19 むし歯はなぜできるか知っていますか。

Q20 6 歳臼歯が，かむことに大事な歯であることを知

っていますか。

Q21 子どもの歯と大人の歯の違いがわかりますか。

Q24 フッ素を塗ってもらったり，フッ素洗口をしたこ

とがありますか。

Q30 家の人に朝のあいさつをきちんとしますか。

Q41 外から帰ると手を洗いますか。

Q50 テレビゲーム以外にすきなこと（趣味）がありま

すか。

小学生 4–6 年生

Q2 朝ごはん後，歯をみがきますか。

Q5 ねる前に歯をみがきますか。

Q7 朝ごはんは食べますか。

Q10 食べ物をよくかんで食べますか。

Q40 起きると自分から顔を洗いますか。

Q41 外から帰ると手を洗いますか。

項目の最初の番号は，芝田らの報告の中の質問票の番
号と一致。
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5人の児童について生活習慣調査を行うことが出来

ず，1 人について口腔内診査が実施できなかった。

また，対象となった児童相談所と同じ地域にあり，

協力のえられた 2 つの小学校，各校それぞれの学年

から無作為に選んだ 1 クラスに在籍する児童，合計

575人を対照群とした。口腔内の状況について要保

護児童は，1 人の歯科医師が診査を行い，対照群は

1 校のみの195人について学校歯科健康診断結果を

用いた。生活習慣の調査については，各務ら25)が口

腔と生活習慣の関連研究において用いた50項目の質

問を一部改変して用いた。要保護児童については自

記式で行い，理解が困難な場合は所員が聞き取りで

行った。対照群については学校において，担任教師

の説明の下で行われた。本研究を行うにあたり，要

保護児童については入所時の調査項目の 1 つとして

質問調査や口腔内診査を行った。生活習慣の調査結

果については，児童への対応時の参考とした。対照

児童については，生活習慣チェックを兼ねて行っ

た。データは匿名化して管理を行い，個人が特定で

きないように配慮をして分析を行った。なお，分析

にあたっては愛知学院大学歯学部倫理委員会の承認

を得た（平成20年 6 月17日承認）。

統計分析は，1–3 年生，4–6 年生に分けて行っ

た。まずは，これまでの報告24)で明らかになった要

保護児童と対照児童の間で有意に差のみられた生活

習慣（表 2）を共変量とし，要保護児童か対照児童

かを従属変数として，ロジスティック回帰分析を行

った。調整因子として学年，性別を共変量に含め

た。分析はそれぞれの問いに「いいえ」と回答した

場合，要保護児童であるオッズ比を求めた。ロジス

ティック回帰分析における共変量の選択は変数減少

法ステップワイズ（Wald）を用いて行った。次に，

要保護児童と対照児童をより効果的に識別するう蝕

の治療率（＝処置歯数÷(処置歯数＋う蝕歯数））の

カットオフ値を求めるために，う蝕の治療率のカッ

トオフ値を 1 から100％まで 1％刻みで変化させ，

敏感度および特異度を求めた。敏感度と特異度の合

計が最大になるカットオフ値が最も効果的に要保護

児童と対照児童を識別するとした。1–3 年生は乳歯

の，4–6 年生は永久歯のう蝕の治療率を用いた。さ

らに，要保護児童と対照児童の間で有意に差のみら

れた生活習慣（表 2）および先ほど求めたカットオ

フ値より治療率が高いか，低いかの 2 値データを共

変量とし，要保護児童か対照児童かを従属変数とし

て，ロジスティック回帰分析を行った。調整因子と

して学年，性別を共変量に含めた。分析はそれぞれ

の問いに「いいえ」と回答した場合，要保護児童で

あるオッズ比を求めた。治療率についてはカットオ

フ値より低い場合，要保護児童であるオッズ比を求

めた。ロジスティック回帰分析における共変量の選

択は変数減少法ステップワイズ（Wald）を用いて

行った。ただし，治療率については変数減少法から

除外し強制投入した。

これらの結果を基に要保護児童をスクリーニング

するための指数となる得点の作成を行った。1–3 年

生，4–6 年生別に，それぞれ生活習慣のみ，生活習

慣とう蝕の治療率を用いた場合のロジスティック回

帰分析の結果から，10点満点になるように，点数を

b の大きさに比例配分し，小数点以下を四捨五入し

整数化し得点を求めた。

さらに，分析に用いたデータを作成した指数にあ

てはめ，各個人の得点を算出し，Mann-Whitney の

検定により，要保護群と対照群の得点を比較した。

分析は SPSS for Windows Ver15.0J を用いて行っ

た。

Ⅲ 結 果

1. 要保護児童および対照児童の状況

1–3 年生の乳歯う蝕経験者率は要保護児童で

84.8％，対照児童で74.3％であった（表 3）。乳歯う

蝕の処置歯率は，対照児童が88.7％であるのに対

し，要保護児童では19.0％と低かった。4–6 年生の

永久歯う蝕経験者率は要保護児童73.3％，対照児童

42.6％であった。永久歯のう蝕処置歯率は要保護児
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表３ 要保護児童および対照児童の状況

要保護
児童

対照児童

1–3 年生
(乳歯)

n（人) 33 94
う蝕経験者率（％) 84.8 74.3
う蝕経験歯率（％) 11.8 4.5
う蝕処置歯率（％) 19.0 88.7
身体的（人)a 7
心理的（人)a 5
性的（人)a 1
ネグレクト（人)a 27

4–6 年生
（永久歯)

n 23 101
う蝕経験者率（％) 73.9 42.6
う蝕経験歯率（％) 42.0 26.4
う蝕処置歯率（％) 47.2 67.7
身体的（人)a 7
心理的（人)a 8
性的（人)a 1
ネグレクト（人)a 13

a 重複あり

表４ 要保護児童と生活習慣のロジスティック回帰

分析によるオッズ比および正分類パーセント

小学校 1–3 年生 b オッズ比 95％
信頼区間

Q5 ねる前に歯をみがきます

か。

2.1 8.4 3.3–21.2

Q20 6 歳臼歯が，かむことに大

事な歯であることを知っ

ていますか。

1.5 4.5 1.4–14.0

Q21 子どもの歯と大人の歯の

違いがわかりますか。

1.0 2.6 1.0–6.6

Q24 フッ素を塗ってもらった

り，フッ素洗口をしたこ

とがありますか。

1.6 4.8 1.3–17.5

Q50 テレビゲーム以外にすき

なこと（趣味）がありま

すか。

1.4 4.2 1.5–11.7

小学校 4–6 年生

Q2 朝ごはん後，歯をみがき

ますか。

1.3 3.7 1.5–9.5

Q5 ねる前に歯をみがきます

か。

1.3 3.8 1.5–9.7

Q41 外から帰ると手を洗いま

すか。

1.6 4.9 1.9–12.7

正分類パーセント

1–3 年生 4–6 年生

対照児童 97.6 99.0
要保護児童 37.9 17.4
全体 91.5 92.9
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童47.2％，対照児童67.7％であった。

要保護児童で身体的虐待を受けていた者は 1–3，

4–6 年生ともに 7 人であった。心理的虐待はそれぞ

れ 5 人と 8 人であり，性的虐待は各々 1 人ずつであ

った。養育の放棄・怠惰・養育困難がそれぞれ27人
と13人でもっとも多かった。

2. 要保護児童と関連のみられた生活習慣のロジ

スティック回帰分析

要保護児童と関連のみられた 1–3 年生 8 項目，4–
6 年生 6 項目の生活習慣（表 2）についてロジステ

ィック回帰分析を行った。生活習慣の項目間には高

い相関がみられなかったため，全ての項目を共変量

として投入した。その結果，1–3 年生では「Q5 ね

る前に歯をみがきますか。」，「Q20 6 歳臼歯が，か

むことに大事な歯であることを知っていますか。」，

「Q21 子どもの歯と大人の歯の違いがわかります

か。」，「Q24 フッ素を塗ってもらったり，フッ素洗

口をしたことがありますか。」，「Q50 テレビゲーム

以外にすきなこと（趣味）がありますか。」の 5 つ

の項目が選択された（表 4）。このとき，正分類パー

セントは，対照児童97.6％，要保護児童37.9％であ

った。4–6 年生では「Q2 朝ごはん後，歯をみがき

ますか。」，「Q5 ねる前に歯をみがきますか。」，

「Q41 外から帰ると手を洗いますか。」の 3 つの項

目が選択された。このとき，正分類パーセントは，

対照児童99.0％，要保護児童17.4％であった。

3. 要保護児童とう蝕の治療率の関連

要保護児童を識別するためのスクリーニングの精

度を判断するための参考値として，敏感度と特異度

の和を求めた。1–3 年生については，乳歯う蝕の治

療率が40から50％のあたりで，要保護児童を識別す

る敏感度＋特異度が最大になった（図 1）。詳しく

みると，乳歯う蝕の治療率が43％，44％のとき，敏

感度＋特異度＝129.6で最高になった。しかし，健

康診断の現場での分かり易さを勘案し，50％（敏感

度＋特異度＝128.2）をカットオフ値として用いる

こととした。4–6 年生については，永久歯う蝕の治

療率が 51 から 66 ％で敏感度＋特異度が最大

（＝178.2）になった。同様に，判定を行う現場での

わかりやすさを勘案し永久歯う蝕の治療率50％をカ

ットオフ値（敏感度＋特異度＝172.4）として用い

ることとした。以上より，1–3 年生の乳歯う蝕，

4–6 年生の永久歯う蝕の治療率については共に50％
をカットオフ値とし，治療率が50％より低い場合要

保護児童である可能性が高くなると考えた。

4. 要保護児童と関連のみられた生活習慣および

う蝕治療率のロジスティック回帰分析

1–3 年生では，要保護児童と関連のみられた 8 項

目の生活習慣と乳歯う蝕治療率50％をカットオフ値
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図１ う蝕治療率による要保護児童と対照児童のスク
リーニング

表５ 要保護児童と生活習慣およびう蝕の治療率の

ロジスティック回帰分析によるオッズ比およ

び正分類パーセント

小学校 1–3 年生 b オッズ比 95％
信頼区間

Q5 ねる前に歯をみがきます

か。

2.5 12.7 3.1–51.3

Q24 フッ素を塗ってもらった

り，フッ素洗口をしたこ

とがありますか。

2.9 18.1 2.6–124.1

Q41 外から帰ると手を洗いま

すか。

1.3 3.8 0.9–16.8

乳歯治療率50％以上 1.0 2.6 0.7–9.6

小学校 4–6 年生

Q5 ねる前に歯をみがきます

か。

1.8 6.2 0.9–43.4

Q41 外から帰ると手を洗いま

すか。

1.2 3.4 0.6–20.2

永久歯治療率50％以上 3.5 34.4 5.7–208.9

正分類パーセント

1–3 年生 4–6 年生

対照児童 94.5 90.0
要保護児童 70.8 82.4
全体 88.7 87.7
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とした 2 値データとの間に高い相関がみられなかっ

たため，これら全ての値を共変量として用いた。そ

の結果，「Q5 ねる前に歯をみがきますか。」，「Q24
フッ素を塗ってもらったり，フッ素洗口をしたこと

がありますか。」，「Q41 外から帰ると手を洗います

か。」の 3 項目の生活習慣が選択された（表 5）。こ

のとき，正分類パーセントは，対照児童94.5％，要

保護児童70.8％であった。4–6 年生では，「Q2 朝ご

はん後，歯をみがきますか」が永久歯う蝕治療率

50％をカットオフ値とした 2 値データとの間に高い

相関がみられたため，Q2 を共変量から除外し，残

りの 5 項目の生活習慣と永久歯う蝕治療率50％をカ

ットオフ値とした 2 値データを共変量として用い

た。その結果，「Q5 ねる前に歯をみがきますか。」，

「Q41 外から帰ると手を洗いますか。」の 2 項目の

生活習慣が選択された。

5. 要保護児童スクリーニング指数の作成

ロジスティック回帰分析で得られた，偏回帰係数

b の大きさにより10点満点になるように得点を比例

配分した。すなわち，1–3 年生の生活習慣のみの場

合，選択された b の合計が7.6であるため，10点を

7.6で除算し 1 b あたり1.32点になることを求めた

（表 6）。さらに，それぞれの生活習慣の b に1.32を
乗算し10点を比例配分した。比例配分を行った得点

は小数を含むため，四捨五入により整数化を行った。

1–3 年生の生活習慣および乳歯治療率，4–6 年生に

ついても同様に得点化を行った。得点に「はい」

「いいえ」の選択肢を付し，う蝕治療率のカットオ

フ値50％を「治療した歯の数が治療していないむし

歯の数より多いですか」という設問とし，最終的な

要保護児童スクリーニング指数（MIES: Maltreat-
ment Index for Elementary Schoolchildren）を作成し

た（表 7）。作成した MIES を分析に用いたデータ

にあてはめ得られた各個人の得点は，1–3 年生，

4–5 年生，生活習慣のみの指数も，生活習慣に治療

率を加えた指数の得点も，いずれも対照児童に比べ

有意に（P＜0.001）要保護児童で低かった（図 2）。

5 点以下の場合要保護児童である可能性がありと考

え，5 点以下と 6 点以上をカットオフとした場合，

1–3 年生の生活習慣のみ（MIES G1–3H: Maltreat-
ment Index for Elementary Schoolchildren Grades 1 to
3, daily Habits）では，今回のデータにあてはめる

と，敏感度＝82.8，特異度＝75.8となった。生活習

慣と乳歯治療率（MIES G1–3HD: Maltreatment In-
dex for Elementary Schoolchildren Grades 1 to 3, daily
Habits, tooth Decay）では敏感度＝92.3，特異度＝

70.7となった。4–6 年生では生活習慣のみ（MIES
G4–6H）では敏感度＝52.2，特異度＝95.6（感度＋

特異度＝147.8）となった。もし，特異度を下げて

も良いのであれば，7 点以下と 8 点以上（満点）を

カットオフ値とし，敏感度＝82.6，特異度＝67.0
（敏感度＋特異度＝149.6）と，敏感度を上げること

ができた。生活習慣と永久歯治療率（MIES
G4–6HD）では敏感度＝94.1，特異度＝87.5となった。
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表６ 得点化の過程

1–3 年生

生 活 習 慣 の み b 10点を比例配分 整数化

Q5 ねる前に歯をみがきますか。 2.1 2.80 3
Q20 6 歳臼歯が，かむことに大事な歯であることを知っていますか。 1.5 1.98 2
Q21 子どもの歯と大人の歯の違いがわかりますか。 1.0 1.26 1
Q24 フッ素を塗ってもらったり，フッ素洗口をしたことがありますか。 1.6 2.06 2
Q50 テレビゲーム以外にすきなこと（趣味）がありますか。 1.4 1.89 2

合計 7.6 10.00 10
1b あたりの得点 1.32

生活習慣および乳歯治療率 b 10点を比例配分 整数化

Q5 ねる前に歯をみがきますか。 2.5 3.29 3
Q24 フッ素を塗ってもらったり，フッ素洗口をしたことがありますか。 2.9 3.75 4
Q41 外から帰ると手を洗いますか。 1.3 1.73 2
乳歯治療率50％以上 1.0 1.23 1

合計 7.7 10.00 10
1b あたりの得点 1.29

4–6 年生

生 活 習 慣 の み b 10点を比例配分 整数化

Q2 朝ごはん後，歯をみがきますか。 1.3 3.11 3
Q5 ねる前に歯をみがきますか。 1.3 3.15 3
Q41 外から帰ると手を洗いますか。 1.6 3.74 4

合計 4.2 10.00 10
1b あたりの得点 2.36

生活習慣および永久歯治療率 b 10点を比例配分 整数化

Q5 ねる前に歯をみがきますか。 1.8 2.78 3
Q41 外から帰ると手を洗いますか。 1.2 1.85 2
永久歯治療率50％以上 3.5 5.37 5

合計 6.6 10 10
1b あたりの得点 1.52
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Ⅳ 考 察

本研究は，これまでの研究の結果24)に基づき，要

保護児童をスクリーニングする指数を作成すること

を目的とし，さらに指数化を行うことにより，より

客観的に要保護児童をスクリーニングする方法を示

すことを目指した。本研究では，生活習慣とう蝕の

治療率を要保護児童をスクリーニングする指標とし

て用いた。森岡らは東京都での調査で，要保護児童

において未処置歯数がう蝕のある児童の一人平均う

蝕経験歯数の約半分であることを報告9)している。

我々の研究でも，う蝕の治療率が50％前後をカット

オフ値とした場合要保護児童と対照児童を識別する

有効性が高くなり，森岡らの結果を支持するものと

なった。う蝕の治療率を指標とすることはう蝕り患

状況や受診行動などの情報をその中に含み有用な指

標であると考えるが，その一方で，う蝕の経験がな

い児童において用いることができないという側面を

持つ。そのため，本研究では，生活習慣のみの指数

と生活習慣とう蝕治療率の 2 つを作成した。ロジス

ティック回帰分析の正分類パーセントを比較してみ

ると，生活習慣のみの場合の要保護児童では 1–3 年

生で38％であり，4–6 年生で17％である。これにう

蝕の治療率の項目を加えると，それぞれ71％と82％
に上昇した。一方で対照児童の正分類パーセントは

90％以上を保っていた。う蝕の治療率の情報を加え
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表７ 要保護児童スクリーニング指数（MIES: Maltreatment Index for Elementary Schoolchildren)

1–3 年生用

生活習慣のみ（MIES G1–3H)

項 目 はい いいえ

ねる前
まえ

に歯
は

をみがきますか。 3 0
6 歳

さい

臼
きゅ

歯
うし

が，かむことに大
だい

事
じ

な歯
は

であることを知
し

っていますか。 2 0
フッ素

そ

を塗
ぬ

ってもらったり，フッ素
そ

洗
せん

口
こう

（フッ素
そ

のうがい）をしたことがありますか。 2 0
テレビゲーム以

い

外
がい

にすきなこと（趣
しゅ

味
み

）がありますか。 2 0
子
こ

どもの歯
は

と大
お

人
とな

の歯
は

の違
ちが

いがわかりますか。 1 0

5 点以下の場合，要保護児の可能性ありとする。

生活習慣およびう蝕治療率（MIES G1-3HD)

項 目 はい いいえ

フッ素
そ

を塗
ぬ

ってもらったり，フッ素洗口（フッ素
そ

のうがい）をしたことがありますか。 4 0
ねる前

まえ

に歯
は

をみがきますか。 3 0
外
そと

から帰
かえ

ると手
て

を洗
あら

いますか。 2 0
乳歯で治療した歯の数が治療していないむし歯の数より多いですか。 1 0

5 点以下の場合，要保護児の可能性ありとする。

4–6 年生用

生活習慣のみ（MIES G4-6H)

項 目 はい いいえ

外から帰ると手を洗いますか。 4 0
朝ごはん後，歯をみがきますか。 3 0
ねる前に歯をみがきますか。 3 0

5 点以下の場合，要保護児の可能性ありとする。

生活習慣およびう蝕治療率（MIES G4-6HD)

項 目 はい いいえ

ねる前に歯をみがきますか。 3 0
外から帰ると手を洗いますか。 2 0
永久歯で治療した歯の数が治療していないむし歯の数より多いですか。 5 0

5 点以下の場合，要保護児の可能性ありとする。
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ることにより，要保護児童を識別する精度を上げる

ことができた。う蝕はいったん罹患すると自然治癒

することがなく，その時々の状況のみでなく，それ

以前の長期間の生活習慣や生育環境を反映するもの

となっていると考える。しかし，要保護児童におい

てう蝕経験者率が低い場合，う蝕経験がない児童も

含んだ全体からみた場合のスクリーニング効率の低

下が考えられるが，要保護児童のう蝕り患率は一般

の児童に比べ高い3,9,24)傾向がある。今回の研究で

は要保護児童の 1–3 年生で乳歯う蝕経験のある者は

85％，4–6 年生で永久歯う蝕経験のある者は要保護

児童で74％であった。そのため，う蝕治療率を含ん

だロジスティック回帰分析の回帰式は今回の研究対

象の要保護児童全体のうち約 6 割を識別していた。

本研究では要保護児童を 1 つにまとめて分析を行

った。これまでの研究3,9)では，ネグレクトとそれ

以外の虐待を受けている児童では処置歯率に差があ

るとの報告もみられたが，これまでの我々の報告24)

では，養育の放棄・怠惰・養育困難とその他の虐待

を受けている児童の間にう蝕経験率，処置歯率に差

は認められなかった。また，虐待はいくつかの種類

を伴って行われることもある。さらに，本指標は学

校歯科健康診断の際に用いることなどを想定してい

ることから，簡易なものである必要もあり，虐待を

種類により分けることなく分析を行った。

要保護児童スクリーニング指数として選択された

項目でいずれにも共通していた項目は「ねる前に歯

をみがきますか」であった。また，1–3 年生の生活



152

図２ MIES の得点分布
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習慣のみ（MIES G1–3H）を除き「外から帰ると

手を洗いますか」が共通していた。虐待を疑う必要

のある具体的な状況として身体が汚れている9,26)こ

とを挙げており，我々の結果もこれを支持するもの

であった。また，「ねる前に歯をみがきますか」，

「フッ素を塗ってもらったり，フッ素洗口をしたこ

とがありますか。」の項目は，口腔の健康に関連す

る生活習慣のセルフチェック票である，お口の健康

づくり点数（小学校高学年版，低学年版)25)におい

て，歯の清潔度や歯肉や歯の健康に関連する項目と

して報告している。

本研究の対象者は小学校児童である。厚生労働省

は平成18年度の虐待相談件数のうち約 4 割が小学生

についてのものであった1)と報告しており，三重県

でも同様の状況15)であった。1 日のうちある程度の

時間，親から離れて生活をするようになる小学生で

も自ら自分の受けている虐待について学校の先生に

相談することにも抵抗があるようである6)。そのた

め，本指数を歯科健康診断時などに用い，得点の低

い児童については，話をする機会を持つなどをし

て，虐待児童の早期発見につながるものと考える。

う蝕の治療率を用いる場合，生活習慣の質問項目数

は 1–3 年生で 3 項目，4–6 年生では 2 項目と少な

い。またその内容は口腔の健康や手洗い習慣につい

てであり，比較的抵抗なく回答が得られるものと考

える。実際には歯科健康診断前の問診票にこれらの

生活習慣に関する項目を加え，歯科健康診断の結果

と合わせて養護教諭が評価を行うことができると考

える。これまでの研究で，被虐待者になり得る児童

自身が回答するスクリーニングの方法は少ない20)。

本スクリーニング指数は，児童からの情報のみで行

うことができ，応用が容易であると考える。

児童虐待の防止に関する法律13)では，児童の福祉

に職務上関係のある者は児童虐待の早期発見に努

め，通告をしなければならないとしている。もし，

学校歯科健康診断や歯科医院で児童虐待を疑った場

合，いったい何割の歯科医師が通告をすることがで

きるだろうか。今回の要保護児童スクリーニング指

数はそのようなとき客観的な情報を与えてくれるも

のと考える。ただし，この指数のみが独り歩きする

のは望ましくないと考える。確かに，歯科医師が学

校歯科健康診断の場面で，児童虐待を疑ってもそれ

を通告まで至ることは少ないと思われる。だからと

言って，本指数のみで判断をするのではなく，まず

は歯科医師や学校の教諭，養護教諭が子どもに声を

かけてほしいと思う。問いかけがきっかけとなり，

虐待を受けていることを言い出すことができずにい

る児童が相談をするきっかけとなればよいと考える。

この指数は児童相談所に保護された児童と，学校

に通っている児童の比較から作成された。ロジステ
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ィック回帰分析の対照児童における正分類パーセン

トはいずれも90％を超していたが，対照児童のうち

正しく分類されなかった児童の中に保護を受けるべ

き状況の児童がいた可能性は否定できない。分析に

おいて虐待を受けている児童は対照児童から除くべ

きであるかもしれないが，今回の調査で虐待を受け

ていることを知る術がなく，またその人数は少ない

と思われ，本研究の結果への影響はほとんどないも

のと考える。また，本研究で求めた指数の特異度お

よび敏感度は，調査対象者のデータに再度指数をあ

てはめて求めたものであり，一般的な小学生集団に

おけるものではない。今後，本指数を学校保健やそ

の他の現場で用いて，指数の精度評価を行う必要が

ある。

（
受付 2008. 7. 9
採用 2008.12.15)
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A pilot study to develop a screening system and maltreatment index for elementary
schoolchildren focusing on daily habits and dental caries

Ichizo MORITA*, Tomiko SHIBATA2*, Morito HANE3*, Takayoshi NAKAI3*,
Hiroki ISHIGAKI3*, Masahiro MINE3* and Haruo NAKAGAKI*

Key words：dental caries, lifestyle, maltreatment, child abuse, neglect, screening

Objective In recent years, the number of consultations for maltreatment cases has been increasing in Japan.
The characteristics of maltreated children are important factors for their identiˆcation. In an earlier
paper, we analysed the daily habits related to maltreated children. In the present study, the objectives
were to assess the relative weights of each factor and score the daily habits and treatment percentages
for dental caries, and also to develop a screening system to ˆnd maltreated children.

Methods The subjects of this study were 57 elementary schoolchildren who were given temporary protection
by the child social welfare authorities. The control group comprised 575 elementary schoolchildren.
Multiple logistics regression analysis was used to calculate scores for each item derived from partial
correlation coe‹cients.

Results Two versions of a maltreatment index for elementary schoolchildren (MIES) were developed, a
daily habits version (H) and daily habits and treatment percentage of dental caries version (HD) for
the 1st to 3rd grades (G1–3) and the 4th to 6th grades (G4–6). The MIES for G1–3H was: Do you
brush your teeth before bedtime (3 points); Do you know that the ˆrst molars are important for
chewing (2); Have you used a ‰uoride gel or mouth rinse (2); Do you have any hobbies except video
games (2); Do you know the diŠerences between permanent teeth and milk teeth (1). The MIES for
G1–3HD were: Have you used a ‰uoride gel or mouth rinse (4); Do you brush your teeth before
bedtime (3); Do you wash your hands after you play outside (2); Is the number of untreated decidu-
ous teeth larger than the number of treated deciduous teeth (1). The MIES for G4–6H were: Do you
wash your hands after you play outside (4); Do you brush your teeth after breakfast (3); Do you
brush your teeth before bedtime (3). The G4–6HD were: Do you brush your teeth before bedtime
(3); Do you wash your hands after you play outside (2); Is the number of untreated permanent teeth
greater than the number of treated permanent teeth (1). The availability (sensitivity＋speciˆcity) of
MIES HD was higher than MIES H when the original values were substituted into MIES.

Conclusions A screening system for ˆnding maltreated children for MIES was designed. The precision of
MIES could be improved by adding the treatment percentage of dental caries to daily habits.

* Department of Preventive Dentistry and Dental Public Health, School of Dentistry, Aichi-
Gakuin University, Nagoya, Japan

2* Department of Health and Welfare, Mie Prefectural Government, Tsu, Japan
3* Mie Dental Association, Tsu, Japan
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都市部常勤女性と専業主婦別にみた生活満足感と

関連する要因の共分散構造分析
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目的 本研究は，都市部女性の生活満足感に関連する要因について，常勤と専業主婦別に共分散構

造分析を用いて，構造的に明らかにすることを目的とした。

方法 調査対象者は，川崎市全域を対象とした2003年川崎市生活調査で同意が得られた女性165人
である。共分散構造分析モデルを用いて，生活満足度と三つの潜在変数，『自己効力感』（『』

は潜在変数を示す），『家族・友人関係』と『男女役割意識』の関連性を，常勤女性と専業主婦

別に分析した。

結果 ◯１「生活満足感」（「」は観測変数を示す）は，三つの潜在変数と関連し，CFI＝0.878，

RMSEA＝0.029と高い適合度が得られた。◯２常勤女性群では，「生活満足感」の30％が，専業

主婦群では62％が，三つの潜在変数『自己効力感』，『家族・友人関係』，『男女役割意識』モデ

ルで説明された。◯３性別役割感が低く自己効力感が高いことが，常勤女性群の生活満足感を直

接に高め，専業主婦群では低くなる統計学的に有意な傾向が示された。家族や友人の支援があ

るほど，常勤女性群での生活満足感を間接的に高める傾向が示されたが，統計学上は有意では

なかった。

結論 青壮年女性の生活満足感を規定する各要因の構造は就労状態によって，異なる可能性が示さ

れた。よって，個人の生活特性に応じた多様な健康支援施策が求められる。

Key words：生活満足感，常勤女性，専業主婦，自己効力感，共分散構造分析

Ⅰ 緒 言

近年，日本では女性の社会進出が高まり，女性の

役割として，育児や家庭の役割に限定しがちな傾向

が見直されつつある1)。このような状況の中で，男

性の性別役割分業や家庭生活に対する意識面の変化

がみられている。しかしながら，男性の家事への参

加は充分とは言えず，女性が家事や子育てに専念せ

ざるを得ないのが現状であり，多くの役割が女性へ

と集中しがちである2)。とくにフルタイムで就業し

社会進出している女性にとっては，就業後の家事や

子育てという負担がかかりがちである3)。また核家

族化している都市部女性にとっては，仕事を持つこ

とによる負担とともににストレスが生じやすい状況

にあると言える。

WHO（世界保健機関)4)は，1946年に「健康とは，

単に病気や障害がない状態ではなく，身体的，精神

的および社会的に完全に良好な状態（Well-being）
をいう」と定義した約半世紀後の1999年に，新しい

健康の定義として，dynamic と spiritual という言葉

を追加し，生活の質（QOL: quality of life）を重視

した新しい健康概念を年次総会で提案している5)。

このように，新しい健康の視点として，疾病の有

無だけではなく生活の質（QOL）といった positive
な側面6)が重視されつつあり，そのための健康指標

として，生活満足感，主観的健康感7)が提示され，

集団より個人レベルの健康指標が重視される傾向が

みられる。また，WHO による ICF（International
Classiˆcation of Functioning：国際生活機能分類改定

版）では，全ての人を対象とする生活機能分類を提

示し，心身機能と活動，それに参加の視点ととも

に，生活機能の背景になる基盤因子として，環境因

子と個人因子の 2 つが提示されている4)。

女性の QOL（生活の質）を向上させるためには，

個人要因である役割意識や自己効力感などの個人特
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表１ 査項目の概要

質 問 項 目

個人属性 年齢，収入，学歴，就業形態，結婚状態，
子供の有無

説明変数

1 夫が自分と違う意見を持っていると腹
立たしい

2 親とか妻といった立場のほうに，「自
分」というものを持っている

3 一人になったら，経済的にやっていけ
ない

4 一人暮しをしても問題ないくらいに，
家事ができる

5 夫婦の間に親密な関係を持っている

6 夫婦で一緒に楽しめる友人がいる

7 私には，夫以外にも会話や相談ごとを
する相手がいる

8 夫と仕事や家事の負担を話し合う

9 夫と子供に関連したこと以外の話をする

10 夫と育児上の悩みを話合う

11 夫と育児上の負担を話し合う

12 育児はやはり母親

13 家事が出来るのは女性ならではである

14 男が外で，女は家庭を守るのが望ましい

注：説明変数の選択肢は（1）あてはまる（2）ややあ

てはまる（3）あまりあてはまらない（4）あては

まらない
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性とともに，環境因子である就労形態，家庭や社会

環境の支援体制を整備する必要性が高まっている8)。

就業形態別にみた配偶者の満足感を規定する要因

について平山10)は，妻の就業形態により異なること

を報告している。加藤11)は，育児支援が多いほど，

父親の家庭で過ごす時間が長いほど母親の満足度が

高くなることを報告している。永久ら12)は，女性の

生活満足感は，夫への満足感，親子関係満足感，自

己の存在満足感，個人としての焦り迷いの 4 領域に

分類される，個人要因の意義を報告し，House13)ら

は，母親の支援に関するソーシャル・サポートで

は，一般的に情緒サポート，道具的サポート，情報

的サポート，評価的サポートの 4 種類を示し，支援

環境の意義を報告している。このように，母性の視

点から女性を対象とする生活満足度との関連を中心

とした先行研究が数多く報告されている。しかしな

がら，都市部女性を対象として，就業状況別に，生

活満足感と関連する要因を構造的に明らかにした報

告は日本ではほとんどみられない。

望ましい老若男女協働社会を目指す場合，新しい

主観的な健康指標の一つである生活満足感9)に注目

し，それらを規定すると考えられる要因として，個

人の要因と共に環境要因を含め，かつ就業有無別に

それらの要因の相互関連性や全体構造を総合的に解

明することは，今後の健康支援方策を考える上で意

義が高いものと考えられる。

そこで，本研究では，都市部女性の生活満足感を

規定する要因について，常勤女性と専業主婦に分け

て，共分散構造分析を用い，構造的に解明し，望ま

しい健康支援方策を探るための基礎資料を得ること

を研究目的とした。

Ⅱ 研究方法

1. 研究対象者

本研究では，川崎市全域の市民を対象として平成

14年度川崎市生活時間実態調査の協力依頼により，

あらかじめ同意が得られた市民441人に対する無記

名の自記式質問紙法調査で本人宛の封筒に調査票を

同封する方式を用いた。回収された女性対象者223
人（回収率50.6％）の中で，常勤者56人と専業主婦

109人の合計165人を分析対象とした。個人プライバ

シー保護については，依頼文の中で記載し同意を求

めた。

2. 調査項目

1) 生活満足度

生活満足感の設問は，「現在の生活をどのように

感じていますか」と質問し，回答は１とても満足し

ている，２まあまあ満足している，３どちらともい

えない，４あまり満足していない，５満足していな

い，5 つの選択肢から一つを選択してもらった。

（表 1）
2) 属性に関する項目

年齢階段は，20代から50代までの 4 段階に分け

た。最終学歴は，「中学卒」，「高校卒」，「専門学校

卒」，「短大，高等専門学校卒」，「大学以上」の 5 段

階に分けた。本人の収入は，「収入がない」，「130万
円未満」「130万円以上」に分けた。夫の収入は，

「400万円未満」，「400万円～600万円未満」，「600万
円～800万円未満」，「800万円以上」に分けた。就業

形態の質問から，常勤正社員勤労者を常勤群，専業

主婦を専業主婦群と再分類した。

3) 説明変数の項目

欧米では，主観的幸福感・人生満足感や心理的ウ

ェル・ビーイング尺度が開発されてきた35)ものの，

日本女性の生活満足感を測定する尺度の開発はまだ

十分ではなく，本研究は八重樫34)らの母親の子育て

不安と母親の就労形態に関する研究を参考に，満足

感の各構成概念を代表する調査項目を選出した。さ
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らに，著者らが新しい項目を追加し，14項目を採用

した。各設問に対する選択肢は，１あてはまる，２

ややあてはまる，３あまりあてはまらない，４あて

はまらない，の四件法とした。探索的因子分析によ

り，最終的に共分散構造分析の観測変数として投入

する際に，調査した項目が理解されやすいように，

一部の質問項目を短縮した。夫が自分と違う意見を

持っていると腹立たしい（以下は「自己主張」と省

略），妻といった立場のほうに自分というものを持

っている（自己存在感），夫婦の間に親密な関係を

持っている（夫婦親密感），夫婦で一緒に楽しめる

友人がいる（夫婦共通友人），夫と育児上の負担を

話し合う（夫と育児相談），育児はやはり母親だ

（育児は母親だ），家事が出来るのは，女性ならでは

である（家事は女性だ），男が外で，女は家庭を守

るのが望ましい（女性は家庭だ）である。

3. 解析方法

解析方法は，SPSS11.0J と AMOS5.0 for Win-
dows を用いた。まず，常勤群と専業主婦群の属性

項目の分布を比較した。次に，共分散構造分析の潜

在変数を得るため，探索的な因子分析（最尤法・プ

ロマックス斜交回転）を行った。因子負荷量が0.5
より低いもの，または 2 つの因子にほぼ同じ負荷量

がかかっていた因子を除き，残された因子を用い

て，再度因子分析を行ったところ，3 因子が抽出さ

れた。因子負荷量と全分散率を確認し，項目の内容

的妥当性を考慮し，各要因の信頼性を検証するため

に Cronbach の a 係数を算出した。

最後に，共分散構造分析を用いて，モデリングを

繰り返し，パスの方向，標準化推定値，x2 値，CFI
(Comparative ˆt Index), NFI (Normed ˆt Index),
RMSEA (Root Mean Square Error of Approxi-
mation）を確認しながら，最適モデルを探った。モ

デルの適合度の採択基準にあたっては，CFI は0.80
以上，RMSEA は0.05以下とした。モデルの適合度

を確認した後に，常勤群と専業主婦群を同時分析

し，標準化直接効果，間接効果の大きさと傾向性の

比較を行った。パス係数の統計学的有意性は，検定

統計量 Critical ratio（以下 C.R と略す）の絶対値

が1.96（5％有意水準）以上とした14)。

Ⅲ 研 究 結 果

1. 常勤群と専業主婦群における属性の検討

分析対象者の属性を常勤群と専業主婦群別にみる

と，常勤群では20歳代が多いものの一定の傾向はみ

られなかった。また常勤群の学歴と夫の収入がやや

高いものの統計学的にみて有意な差はみられなかっ

た。一方，本人の収入は，専業主婦より常勤群で高

収入者の割合が統計学的にみて有意に高い傾向が示

された。生活満足感は，常勤群より専業主婦群で満

足する割合がやや高いものの統計学上有意な差がみ

られなかった（表 2）。
2. 探索的因子分析

共分散構造分析の潜在変数を得るため，生活満足

感に関する14項目を用いて，探索的な因子分析を実

施した。その結果，最終的に選択された 8 項目で再

度因子分析を行い，3 因子が抽出された。全体で

62.9％が説明されたことから，この 8 因子を生活満

足感に関連する観測変数として採用した。観測変数

「自己主張」，「自己存在感」は『自己効力感』（以下

「」は共分散構造分析する際に用いる観測変数を，『』

は潜在変数を示す）と，「夫婦の親密感」，「夫婦共

通友人」，「夫と育児相談」は『家族・友人関係』と，

「育児は母親だ」，「家事は女性だ」，「女性は家庭だ」

は『男女役割意識』と命名した。

各因子の信頼性を Cronbach の a 係数によって検

討した。その結果，a 値は0.982/0.812/0.656と高い

信頼係数が得られた。

3. 共分散構造分析

探索的因子分析の結果に基づいて，因果関係を探

る複数のモデルを設定した。ただし，「最終学歴」

は都市部女性の生活満足感に関わる一つの重要な個

人要因とみなし12)，因子分析を経ずに『自己効力』

の観測変数として採用し，『自己効力感』，『家族・

友人関係』，『男女役割意識』は「生活満足感」に関

連する 3 つの潜在因子とみなした。

図 1 に示されたモデルは，CFI＝0.878，RMSEA
＝0.029と高い適合度15)が得られたことから最適モ

デルであることを検証した。このモデルによる「生

活満足感」の決定係数は，常勤群30％，専業主婦群

62％であった。

4. 生活満足感を規定する直接効果と間接効果

共分散構造分析結果による標準化直接効果，標準

化間接効果をグラフ化した（図 2）。その結果，以

下の 3 点が明らかになった。

1) 『男女役割意識』から「生活満足感」に対す

る標準化直接効果は，常勤群－0.252，専業主婦群

0.168であり，符号が逆転していた。二群間には統

計学上有意な差が認められなかった（C.R＝0.721）。

2) 『自己効力感』から「生活満足感」に対する

標準化直接効果は常勤群0.690，専業主婦群－0.788
と符号が逆転し，二群間には，統計学上有意な差が

認められた（C.R＝－2.306）。

3) 『家族・友人関係』から「生活満足感」に対

する標準化間接効果は，常勤群0.176，専業主婦群

－0.099と，符号が逆転していたものの，二群間に
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表２ 常勤群と専業主婦における対象者の属性分布

項 目 カテゴリー
常勤（n＝56) 専業主婦（n＝109) 合計（n＝165)

x2 値 P 値
度数 ％ 度数 ％ 度数 ％

年 齢

20代 16(28.6) 15(13.8) 31(18.8) 5.71 0.13
30代 23(41.1) 59(54.1) 82(49.7)
40代 13(23.2) 28(25.7) 41(24.8)

50代以上 4( 7.1) 7( 6.4) 11( 6.7)

本人の学歴

中学卒業 2( 3.6) 5( 4.6) 7( 4.2) 1.58 0.86
高学卒業 14(25.0) 30(27.5) 44(26.7)
専門学校等卒業 7(12.5) 19(17.4) 26(15.8)
短大，高等専門学校卒業 17(30.4) 29(26.6) 46(27.9)
大学以上 16(28.6) 25(22.9) 41(24.8)
不明 ―(－) 1( 0.9) 1( 0.6)

本人の年収

収入ない ―(－) 72(66.1) 79(47.9) 63.56 0.00
130万円未満 14(25.0) 27(24.8) 41(24.8)
130万円以上 34(60.7) 8( 7.3) 42(25.5)
不明 8(14.3) 2( 1.8) 3( 1.8)

夫の年収

400万円未満 4( 7.1) 10( 9.2) 14( 8.5) 0.4 0.95
400～600万円未満 11(19.6) 39(35.8) 50(30.3)
600～800万円未満 9(16.1) 25(22.9) 34(20.6)
800万円以上未満 9(16.1) 27(24.8) 36(21.8)
不明 23(41.1) 8( 7.3) 31(18.8)

生活満足感

不満 12(21.4) 17(15.6) 29(17.6) 0.88 0.35
満足 36(64.3) 76(69.7) 112(67.9)
不明 8(14.3) 16(14.7) 24(14.5)

注：x2 乗値は「その他」を含まない結果である。

表３ 生活満足感の関連要因の探索的因子分析

質問項目

因子 1 因子 2 因子 3

自己効力感 家族・
友人関係

男女役割
意識

自己主張 －0.994 0.006 －0.156
自己存在感 0.978 －0.035 0.141
夫婦親密感 －0.010 0.997 －0.100
夫婦共通友人 －0.073 0.716 －0.230
夫と育児相談 0.029 0.636 －0.079
育児は母親だ 0.036 －0.192 0.680
家事は女性だ 0.136 －0.147 0.640
女性は家庭だ 0.103 0.029 0.507

Cronbach's a 0.982 0.812 0.656
累積寄与率（％) 24.2 49.0 62.9

因子抽出法：最尤法・回転法：Kaiser の正規化を伴う

プロマックス法
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は統計学上有意な差が認められなかった（C.R＝

0.647）。

Ⅳ 考 察

1. 本研究対象者の実態と研究意義

生活満足感は，常勤群より専業主婦の方が多く感

じられたものの，統計学上有意な差は認められなか

った。本研究の対象者において，生活満足感との関

連要因は既に報告した16)。女性の生活満足感は，年

齢，学歴，就業形態とは，統計学上有意な関連が見

られなかったものの，本人の収入，夫の収入，男女

役割意識，自己効力感，夫婦関係とは，統計学上有

意な関連が認められた。平成 9 年度の国民生活選好

度調査17)では，専業主婦の方が有職者より生活不安

感が大きいことが示され，米国における研究18)で

は，就業役割を遂行することで，女性自身のアイデ

ンティティが高まり，就業女性では役割過重による

ストレスが強まるのに対して，専業主婦では就労で

きないということがストレスにつながりやすいこと

が報告されていた。専業主婦と就業者との生活不安

やストレスを検討した牧野3)は，両者の生活不安の

内容が異なることを指摘し，日米とも同様な傾向が

示されていた。
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図１ 常勤群と専業主婦群の共分散構造分析モデル

図２ 常勤と専業主婦における生活満足感規定要因の標準化直接・間接効果
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このように，就業状態別にみた女性の生活満足感

と関連する要因を相関分析によって分析した先行研

究は数多く報告16～18)されていたものの，構造的に

みた研究は報告されていなかったことから，就業形

態別に生活満足感の規定要因を構造的に明らかにす

る意義は高いことが示唆された。

2. 「生活満足感」の関連要因

共分散構造分析の結果による「生活満足感」に対

する標準化直接効果及び標準化間接効果について考

察する。

1) 『男女役割意識』から「生活満足感」への直

接効果

「生活満足感」に対する『男女役割意識』からの

標準化直接効果を，専業主婦群でみると，男女役割

意識が強いほど，生活満足感を感じやすいものの，

常勤女性群の場合は，逆に生活満足感が低下する傾

向が示された。鈴木ら19)は，性役割観が夫婦関係の

満足感に影響を与えることを報告し，牧野20)は，伝

統主義的性役割観や母親役割の受容感が，夫婦関係

の満足感を高めることを報告していた。

よって，本研究結果は，先行研究19,20)を支持し，

就業形態別にみて，男女役割意識が生活満足感を規

定する効果は異なる可能性が推定された。このこと

が，本研究で示された新知見の一つであるものの，

分析対象者の数が少ない可能性もあり，統計学的な

有意差は得られなかった。今後，追跡調査や介入調

査によって再現性や普遍性を推定できる外的妥当性

を検証する研究が求められる。
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2) 『自己効力感』から「生活満足感」へのの直

接・間接効果

専業主婦群の場合，『自己効力感』が強いほど，

「生活満足感」が得にくく，常勤群では，逆に得や

すいという統計学上有意な差が認められた。

自己効力感に関して，浦上ら21)は，自己効力感の

高い者は，進路選択行動を活発に行うことを示し，

高橋ら22)は，妻の個人化志向性が弱いほど，生活ス

トレッサーが低いことを報告していた。岡崎ら23)

は，就業女性より専業主婦は，社会から取り残され

た焦操を感じることが多く，自分らしさ，アイデン

ティティを確立できにくくなっていることを報告し

ていた。本研究の結果は，上記先行研究21～23)を支

持していた。

一方，本研究では，『自己効力感』は『男女役割

意識』を経由して，『生活満足感』に対する間接効

果が見られることも明らかにされ，本研究で示され

た新知見の一つである。

3) 『家族・友人関係』から「生活満足感」への

間接効果

『家族・友人関係』から『男女役割意識』と『自

己効力感』を経由し，「生活満足感」に対する標準

化間接効果をみると，常勤群はマイナス，専業主婦

群ではプラスの値が得られた。つまり，『家族・友

人関係』が好ましいほど，常勤群の「生活満足感」

が得やすく，逆に専業主婦群では得にくいという傾

向が示された。

生活満足感に対する家族・友人からのサポートの

効果に関して，Holmes24)は，夫の助言や思いやり

が女性の生活満足感に大きな効果を発揮することを

示し，小坂25)は，夫との関係，夫の育児参加への満

足感が影響していることを示し，津田26)は，生活満

足感は夫以外に自分の話を聞いてくれる人の多さが

関連していることを報告していた。Lennon27)は，

親族・友人・近隣からのサポートも生活満足感を高

める効果があると報告していた。他の先行研究28,29)

でも，同様な傾向が示されていた。専業主婦の生活

満足感は，家庭内の役割感が高く，友人や夫婦との

関係性が優れているほど，生活満足感が高い傾向が

あることが報告されていた16)。林峻30)は，夫から妻

への情緒的サポート，ソーシャル・サポートが必要

であることを報告し，牧野31)は，働く女性は親族ネ

ットワークへの依存度が高く，専業主婦では，親族

関係からの自立性が強いことを報告していた。本研

究の結果は，上記先行研究24～30)を支持していた。

このように，常勤女性は，配偶者とともに親や地

域の手助けや付き合い関係が多いほど，生活満足感

を感じられやすい一方，専業主婦では，家族生活の

管理・運営を自分自身が担い，その役割を発揮する

ことで生活満足感を感じやすい傾向が高いことが推

定された。今後，他地区での再現性を確認し，外的

妥当性を高める研究が求められる。

3. 本研究の課題

本研究モデルによる生活満足感を説明する決定係

数は，常勤女性で30％，専業主婦で62％と必ずしも

高くないことから，生活満足感に影響を与える他の

関連要因の投入が不足している可能性が考えられ

た。今後，幅広い関連要因を追加し，生活満足感へ

の規定力を高める調査研究が必要である。

本研究の標本では絶対数が少なく，常勤女性が専

業主婦の半分ほどしかなかった。そこで，共分散構

造分析の標本サイズの絶対最小値を50例としている

伊藤33)の報告を踏まえるとともに，各適合度指標に

よって，研究モデルの統計学的な安定性と信頼性を

確認した。今後，バイアスが少ない標本を抽出し，

再現性や妥当性を高めると共に，研究調査のデザイ

ンを慎重に検討していくことが求められよう。

本研究は横断的調査であることから，今後，縦断

的な追跡調査や介入研究を追加することによって，

明確な因果関係を明らかにすることも重要な研究課

題である。また，パートタイム就業を含む多様性の

ある就業形態別に対象者を選別し34)，生活満足感の

関連要因の本質を究明することが今後の研究課題で

ある。

Ⅴ 結 語

本研究は，常勤群と専業主婦群別に生活満足感の

規定要因を構造的に検討した。その結果，「生活満

足感」を規定する要因は，常勤女性と専業主婦群別

にみて，構造的に異なる可能性が示唆された。性別

役割感が低く，自己効力感が高いことが，常勤女性

群での生活満足感を直接に高める一方，専業主婦群

では低くなる統計学的にみて有意な傾向が示され

た。また常勤女性群での生活満足感は，家族や友人

の支援が有るほど統計学的にみて有意ではないもの

の間接的に高める可能性が示された。

本研究により，生活満足感の規定要因は就業形態

別にみて異なる可能性が明らかになった。よって，

都市部女性の生活満足感34)を高めるためには，就業

形態に合わせた支援方法が選択できる環境を整備す

る必要性が示唆された。

本調査を実施するにあたり御協力をいただきました川

崎市の皆様，川崎市男女共同参画センター館長を始めス

タッフの皆様に対して，心よりお礼申し上げます。

（
受付 2008. 2.19
採用 2008.12.24)
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Comparison of factors correlating life satisfaction between full-time working women
and housewives in an urban city using covariance structural analysis

Yan GAO*, Tanji HOSHI*, Naoko NAKAYAMA and Tatuko NAKAMURA2*

Key words：Life satisfaction, full-time working women and housewives, self-e‹cacy, covariance structural
analysis

Objectives The purpose of this study was to clarify and compare components of life satisfaction between full-
time working women and housewives in an urban city using covariance structural analysis.

Methods A total of 165 community women were identiˆed from the 2003 survey of life conditions in
Kawasaki city. By using covariance structural analysis, the relationships between life satisfaction and
three latent variables,『gender role consciousness』(『 』indicates latent variable),『self-e‹cacy』and

『support from family or friends』were analyzed within the context of working style.
Results The correlation between「life satisfaction」(「 」indicates observed variable) and the three latent

variables was shown to be valid with CFI＝0.878, RMSEA＝0.029. Thirty percent of「Life satisfac-
tion」for full-time working women and 62％ for housewives was explained by the three latent varia-
bles;『self-e‹cacy』,『support from family or friends』and『gender role consciousness』. This new
analysis, including an indirect eŠect model, revealed that low『gender role consciousness』and high

『self-e‹cacy』directly led to high「life satisfaction」in full-time working women, and low「life satis-
faction」in housewives with signiˆcance. On the other hand, it was shown that high『support from fa-
mily or friends』indirectly led to high「life satisfaction」in full-time working women without sig-
niˆcance.

Conclusion We found that factors contributing to life satisfaction diŠer between full-time working women
and housewives in an urban city based on working style. Our study suggests that the diŠerent support
systems are important components of working style.

* Urban Environment Sciences, Tokyo Metropolitan University, Tokyo, Japan
2* Kawasaki City Gender Equality Center
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徳島県における多機関連携による小児の生活習慣病予防活動
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目的 「小児期より生涯を通じた健康づくり」推進のために，徳島県医師会生活習慣病予防対策委

員会が平成12年に設立された。今回，学校，医師会，行政，大学等，多機関が連携して活動し

ている本委員会のこれまでの経過と成果について報告する。

活動内容 平成12年度，小児の肥満状況の把握のために県内全小中学生の体格調査を開始し，その

データを用いて徳島県標準体重と肥満度判定ソフトの作成を行った。また，平成13年，各機関

の生活習慣病に対する取り組み調査を実施した。平成15年度，学校健診において高度肥満であ

ったものと尿糖陽性者に医療機関受診を勧める「小児肥満の健康管理システム」および「学校

糖尿病検尿システム」を全県下で開始した。これらの医療機関受診システムは学校健診の全数

調査によって，肥満傾向児，高度肥満児等の実数を算出しながら継続している。また，約3000
人の児童生徒の生活習慣調査を実施し，集団アプローチのための手引書も作成した。

結果 徳島県の児童生徒の身長は全国と変わらないが，体重とBMI（Body Mass Index）は大きい

こと等が示された。生活習慣病に関する取り組み調査では学校保健委員会の実態や個人指導・

栄養指導のマンパワー，各機関の連携事業の実施率を把握した。「小児肥満の健康管理システ

ム」はほぼ一定の受診率を維持し，高度肥満児の約 8 割は医学的問題を持っていることを示し

た。生活習慣調査の結果，徳島県の児童生徒は全国調査と比べて少し起床時刻が早いこと以

外，大きな差はみられなかったが，体格により生活習慣が違うこと，「家族といっしょに食事

をする頻度」と他の生活習慣との関連などが示された。年次推移をみると，徳島県全体の肥満

傾向児，高度肥満児は平成13年度，平成14年度をピークとして減少していることが観察された。

結論 徳島県では小児の生活習慣病予防活動を多機関の協力で維持している。体格の全数調査と医

療機関受診を勧める個別アプローチが社会的な啓発活動となり，肥満児が減少していると考え

られる。今後も関係機関が同じ目標に向かって連携を強化し，活動を継続していくことが必要

である。

Key words：学校，医師会，肥満，検尿，生活習慣病

Ⅰ は じ め に

平成 8 年，厚生労働省（旧厚生省）はそれまでの

「成人病」という言葉をとらえ直し，「生活習慣病」

という概念を提唱した。その後，生活習慣が関与す

る疾病に対する予防が保健医療の中で一層重要な位

置を占めるようになった。特に徳島県では生活習慣

病の一つである糖尿病の死亡率（粗死亡率）が平成

5 年より全国第 1 位を続けており，平成 7 年，糖尿

病の都道府県別年齢調整死亡率も男女とも 1 位であ

った1)。また，平成 9 年の県民健康栄養調査の結

果，全国調査に比べて運動習慣を持つ人の割合が低

く，1 日の平均歩数が少なく，肥満の人の割合が多

いこと2)，学校保健統計において徳島県の児童生徒

の平均体重は各学年で全国平均より大きいことが観

察されていた3)。これらの事実に危機感を持って，

徳島県の保健関係者は自主的な勉強会を続け，社会

的な活動を継続する「仕組み」のため，多方面への

働きかけを行った。県医師会の理解を得て，平成12
年 8 月，生活習慣病予防対策委員会が県医師会学校

医部会内に設置され，「小児期より生涯を通じた健
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康づくり」推進という目的のために多くの立場から

の参加を求めた。委員会の構成員は学校医，保健所

長，学校長，大学，養護教諭等であり，作業部会と

して，調査班・個別アプローチ検討班・集団アプ

ローチ検討班・社会資源利用検討班をおき，その活

動方針などを決めていく総括班会議を月 1 回，定期

的に開催した。

小児期の肥満の多くがトラッキングし4～7)，思春

期に肥満であったものはその後，循環器疾患等の罹

患率および死亡率の高いこと8,9)が報告されてい

る。介入によって小児肥満の予防効果を得ることは

難しいが10)，とにかく取り組まなければならない，

という委員会の一致した認識があった。対策をすす

め，成果を明らかにするために，まず現状を把握し

なければならないと考えたが，肥満児の率や数を把

握するにために必要な「標準体重」は日比式11)，村

田式12,13)，伊藤式14,15)，健康管理ソフトに自動的に

組み込まれているものなど様々なものが県内の小中

学校で使用されていた。「県内で統一した肥満判定

法」のため，県全体の児童生徒の体格調査から始

め，学校と医師会が協力しながら個別アプローチ等

を継続している本委員会のこれまでの活動について

報告する。

Ⅱ 活 動 内 容

1. 体格調査

学校における身体測定は学校保健法に基づいて実

施されており，これに関する統計は，統計法による

指定統計（第15号）として「学校保健統計調査」が

ある。学校保健統計調査は抽出データであり，徳島

県に関する数字として公表されているのは年齢毎の

身長，体重の平均値と標準偏差のみであった3)。本

委員会では県教育委員会・市町村教育委員会を通し

て，各校に協力を依頼し，児童生徒の名前を伏せ

て，学年，性別，体重，身長についてのデータを収

集している。

平成12年度は小学校256校，中学校104校から，徳

島県内のほぼ全ての小中学生（男子38,507人，女子

36,689人，合計75,196人）の身体測定結果を集め，

収集した身長，体重より BMI（Body Mass Index＝
体重（kg)/[身長（m)]2）を算出した。身長，体重，

BMI それぞれについて性別学年別記述統計と全体

の分布について解析を行った。平成13年度以降は生

年月日も加えて収集し，県内小中学生の全数調査の

解析を続けている。

2. 小児生活習慣病に関する取り組み調査

小児の生活習慣病予防に対して適切な対策を立て

るために，学校や保健所，市町村で展開されている

取り組みの現状を把握することが必要であった。そ

こで，平成13年11月，12月に各機関に対してアン

ケート調査を行った。対象は県下の全小中学校，市

町村保健担当課および保健所であった。

3. 徳島県標準体重と肥満度判定ソフトの作成

体格調査を始めた平成12年度から平成14年度まで

の 3 年間の全データより，身長 1 cm 毎の体重の中

央値を求めた。中央値の平滑化には適宜幅を区切っ

て 3 次式を用い，徳島県標準体重を決定した。徳島

県標準体重は日比式11)の基準値と比較して，最も大

きく上回っていたのが，男子は144 cm で1.0 kg，女

子は139 cm で0.8 kg であった。また，男子113 cm
以下と159 cm 以上，女子109 cm 以下と145 cm 以上

で日比式基準値を下回っていたが，いずれも 1 kg
以内であり，使用可能と考えた。徳島県標準体重を

用いて肥満度20％以上を肥満傾向児とし，20％以上

30％未満を軽度肥満，30％以上50％未満を中等度肥

満，50％以上を高度肥満とした。平成15年 3 月，全

小中学校で使用できるように肥満度算出シート

（CD–R），および早見表（表 1）を配布した。

平成17年 4 月には入力方法，表示方法を改良した

「あわっこ」という体格評価ソフトを全小中学校へ

再配布した。以後，委員会のホームページ（http://

www.tokushima.med.or.jp / syuukanbyou / index.
html）上に改訂版をアップしている。

4. 小児肥満の健康管理システム・学校糖尿病検

尿システム

学校の健康診断で，高度肥満や尿糖などの異常が

みられた児童生徒を対象とした医療介入システムを

平成15年度より開始している。学校から保護者への

お知らせ，二次検診体制，報告書による情報の共有

とデータ分析，三次医療機関への紹介および追跡調

査を含むものである。ハイリスクの児童生徒に医療

機関への受診を勧め，長期的健康管理がかかりつけ

医等で行われることを目的としている。

1) 小児肥満の健康管理システム（図 1）
各学校において身体測定時，配布した徳島県標準

体重を用いて肥満度を算出する。学校は肥満度50％
以上の児童生徒に対して保護者へ二次検診の必要性

を連絡し，二次検診医療機関受診をすすめる。肥満

度が20％以上50％未満であって学校医が必要と認め

たもの，および本人や保護者が希望するものも二次

検診を受ける。肥満度等の連絡はプライバシーの保

護を十分配慮する。

二次検診医療機関は問診，身体測定，血圧測定，

検尿，血液検査，状況に応じて体脂肪率測定，腹部

超音波検査等を行う。二次検診の結果と指導予定に

ついて報告書を記載する。報告書は〈二次検診実施
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医療機関用〉，〈保護者用〉，〈学校用〉，〈医師会用〉

の 4 枚綴りになっており，医師会用は匿名化してい

る。また，指導および合併症の診断・治療等のため

に必要と認めた場合，三次医療機関へ紹介する。

食事・運動指導を実施できる施設として手あげ方

式の結果，県内150以上の医療機関が「小児肥満の

健康管理システム」の二次検診実施機関となってい

る。学校用・医療機関用のマニュアル，肥満外来の

要点をまとめた手引き書，報告書集計結果等を用い

て毎年，研修会を実施している。

2) 学校糖尿病検尿システム（図 2）
早朝尿を用いた第 1 回の学校検尿で尿糖が（＋）

以上の場合，異常と判定し，二次検診受診の指導を

行う。第 1 回の学校検尿で尿糖が（±）の場合，第

2 回学校検尿は食後尿を用いて実施する。その結

果，尿糖が（±）以上の場合，二次検診対象者とし

て指導する。学校において 2 回目の検尿を行わない

場合，1 回目の結果が（±）以上で二次検診の指導

を行う。二次検診実施医療機関は経口ブドウ糖負荷

試験等を行い，糖尿病（疑い），あるいは耐糖能異

常（疑い）と診断した場合，三次検診実施医療機関

（徳島大学小児科等）へ紹介する。「小児肥満の健康

管理システム」と同様，〈医師会用〉の報告書は匿

名化している。

5. 生活習慣に関する調査

平成16年 6 月～7 月，徳島県内の学校（のべ127
校）を無作為抽出し，クラス単位で生活習慣に関す

るアンケート調査（無記名）を行った。対象は小学

1 年生1,144人，小学 4 年生1,020人，中学 1 年生

1,137人，合計3,301人である。

アンケート調査は，体格，睡眠，食事，運動や遊

び，習い事などについて30項目である。平成14年度

の“児童生徒の健康状態サーベイランス”（日本学

校保健会）16)の結果を全国値として用いて比較した。

6. 集団アプローチのための手引書作成

集団アプローチと連携による生活習慣病予防介入

の重要性を説明し，県下で行われている実践例を紹

介した冊子「小児期からすすめる生活習慣病一次予

防の手引き」を集団アプローチ検討班が作成した。

冊子は全小中学校，全医師会員，その他保健関係機

関へ配布し，前述のホームページにも掲載してい

る。生活習慣病についての解説と「町としての取り

組み」，「養護教諭による取り組み」，「連携推進事業

としての取り組み」といった実例から構成されてい

る。

なお，本事業の「生活習慣調査」および「生活習

慣病の疫学調査」は徳島大学病院倫理委員会の承認

を得ている。

Ⅲ 結 果

1. 徳島県の児童生徒の体格の特性

平成12年度の体格の集計により，徳島県の児童生

徒は全国17)に比べて身長の差はほとんどみられなか

ったが，体重は小学 1 年生男子を除き，全学年で有

意に大きいことが示された18)。BMI は男女とも全

学年で全国より大きかった19)。体重の全国平均値と

の差は男子では学年がすすむほど大きくなり，小学

5 年生以上では 1 kg 以上であった。女子も小学 5 年

生から中学 2 年生において全国の平均値より 1 kg
以上大きかった。身長と BMI の変動係数が最も大

きい学年は男子中学 1 年生，女子小学 5 年生であ

り，体重の変動係数が最も大きい学年は男子小学 6
年生，女子小学 5 年生であった。また，小中学生全

体の身長体重のヒストグラムは二峰性であるが，

BMI は一峰性であることなどを観察した18,19)。

2. 小児生活習慣病に関する取り組み調査

県下の全小学校246校中244校，全中学校102校中

102校，旧50市町村保健担当課の49，および全 6 保

健所より回答があった。

1) 小学校（244校）について

学校保健委員会の開催は養護教諭が担当になって

いる場合が多く，開催回数は半分以上が年 1 回であ

った。総合学習の時間に健康に関する内容を実施し

ている学校は32％であり，内容は栄養（食事），性

教育がそれぞれ20校以上であった。

肥満児の指導は58％の学校が実施しており，方法

は個人指導が72％，指導担当者は94％が養護教諭，

7 ％が学校医であった。

学校栄養職員がいるのは31％であり，その半数以

上が学級に出向いて指導を行っていた。

2) 中学校（102校）について

学校保健委員会の開催に関しては小学校とほぼ同

様であった。総合学習で健康に関する内容を実施し

ている学校は 3 割近いが「性教育について」が最も

多かった。

肥満児の指導は59％の学校が実施しており，方法

は個人指導が87％，指導担当者は97％が養護教諭，

10％が学校医であった。

学校栄養職員がいるのは38％であり，その43％が

学級に出向いて指導を行っていた。

3) 市町村（49市町村）および保健所（6 保健所）

について

小中学生の肥満予防事業を学校または教育委員会

と連携して行っている市町村は20（40.8％）であっ

た。都市部ではなく，すべて郡部の町村である。調

理実習が12町村と最も多く，ついで講演が 8，血液
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図１ 小児肥満の健康管理システムの流れ

図２ 学校糖尿病検尿システムの流れ
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検査，体脂肪測定も 7 町村で行われていた。その他

運動実技などであった。

幼児を対象とした肥満予防事業を 7 町村が行って

おり，個別指導，調理実習が 4，講演 2 等であった。

保健担当のマンパワーについて市町村の回答では

常勤の保健師は 1 人，というところが 5 か所あっ

た。常勤の栄養士がいる市町村は13か所であり，栄

養士が常勤，非常勤ともいない市町村は23か所であ

った。

保健所はそれぞれ，子どもの健康づくりのため

に，調査や分析，協議会・研修会を行っていた。公

開講座，肥満教室など小児生活習慣病予防のための

事業を行っているのは 4 保健所で，講演，個別指

導，運動実習，調理実習を組み合わせていた。

4) アンケート回答者の意見

小中学校からは委員会に対し，要注意児のフォ

ローアップ，パンフレット等資料及び情報の提供，

講師派遣を望む声が多かった。また，補助金を含む

市町村との連携を希望していた。同時に学校現場に

おける家庭との連携，生活指導の困難さを訴えるも

のが少なくなかった。

市町村の保健担当者からは母子保健との連携，地

域全体で支援していくことの大切さについての意見

が多かった。

3. 小児肥満の健康管理システム

二次検診医療機関（受診，検査，治療指導）から

の報告書数（受診者数）と体格調査による高度肥満

児数を表 2 に示した。受診者は開始年の平成15年度

の447人から，平成16年度には一度減少したが，平

成17年度にはまた増加している。前述したように肥

満度50％以上の高度肥満だけでなく，肥満度20％以

上50％未満であっても学校医が必要と認めたもの，

本人や保護者が希望するものは二次検診受診を実施

することになっており，高度肥満以外の受診者が増

加している。高度肥満児の受診率は平成16年度から

18年度まで約 2 割である。

肥満に伴う医学的問題については小児適正体格検

討委員会より提言された小児肥満症の判定基準を参

考にした20)。平成15年度447人の異常値を示す頻度

は肝機能障害（ALT＞30 IU/l：42％），高中性脂肪

血症（TG≧120 mg/dl：38％），高尿酸血症（UA≧

6 mg/d：36％）が多かった。その他，高コレステ

ロール血症（TC≧220 mg/dl：12％），低 HDL コ

レステロール血症（HDL＜40 mg/dl：12％），高血

圧（学年別判定基準による：26％）も含めると，い

ずれかの異常値を認めるものは受診者の約 8 割であ

った21)。それぞれの異常値を示す頻度は年度によっ

て，ほとんど変化がなく，「いずれかの異常値を認

めるもの」も平成16年度から平成18年度までそれぞ

れ86％，78％，79％であった。

4. 学校糖尿病検尿システム

本システムによる二次検診受診者数は平成15年
度，平成16年度，平成17年度，平成18年度にそれぞ

れ36人，26人，29人，37人であった。三次医療機関

において糖尿病（耐糖能異常を含む）と新規に診断

された児童生徒はそれぞれの年度で 6 人，5 人，4
人，4 人（児童生徒10万人当たり 1 年に約 7 人）で

ある。その他は経口ブドウ糖負荷試験の実施されて

いない場合も含まれるが，腎性糖尿または正常と判

断された。

5. 生活習慣調査結果

1) 睡眠リズムおよび朝食

起床時刻の平均が小中学生ともに 6 時30分～40分
であり，全国値16)に比べてやや早かった。睡眠不足

を感じている者が多く（小学 4 年生男女約 3 割，中

学 1 年生男子約 6 割，中学 1 年生女子約 7 割），中

学 1 年生の朝食欠食率が全国より少し大きかった

（男子11.2％，女子10.3％）。

2) 食事の摂取状況

野菜を「ほぼ毎食食べる」は44％，「ほとんど食

べない」は10.8％であった。家族といっしょの食事
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表２ 小児肥満の健康管理システム受診者と学校健

診時内訳（人数：小中学生計）

平成15
年度

平成16
年度

平成17
年度

平成18
年度

高度肥満 396 222 222 215
中等度肥満 49 61 116 114
軽度肥満 2 4 16 11

受診者合計 447 287 354 340

体格調査による
高度肥満児数

小中学生全数

1,298
70,215

1,081
68,031

1,074
67,311

975
65,491
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は「ほぼ毎日」と答えた者が小学 1 年生は92％，小

学 4 年生は89％，中学 1 年生は男子61.8％，女子

66.1％であり，中学生で著明に減少していた。

食べ方について全体では「よくかんで食べる」

16.7％，「ふつう」80.6％，「丸のみする」2.7％であ

った。

コンビニ弁当や外食の頻度は，中学 1 年生で「週

に 1～2 回以上」が男子23.4％，女子25.0％と小学

生に比べて多かった。

ファストフードを「週に 1～2 回以上」食べる割

合は小学生 1 年生男子5.6％，女子3.3％，小学 4 年

生男子5.1％，女子3.8％，中学 1 年生男子16.8％，

女子13.3％であった。

3) 体格別生活習慣の比較

アンケートに身長体重の記載のあった3,013人に

ついて徳島県標準体重を用いて“やせ傾向”（標準

体重の－10％≧）574人，“ふつう”（標準体重の

－10％＜，＜20％）2,094人，“肥満傾向”（標準体

重の＋20％≦）345人に分類し，学年別性別に生活

習慣を比較した。

小学 1 年生男子の肥満傾向の子は食べ方の質問に

おいて“丸のみにする”と答えた割合が多かった

（22.4％）。小学 4 年生も肥満傾向の子は“よくかん

で食べる”子が少なかった。一般に小学生の肥満傾

向の子は就寝時刻が遅く，睡眠時間が短く，運動時

間が少なく，室内遊び時間（テレビを見る時間等）

が多かった。

「家族と毎日いっしょに食事をする」子の方が男

子では肥満傾向児の割合が低く，男女とも朝食と野

菜の摂取頻度が高く，睡眠時間が長いことなどが示

された22)。

6. 肥満傾向児出現率の年次推移

徳島県小中学生の体格調査による平成12年度から

平成18年度の肥満傾向児，高度肥満児の出現率を図

3 に示した。全小中学校の全数調査を継続すること

により，医療介入システムも対象者の実数を常に把

握している。

高度肥満児は平成14年度の男子2.4％，女子1.5％
をピークとしてその後，減少傾向であり，平成18年
度男子1.9％，女子1.1％であった。中等度肥満児も

この数年減少している。肥満傾向児（肥満度20％以

上の合計）の出現率も平成13年度の男子14.7％，女

子12.2％をピークとしてその後，減少し，平成18年
度は男子13.3％，女子10.1％であった。

Ⅳ 考 察

生活習慣病予防対策委員会は総括班において，養

護教諭，行政の保健関係者，医師，大学といった異

なった所属，異なった職種のものが毎月集まり，同

じ課題に取り組むために話し合いを重ねることから

始まったことに大きな特色がある。また，県全体の

小児の体格調査，生活習慣調査は富山スタディにお

いて実施され，食生活・睡眠時間・養育者の要

因23,24)，兄弟数25)と肥満の関連について等，多くの

知見が報告されているが，本活動の特徴は，児童生

徒の体格調査を実施するとともに，学校における健

康診断と生活習慣病のハイリスク児に対する医療介

入を全県下のシステムとして組み合わせたことであ

る。

近年の小児肥満の増加は先進国において大きな公

衆衛生の課題であり26)，その要因分析以上に，対策

を実践することが重要である。しかし，対策事業を

実施するにあたり，まず肥満判定のための基準づく

りから始めなければならなかった。「体格のデータ

を集めるということ」と「標準体重の作成・肥満判

定方法の統一」のために話し合っていくこと自体が

その後の協力体制と相互理解に役立った。肥満の判

定に欧米では小児期でも BMI の年齢別パーセンタ

イル値27)等を用いているが，日本では肥満度の使用

が一般的である。BMI は学童期において年齢とと

もに上昇し，また同じ年齢であっても身長により大

きな違いがある28)。一方，肥満度も学年毎のバラツ

キや絶対値の大きさを無視していることなど，問題

点が多い29)。生活習慣病予防対策委員会では県内で

統一することを最優先し，自分たちのデータから得

た「徳島県標準体重」と学校現場，小児保健関係者

が使いなれている「肥満度」を採用した。

平成18年度の「児童生徒の健康診断マニュアル」

（改訂版)30)では，これまで単年度毎の平均値を用い

ていたことを改め，新しい肥満判定法が提示され

た。今後，徳島県の学校現場でも徳島式でなく，こ

の平成18年度改訂版の肥満度を使用する学校が増加

するかもしれないため，平成19年の肥満判定ソフト



169

図３ 肥満傾向児の出現率の年次推移（小中学生全体）
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「あわっこ」は両方の肥満度が算出されるように改

定している。

各機関への生活習慣病に対する取り組み調査によ

って，小中学校とも肥満児の指導を 6 割近く実施し

ており，その多くが養護教諭による個人指導である

こと，市町村との連携事業は約半数の学校で実施

し，血液検査は 6 町村，56校で行われていること等

が示された。また市町村，学校，保健所の連携希望

が多いことも明らかになった。

学校健診後，ハイリスク児に医療機関受診を促す

システムを平成15年度に開始し，高度肥満児の多く

は合併症を持つ「肥満症」であること，尿糖スク

リーニングは糖尿病のフォローのため，という認識

が養護教諭を中心に得られた，と考えている。問題

は栄養指導を受けやすい環境づくりが未だ整備でき

ていないことである。在宅栄養士等が登録している

栄養ケアステーションは地域の医療機関が栄養指導

する場合の重要な資源となるが，実際には保険点数

の低さなどから費用の問題が解決していない。運動

療法についても課題として残ったままである。子ど

もの糖尿病の合併症進展を防ぐためにはじめた「学

校糖尿病検尿システム」によって，新規の糖尿病が

毎年 5 人ほど確定診断されており，専門医とかかり

つけ医による長期のフォローを目指している。

徳島県の児童生徒の体重，BMI が全国に比べて

大きい要因としての生活習慣を分析するため，調査

班が大規模な生活習慣調査を実施した。その結果，

全国平均より少し早く起床すること以外，徳島県に

特徴的なものは認められなかったが，体格により生

活習慣が違うこと，「家族といっしょに食事をする

頻度」と他の生活習慣との関連などが示された22)。

集団アプローチによって小児肥満の改善を得た報

告は少なく31)，効果的な方法や適当な介入期間など

のために，まだ多くの研究が必要とされている10)。

個別アプローチでも有意な結果が得られた報告は少

なく32)，その困難さが窺えるが，徳島県ではこの数

年間，全体の肥満傾向児，高度肥満児とも減少して

いる。本委員会の集団アプローチ検討班の具体的な

活動は冊子の作成と配布に止まっているが，

KOPS2 開始時，先行した KOPS1 のために介入地

区以外の知識も向上していたように31)，多機関連携

による県下の全調査と個別アプローチの実行が関係

者の「体格」や「肥満症」の認識を変化させ，結果

として集団アプローチになった可能性が考えられ

る。平成16年度，委員会内に新しい作業部会として

糖尿病対策班が設立され，一般県民および医師会員

等を対象とした啓発活動も行っている。肥満児の減

少は様々な生活習慣病予防活動の総和の結果かもし

れない。

平成18年度の学校保健統計33)において都道府県別

の肥満傾向児出現率が公表され，北海道，東北地

方，関東北部が大きかった。徳島県は全国の中で10
位以内の学年が多く，西日本の中では 1 位であっ

た。徳島県医師会生活習慣病予防対策委員会の活動

は対象が県全体であり，関係者が多岐にわたる「大

所帯の船」としてすすんでいる。今後，体格調査の

対象を高校生などにも拡げる予定であり，「沈まず」

に包括的な活動を続けていくためにはより一層，立

場や専門が違うもの同士の理解と尊重が大切であ

る。学校保健と地域医療が連携し，より積極的に事

業を推進し，継続していかなければならない。

本稿を終えるにあたり，徳島県医師会生活習慣病予防

対策委員会の歴代の委員の方々，徳島県内の養護教諭の

先生方，ご理解ご協力くださった保護者・児童生徒の皆

様に深く感謝申し上げます。

（
受付 2008. 3. 3
採用 2008.12.19)
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An approach to prevent lifestyle-related diseases of children in collaboration
with various organizations in Tokushima

Masako SEI*, Tadanori NAKATSU2*, Ichiro YOKOTA3*, Yoshimi TSUDA4*,
Hiroko ISHIMOTO5*, Hokuma MUNAKATA*, Yutaka NAKAHORI*

Key words：school, medical association, obesity, urine examination, lifestyle-related disease

Objective To support the goal of `̀ Lifetime health promotion from childhood'', a Committee for Strategies
to Prevent Lifestyle-related Diseases was established as part of the Tokushima Prefecture Medical
Association in 2000. In this report, we present the activities of this committee, in collaboration with
various organizations such as schools, a medical association, health administrators and universities.

Activities In 2000, a physical survey was performed for all students in primary and junior high schools in
Tokushima prefecture. Subsequently, a software program for determining the degree of obesity using
the standard body weight of Tokushima children was produced. In 2001, the committee conducted a
survey concerning measures taken against lifestyle-related diseases by each organization. In 2003, a
`̀ Health management system for obesity in children'' and a `̀ School urine examination system'' were
established to identify high-risk students who should be taken to consult primary physicians. These
medical intervention systems have allowed continuous calculation of real numbers and actual status
of problems with overweight and obese children. Moreover, we performed lifestyle habit surveys
among about 3000 students and produced manuals for population-based approaches.

Results Compared with nationwide values, there was no diŠerence in height, but the weight and BMI
(Body Mass Index) of Tokushima students were larger. The survey concerning measures against
lifestyle-related diseases clariˆed the present status of school health committees, sta‹ng available to
provide individual/nutritional guidance and the execution rate of collaborative projects in each or-
ganization. The intervention systems for visits to primary physicians have continued to show almost
constant consultation rates. Approximately 80％ of severely obese children had at least one medical
problem. The lifestyle habits survey did not identify any marked diŠerences in children of Tokushima
Prefecture compared with nationwide values, except for a slightly earlier waking-up time. However,
this survey demonstrated diŠerences in lifestyle habits according to the body physique, and a relation-
ship between eating meals with the family and other lifestyle habits. The numbers of overweight and
severely obese children in Tokushima have been decreasing since the peaks of 2001 and 2002.

Conclusions Activities to prevent lifestyle-related diseases from childhood have continued in collaboration
with various organizations in Tokushima. The prefecture-wide physical surveys and high-risk inter-
vention strategies might have had good social eŠects in Tokushima. As a result, the number of obese
children may be decreasing.

* Department of Human Genetics and Public Health, Institute of Health Biosciences, The
University of Tokushima Graduate School

2* Department of Pediatrics, Tokushima Red Cross Hospital
3* Institute for Clinical Research, Kagawa Children's Hospital
4* Education for Handicapped Children, Naruto University of Education
5* Division of Health Promotion, Tokushima Prefectural O‹ce
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位置情報記録式 GPS 装置と心拍数記録装置を用いた

高齢者のウォーキング指導の提案
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目的 位置情報記録式 GPS 装置と心拍数記録装置を使って高齢者のウォーキング実態を把握し，

その結果に基づくウォーキング方法の指導がウォーキングの内容に及ぼす影響について検討す

る。

方法 ウォーキング習慣を持つ高齢者24人（69.6±4.5歳）に対して位置情報記録式 GPS 装置と心

拍数記録装置を貸し出し，それらを自身で操作させることで，各被験者が実施しているウォー

キングの実態（歩行経路，歩行速度および運動強度）を調査した。調査によって得られた結果

と血液検査等の結果を基に各被験者に対して面接によるウォーキング指導を行い，その指導が

これらの調査項目に与える影響について検討した。

成績 1) 指導前後におけるウォーキング中の歩行速度は，男女それぞれ 91.8±12.8 m/分から

97.3±12.2 m/分，および 81.4±9.7 m/分から 85.6±7.0 m/分へといずれも有意に増加した（P
＜0.05）。

2) 心拍数予備量に対する割合で表した指導前後におけるウォーキング中の運動強度は，男

女それぞれ37.0±10.5％から48.6±8.9％，および34.9±13.4％から47.7±8.8％へいずれも有意

に増加した（P＜0.01）。
結論 位置情報記録式 GPS 装置と心拍数記録装置を併用することで，ウォーキング中の歩行速

度，歩行経路および運動強度を明らかにすることができる。その結果を用いて個別に具体的な

ウォーキング指導を行うことは，ウォーキング内容の改善をもたらす。

Key words：GPS，地域在住高齢者，健康づくり，ウォーキング，運動処方

Ⅰ 緒 言

健康志向の高まり，医療費個人負担割合の増大，

要介護への不安などにより，中高齢者の運動実践者

は近年増加傾向にある。平成16年度に厚生労働省が

行った国民健康栄養調査1)によれば，週 2 日以上，

1 回30分以上の定期的な運動を 1 年以上継続してい

る者は60–69歳の男女ではそれぞれ43.6％および

34.7％，70歳以上の男女ではそれぞれ43.5％および

30.9％である。また平成18年度の別の調査2)では，

60–69歳男女がこの 1 年間に行った運動やスポーツ

種目（複数回答）のうちの54.6％を“ウォーキング

（歩け歩け運動，散歩を含む）”が占め，70歳以上に

ついても同種目が41.7％となっている。ウォーキン

グは時間的拘束や経済的負担が少ない，特別な技能

を必要としないなどの理由から健康づくり運動とし

て広く国民に認知されており，“1 日 1 万歩”は，

厚生労働省の「健康日本21」の中にも運動の具体的

目標として位置づけられている。

ウォーキングの継続的実施の効果として，肥満の

抑制3)，血清脂質の改善4)，高血圧の改善5)，糖尿病

予防6)あるいはインスリン感受性の改善7)などが挙

げられる。但し，ウォーキングによる生活習慣病予

防効果あるいは改善効果を示すこれらの研究に対

し，日常的なウォーキングを単に奨励するだけでは

降圧効果が有意でなかった8)，ジョギング愛好者で

は HDL コレステロール値が一般人に比べて高かっ

たが，ウォーキング愛好者ではその値が一般人と変

わらなかった9)，あるいは歩行だけでは骨密度を上

げる効果は少ない10)などの調査結果も報告され，効
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図１ 研究手順
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果の有無は一様でない。

健康成人における呼吸循環器機能維持向上のため

の運動の質と量に関する勧告として，アメリカス

ポーツ医学会（American College of Sports Medicine
以下 ACSM)11)は，最大酸素摂取量の50％もしくは

最大心拍数予備量［（最大心拍数)－(安静時心拍数），

Heart Rate Reserved 以下 HRR］の50–85％（低体

力者では下限はいずれも40％）に安静時心拍数を加

えた心拍数（50/40–85％HRR）に相当する強度の

運動を 1 日あたり20–60分，週 3 回以上実施するこ

とを推奨している。このことは，わが国におけるウ

ォーキング実践者についても個々人の運動能力を正

確に把握し，その結果に基づく適切な運動強度のウ

ォーキングを実践させることが運動をより効果的な

ものにすることを意味している。

本研究の目的は，既にウォーキング習慣を持つ高

齢者に携帯型の全地球無線測位システム装置

（Global Positioning System 以下 GPS 装置），腕時計

式心拍数記録装置および歩数計を貸与し，被験者自

身にこれらの装置を操作させることで移動経路，心

拍数，歩数などを測定・記録させ，そのデータを基

にウォーキングの実態（歩行速度，歩行経路，運動

強度［心拍数で評価］など）を明らかにすることで

ある。また，それらのデータを参考に個別にウォー

キング指導を行い，指導（介入）後に，ウォーキン

グ時の歩行速度，歩行経路，運動強度等に変化が認

められるか否かについても検証する。

Ⅱ 方 法

1. 対象者および研究手順

研究手順の概略を図 1 に示した。まず始めに，A
大学東部に位置する Y 川堤防道路においてウォー

キング中の高齢者に直接声をかけ，研究に対して興

味を示した男女36人に研究説明会への出席を依頼し

た。後日，研究説明会に参加した男性15人，女性15
人に対して研究の目的，方法，各種測定に関わる危

険性，データ管理方法，検者側の守秘義務などに関

する説明を行い，参加者全員からインフォームドコ

ンセントを得た。同日，これら研究協力者に対して

問診（既往症，服用薬調査など），血液検査，その

後の測定への参加の意思確認および測定実施の日程

調整を行なった。後日，血液検査の結果および問診

結果などから，狭心症治療薬服用男性 2 人（除外理

由：心電図監視下での運動ではないため）および b
ブロッカー系降圧剤服用者男女各 1 人（除外理由：

心拍数による運動強度評価が困難なため）を除く男

性12人，女性14人を被験者候補とし，電話にて被験

者決定を報告すると同時に次回測定までに各自の主

治医から本研究への参加についての了解を得るよう

依頼した。その際，女性 2 人が研究協力を辞退した

ため，男女各12人を本研究の被験者をとし，形態計

測，運動機能評価などを実施した。

次に，各被験者に対して各種測定装置を用いて各

被験者のウォーキング実態（歩数，運動強度，歩行

速度，歩行経路など）の実態調査を行った。続い

て，被験者個々の体力，ウォーキング実態調査の結

果，居住地域の地理的条件などを基にウォーキング

方法に関する具体的指導を行い，指導から 5 週間後

にウォーキング実態の再調査を実施した。また，ウ

ォーキング指導から 8 週間後に，形態計測，血液検

査を実施した。本研究は，名古屋市立大学大学院シ

ステム自然科学研究科倫理委員会の承認（承認番号

3）を得て実施された。研究実施期間は平成16年10
月中旬～平成17年 5 月上旬であった。

2. 調査方法

1) 血液検査

前日午後 9 時から水分を除く絶食の後，肘正中静

脈から採血を行った。血糖，中性脂肪，総コレステ

ロール（Total-C），HDL コレステロール（HDL-C），

LDL コレステロール（LDL-C）を評価し，各被験

者へのウォーキング方法指導の際の参考データとし

た。同検査は計 2 回，すなわち研究説明会直後およ

びウォーキング方法指導から約 8 週間後に実施した。

2) アンケート

ウォーキング指導前において，各自が今まで実施

してきたウォーキングの概要（継続年数，週当たり

の実施日数，一日の実施時間，ウォーキング実施時

の目標）および薬の服用に関するアンケートを実施



174

図 2–A 心拍数の決定Ⅰ

図 2–B 心拍数の決定Ⅱ
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した。さらに，ウォーキング指導後，各自が実践し

たウォーキングの内容，同期間中に身体に感じた変

化などに関するアンケートを実施した。

3) 漸増負荷テスト

被験者ごとに歩行速度と歩行時心拍数の目標を設

定するために，実歩行による漸増負荷テストを行

い，歩行速度と心拍数との一次回帰式を算出した。

その方法は，a)1 周 250 m の高低差のない屋外周回

コースを，b)ペースメーカーとなる検者が先頭に

立って 1 周ごとにペースを上げながら歩き，c)被験

者は検者の後を離れずに追従する，というもので，

各被験者に対する歩調，歩幅の指示は行わなかっ

た。歩行のペースは大まかに，「ゆっくり（分速

70–75 m）」，「普通に（分速 85–90 m）」，「やや速く

（分速 95–105 m）」，「速く（分速 110–115 m）」，「で

きるだけ速く（分速 120–130 m）」の 5 段階とした。

被験者には，各周回中は可能な限り歩行速度を一定

させるよう指示し，身体に異常を感じたり，その速

度で 1 分以上歩き続けることが困難と感じたりした

場合には即座に歩行を中止するよう指示した。各被

験者に装着させた腕時計式心拍数記録装置（後述）

により，歩行中の心拍数およびコース 1 周ごとの所

要時間を測定・記録し，その所要時間から平均歩行

速度を算出した。

4) 最大歩行能力テスト

被験者が歩行によって到達できる最高心拍数およ

び最大歩行速度を明らかにするため，最大歩行能力

テストを実施した。同テストでは，本学 Y キャン

パス西部に位置する勾配 3 ％，長さ約 200 m の坂

道を各自，出来る限り速く一定速度で歩くよう指示

し，その間の所要時間，心拍数変化などを測定・記

録し，ウォーキング指導の際の参考データとした。

5) ウォーキング実態調査

各被験者が日常的に行っているウォーキングの実

態（歩数，運動強度，歩行速度，歩行経路）を明ら

かにするため，以下の 3 種類の調査を実施した。こ

の調査は，ウォーキング指導前と指導から 5 週間後

の計 2 回実施した。いずれにおいても装置の取り扱

い方法を被験者に説明した後，各測定器 1 個と予備

の電池を事前に被験者に貸与し，被験者自身でそれ

らを操作させることで 1 週間の測定・記録を行なわ

せた。

１ 歩数調査

加速度式歩数計（スズケン社製 Lifecorder EX；

以下，L 式歩数計）を使用した。L 式歩数計の装着

はウォーキング時のみとし，その他の外出，家事な

どを行っている時には装着しないよう被験者に依頼

した。装置回収後，データを専用のソフトにより

パーソナルコンピュータ（以下 PC）に取り込み，

ウォーキング時の歩数を評価した。

２ 心拍数調査

ウォーキング中の運動強度を把握するため，腕時

計式心拍数記録装置（POLAR 社製：ACCUREX
PLUS；以下心拍数メモリー）を使って15秒ごとの

平均心拍数を測定・記録し，専用ソフトを用いて

PC にデータを保存した後，解析を行った。図 2–A．
–B に心拍数データの一例を示した。図 2–A では，

ウォーキング実施時間内においてほとんど心拍数に

変動がない（運動強度に強弱がない）ことが分かる。

このようなデータでは，被験者の歩行開始 2 分目以

降から歩行停止あるいは歩行休止まで（いずれも後

述の GPS 装置利用による被験者の移動の有無によ

り判別）を定常歩行区間と見なし，同区間の心拍数

の平均値を歩行時平均心拍数（◯１：点線）と定義し

た。図 2–A の中には，心拍数が一時的に上昇した

部分がいくつか認められる。データ全体について，

元データ 5 個（1 分15秒間相当）ごとの移動平均を

時系列で求め，その最大値を歩行時最高心拍数と定

義した。図 2–A の例では，ウォーキング中の歩行

時平均心拍数，歩行時最高心拍数（◯２：破線）はそ

れぞれ，96.1拍/分（以下 bpm），100.5 bpm であっ

た。また，図 2–B のように心拍数の急激な変化を

多く含む場合には，歩行速度が安定しており，かつ

心拍数が連続して10分以上安定している区間を定常

歩行区間（◯３：点線）とし，その平均値を歩行時平

均心拍数とした（ここでは 105.8 bpm）。歩行時最

高心拍数の決定はこの図のような変動に対しても前
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表１ GPS データによって記録された緯度，経度，

時刻の一例（抜粋)

種別 名称 緯 度 経 度 日付 時刻
(UTC) 測地系

T1 No. 1 35.07327 136.56475 2003/
12/23 21：34：31 Tokyo

T1 No. 2 35.07332 136.56476 2003/
12/23 21：34：46 Tokyo

T1 No. 3 35.07321 136.56482 2003/
12/23 21：35：01 Tokyo

T1 No. 4 35.07318 136.56490 2003/
12/23 21：35：16 Tokyo
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述と同様とし，図 2–B では，左端の急激な変動部

分（◯４：破線）において心拍数126.8 bpm が得られ

た。

各被験者に対し，ウォーキング開始前には 3 分間

以上の座位安静を取るよう指示を与え，その間に得

られた最小心拍数を安静時心拍数とした。被験者の

最大心拍数は，原則的に220－年齢による推定値と

し，前述の最大歩行能力テスト等における実測値の

方が大きい場合にのみ最大実測値を最大心拍数とし

た。この方法によって決定した最大心拍数から安静

時心拍数を引くことで各被験者の最大心拍数予備量

（HRR）を求め，歩行時平均心拍数から安静時心拍

数を引いた値が各自の最大心拍数予備量の何％にあ

たるか，すなわち，ウォーキング中の％HRR の値

を算出した。

３ 歩行経路および歩行速度調査

一方の腕の肘を軽く曲げ，手掌を上向きにした状

態で携帯型 GPS 装置（GARMIN 社製 Geko–201）
を被験者に把持させ，ウォーキング中の被験者の位

置情報（緯度，経度）を15秒毎に測定・記録させた。

同装置は，外寸：99.1×48.3×24.4 mm（高さ×幅

×厚さ），重量90 g（単 4 電池 2 本含）で，測位頻

度 1 秒～24時間（1 秒刻み），記憶ポイント数10000
点のメモリー式である。データの読み出しには PC
を要し，実時間による位置データの無線送信，屋内

での使用ともに不可である。なお，電池寿命は未使

用アルカリ電池装填状態（装置貸出し時）において

最長12時間であり，通常，本研究の測定期間（1 週

間）中の電池交換は不要であったが，液晶画面上の

電池残量表示目盛りが 1 つでも減少（通常は 4 目盛

り点灯）した場合には，速やかに予備の電池と交換

するよう指示した。

表 1 は，GPS 装置によって記録した位置データ

の一部を抜粋したものである。名称 No. 1 のデータ

は，グリニッジ標準時刻の2003年12月23日21時34分

31秒（日本時間24日午前 6 時34分31秒）に東京測地

系北緯35度 7 分32.7秒，東経136度56分47.5秒に被

験者が位置したことを示す。今回の測定地付近にお

ける緯度と経度は0.1秒の移動がそれぞれ 3.09 m，

2.53 m に相当する。このようにして得られた被験

者の位置情報を用いて MS-EXCEL 上に移動軌跡図

を作成し，インターネットから取り込んだ縮尺3000
分の 1 地図（マピオン）上に重ね合わせた。歩行速

度の決定にあたっては，定常歩行区間において 3 分

間以上連続して一定速度でウォーキングを行ってい

る区間を任意に 3～5 ポイント選び，距離と所要時

間との関係から各ポイントにおける速度を算出し，

その平均値を各被験者の歩行速度とした。

本研究では，これら 3 種類の測定装置を各15個使

用した。

3. ウォーキング方法の指導とその具体例

ウォーキング実態に関する諸データ（心拍数，歩

行速度および歩行経路），漸増負荷テストおよび血

液検査などの結果が揃った後，各被験者に対して面

接形式でウォーキング方法の指導（以下，ウォーキ

ング指導または指導）を行った。運動強度設定にあ

たっては，呼吸循環機能の維持向上のための運動と

して ACSM が概ね50％（低体力者では40％）HRR
の運動強度を基準として推奨している。本研究の被

験者は漸増負荷テスト等の結果から低体力者にはあ

たらないと判断されたため，本研究では50％HRR
を運動強度の目標とした。ウォーキング時に心拍数

メモリーに表示される心拍数を参考にすることは被

験者が運動強度を知る上で有効な方法である。しか

し，指導前の調査により被験者の多くが日の出前あ

るいは日没後に歩いていることが判明し，暗い中で

モニターをみながらウォーキングを実施するのは危

険であること，さらに心拍数メモリー装着の本来の

目的は指導内容がどの程度心拍数に反映されるかを

記録することにあったことなどから，本研究では同

装置に表示される心拍数の確認はウォーキング開始

時の動作確認だけに留め，心拍数を参考にしながら

の歩行速度調節は控えるよう被験者に依頼した。指

導は歩行速度，歩行経路など運動強度（心拍数）に

影響を及ぼす項目に限定し，ウォーキング実施日

数，時間数の増減などは指示しなかった。本研究に

おいては被験者への指導はあくまで“指示”ではな

く，各自のウォーキング実態とその他の諸データ，

さらに運動強度確保の理由などを詳しく説明した上

でのウォーキング方法に関する“提案”であり，指

導内容の採用・実践については被験者の意思に委ね

た。ただし，本研究では用語を“指導”と統一する。

被験者の目標心拍数，歩行速度，歩行経路などの設

定方法については次の具体例に示した。



176

図３ 指導前後の歩行経路

図４ 運動方法提案前後の心拍数変化の比較
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［指導の具体例］

図 3 は，ある女性被験者のウォーキング指導前

（破線）と指導後（実線）の歩行軌跡図の一部抜粋

である。図 4 はウォーキング中の心拍数変化［指導

前（細実線），指導後（太実線）］，図 5 は漸増負荷

テストによって得られた同被験者の歩行速度と心拍

数との関係（◇），および最大歩行能力テストの結

果（◆：最高心拍数 163 bpm，歩行速度 102 m/分）

をプロットしたものである。図 5 には，さらに漸増

負荷テストの結果に対して最小二乗法を用いて算出

した歩行速度と心拍数との関係式およびその回帰直

線を示した。図 3 の軌跡およびその他の解析結果か

ら，この被験者は自宅が周囲よりも若干高い丘の上

に位置し，坂道を下って近所に住む友人と合流した

後，指導前においては陸上競技場東部のなだらかな

上り勾配のある公園内通路を通り抜け，その後はほ

ぼ一定速度（分速 83 m）で Y 川沿いの平坦な堤防

道路上を約 1 km 北まで歩いて往復していること

（紙面の都合により北側部分省略），図 4 から堤防道

路歩行中の平均心拍数（図 5 にウォーキング時実測
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図５ 指導強度の決定手順

表２ 被験者の属性

男性（n＝12) 女性（n＝12)

身長（cm) 165.3±6.7 149.7±5.5
体重（kg) 63.8±9.7 53.9±7.7
BMI（kg/m2) 23.4±3.1 24.0±2.6

平均±標準偏差

表３ 運動機能評価の成績

漸増負荷テスト 最大歩行能力テスト
(坂道)第 1 段階 第 2 段階 第 3 段階 第 4 段階 第 5 段階

男性 (n＝12) (n＝12) (n＝12) (n＝10) (n＝6) (n＝12)
歩行速度（m/分) 71.5±3.4 86.3±1.7 99.1±2.9 113.0±3.3 122.7±2.8 112.9±14.4
心拍数（bpm) 83.2±7.8 93.5±9.0 110.6±13.4 121.5±11.4 128.3±10.7 141.0±6.5
％HRR (％) 18.7±7.8 31.3±9.7 52.1±15.9 64.0±11.9 73.1±10.6 88.4±7.7
女性 (n＝12) (n＝12) (n＝12) (n＝9) (n＝2) (n＝12)
歩行速度（m/分) 70.8±2.9 84.8±3.8 96.2±4.1 108.2±6.9 119.5±0.7 103.5±10.1
心拍数（bpm) 84.4±3.7 99.7±4.6 117.8±7.1 133.4±7.2 143.5±3.5 150.5±8.0
％HRR（％) 18.0±4.4 35.4±5.5 55.9±9.9 72.9±8.8 79.8±9.1 93.4±5.9

平均±標準偏差
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値＊として記載）が 115 bpm であること，さらに

同心拍数は同被験者の42.9％HRR に相当すること

などが明らかになった。

これらの情報および図 3～5 の結果から，この被

験者に対しては若干の運動強度増強が必要であり，

また，多少心拍数の高い運動であっても実施可能と

判断した。そこで図 5 で得られた歩行速度と心拍数

との関係式にこの被験者の50％HRR（［163－79]×
0.50＋79）に相当する心拍数 121 bpm を代入するこ

とで目標歩行速度である分速 89 m（図 5 に指導強

度★として記載）を得た。面接指導の際には，被験

者に対し心拍数 125 bpm，分速 90 m 程度を目安と

した歩行を普段のウォーキングに取り入れ，それを

20分間程度継続することが望ましいこと，ある程度

緩急のあるウォーキングを取り入れることも有効で

あることなどを説明した。さらに，図 3 よりも広範

囲が描かれている8000分の 1 の地図に歩行軌跡を提

示しながら「今までよりも少し速く，例えば P 橋

から Q 橋までの 700 m を 8 分弱ぐらいで歩いて下

さい」，「R 交差点から S 交差点までの長い坂道を

コースに取り入れて下さい。または競技場東の急な

坂道をコースに含めても構いません。ただし，坂道

を下る場合は今までよりもゆっくり歩いて下さい」

などの具体的な指導を行った。また，ウォーキング

時間の延長，歩行速度の大幅な上昇などは必要がな

いこと，身体に無理を感じた場合には直ちに歩行速

度を落とすこと，あるいは座って休むことなどを併

せて指導し，ウォーキング終了後，その実施日や内

容をメモ書き程度に記録するよう依頼した。指導の

ための各面接は45分から 1 時間程度であった。

4. 統計処理

統計量は平均±標準偏差で示した。運動指導前後

に測定した歩行時平均心拍数，％HRR，歩行時最

高心拍数，歩行速度について，対応のある t 検定を

実施した。危険率 5％以内を統計的有意とした。

Ⅲ 結 果

1. 被験者の特性

本研究の被験者は，ウォーキング習慣のある高齢

者男女各12人（4 組の夫婦を含む）で，年齢の平均

±標準偏差およびその範囲はそれぞれ68.8±4.4歳
（65～78歳）および70.3±4.8歳（65～77歳）であっ

た。男女それぞれ7.6±4.6年および12.2±9.1年のウ

ォーキング歴を有し，その身体的特性は表 2 の通り

である。

表 3 は，ウォーキング指導における目標値設定の

ために実施した漸増負荷テストおよび最大歩行能力



178

表４ 指導前後におけるウォーキング強度関連デー

タの比較

指導前 指導後 P 値

歩行時最高心拍
数（bpm)

男性 109.2(12.5) 121.0(12.9) ＜0.001
女性 105.9(12.6) 122.9(10.9) ＜0.001

歩行時平均心拍
数（bpm)

男性 97.3(11.1) 107.2( 9.0) 0.002
女性 97.8(13.4) 108.8( 8.5) 0.001

歩行時％HRR
（％)

男性 37.0(10.5) 48.6( 8.9) 0.002
女性 34.9(13.4) 47.7( 8.8) 0.001

歩行速度
(m/分)

男性 91.8(12.8) 97.3(12.2) 0.029
女性 81.4( 9.7) 85.6( 7.0) 0.048

平均値（標準偏差)

図６ 運動方法提案前後の心拍数変化の比較
（歩行速度の変更例）
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テストの結果を示したものである。男女とも第 3 段

階までは全員が歩行可能であったが，分速 110 m
あたりから歩行速度を維持できない者が現れ，分速

120 m で継続的な歩行が可能であった女性は 2 人で

あった。

2. 指導前後の比較

1) ウォーキング実施日数

指導前後における被験者のウォーキング実施日数

の平均±標準偏差は，男性では5.2±1.4日および4.9
±1.4日，女性では4.7±1.6日および4.4±1.6日であ

り，指導前後でウォーキング実施日数に違いは認め

られなかった。また，指導後において被験者が「指

導内容を考慮したウォーキング」を実施した日数は

男女それぞれ2.8±1.5日および3.2±1.8日であっ

た。調査期間中に被験者が各種測定装置による計測

を実施した日数は，ウォーキング指導前後において

それぞれ4.9±1.5日および4.7±1.4日であり，これ

らの日数の間に有意差は認められなかった。測定装

置の誤操作による途中停止，心拍数メモリー送信機

接触不良によるデータの乱れ，GPS 装置電池切れ

による記録不良等の発生により，被験者全体の測定

延べ日数（回数）に対して，GPS 装置については

5％，心拍数メモリーについては13％の解析不能

データがあった。但し，いずれの被験者について

も，最低 2 日間，解析に支障のないデータが記録さ

れていた。

2) 歩数

指導前後における歩数の平均±標準偏差は，男性

では8300±3700歩/日および8130±3820歩/日，女性

では7860±1540歩/日および7570±2680歩/日で，男

女間および指導前後で歩数に違いは認められなかっ

た。

3) 歩行に関わる運動強度

表 4 に指導前後における運動強度（最高心拍数，

平均心拍数，％HRR）および歩行速度を示した。

全ての項目において，男女とも指導後の値が指導前

の値に比べて有意に大きかった。指導前の％HRR
の範囲は25.7～53.2％であり，ACSM の推奨レベル

（50％HRR）を越える者は男性 0 人，女性 2 人であ

ったが，指導後では男性 6 人，女性 4 人が50％

HRR を越えた。指導における目標心拍数の平均±

標準偏差は男女それぞれ 108.1±8.6 bpm および

111.4±10.5 bpm，平地における目標歩行速度は男

女それぞれ 98.1±8.6 m/分および 86.2±10.5m/分

であった。男女いずれについても，心拍数の目標値

あるいは歩行速度の目標値は，指導後のそれらの実

測値と有意に異なるものではなかった。

3. ウォーキングパターンの変化

被験者のウォーキング内容は，指導前後で大きく

異なった。典型的なパターンの一つが，歩行経路に

坂道を複数取り入れた図 3 である。この被験者で

は，指導前（破線）には比較的安定した心拍数が続

いていたが，指導後（図中太実線）では，急激な心

拍数変化がいくつも観察され運動強度に緩急が認め

られる。その歩行経路は，指導前（図中点線）では

Y 川堤防道路の平坦な部分が大半を占め，歩行速度

はほぼ一定（約83 m/分）であった。しかし指導後

（図中実線）では，陸上競技場東側に蛇行部分が認

められる。このあたりは，東に向かって平均 8％近

い勾配のある傾斜地になっており，GPS データ解

析の結果，被験者は100～150 m 強の長さの坂道

を，約70 m/分の速度で上り，約75 m/分で下って

いた。今回の研究対象地域には他にも多くの坂道が

あり，被験者は自宅から川沿いまでの都合のよい区

間でそれらを適宜取り入れていた。

また別のパターンとして，ウォーキング指導後，

歩行経路に変化は認められなかったが，心拍数が上

昇したパターンが認められた（図 6，経路図省略）。
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この被験者では歩行速度が指導前の86 m/分から指

導後では98 m/分へと上昇し，それに伴って心拍数

が 1 分間あたり約15拍増加した。さらにもう一つの

パターンは，これらの変更をいずれも取り入れたパ

ターンである。被験者によって程度の違いはある

が，ウォーキング指導後には全被験者にウォーキン

グ内容の変化が認められ，勾配のあるコースを取り

入れた者，歩行速度上昇を取り入れた者およびその

両方を取り入れた者の人数はそれぞれ順に男性で 3
人/2 人/7 人および女性では 3 人/3 人/6 人であった。

4. アンケート

指導前のアンケートにおける『ウォーキング実施

の目的』に対する自由回答では，全員が「健康づく

り」を挙げ，内容としては，「寝たきりにならない

ように（足腰を鍛える）」，「病気にならないよう

に」，「太らないように」などが全体の79％（19/

24），「コレステロール（あるいは血圧）が高いため

医師（あるいは地域保健所の保健師）に歩くように

言われたから」などが20.1％（5/24）を占めた。

『（研究参加以前の）ウォーキング時の具体的目標を

一つ』については，自身の歩数計を有していた12人
のうち 9 人が「1 日 1 万歩」と回答し，残りの 3 人

については「1 日最低でも8000歩」であった。歩数

計を有しない12人については，「最低でも 1 時間歩

く」と回答した者が 6 人あり，残りの 6 人は「○○

まで歩く」あるいは「自分で決めているコース（5
～10 km，距離に個人差あり）を回る」などと回答

した。指導後のアンケートにおける『指導内容を取

り入れた後，身体に感じた最も大きな変化（効果）

は何か』との問いに対する回答では，11人が「まだ

分からない」，4 人が「坂道や階段が苦にならなく

なった」，3 人が「よく眠れるようになった」，4 人

が「身体の動きが軽くなった」としながらも，「足

が痛くなった」，「膝に負担を感じた」と訴える者が

各 1 人あった。

Ⅳ 考 察

本研究では，各被験者に心拍数メモリーと携帯型

GPS 装置の操作および歩数計の装着を委ね，各測

定値から彼らのウォーキングの実態を把握し，さら

にその結果を基に各自の居住地域の地理的状況を考

慮したウォーキング方法についての具体的指示を与

えることでウォーキング内容の変更を試みた。その

結果，回収されたデータを基にウォーキング実態の

詳細が把握できること，さらにそれらのデータに基

づく具体的な運動指導が実際にウォーキング内容を

変化させ得ることなどが示された。

1. ウォーキングの実態

心拍数メモリーに記録されたウォーキング中の心

拍数に対して％HRR 法による運動強度評価を行っ

た結果，本研究の指導前の平均運動強度は男女共に

40％HRR をやや下回っており，男性では25％
HRR 足らずの者も含まれることが明らかになっ

た。また，GPS 装置による調査では，本研究の対

象地域には比較的勾配のある道路が多いにも関わら

ず，被験者の歩行経路はその殆どが平坦な道路上に

あること，さらにその歩行速度の平均は男性92 m/

分，女性81 m/分程度であり，「健康づくりのため

の運動指針2006｣12)に推奨されている「速歩」を実

践していたのは分速120 m を超える速度で歩いてい

た男性被験者を始めとする一部の被験者に限られて

いたことなどが明らかになった。

樋口ら13)は，加速度計付歩数計を用いて高齢者54
人の 1 日の身体活動強度を評価し，ACSM が推奨

する速歩に相当する身体活動は 1 日に 5 分以内であ

ったこと，さらに，同装置において軽強度運動にあ

たる「歩行強度 3」でさえ 1 日10分以内しか記録さ

れなかったことなどを報告している。また Davis と

Fox14)は，樋口らとは異なるタイプの加速度計を使

って高齢者の身体活動強度調査を行い，161人の高

齢者のほぼ半数について，中等度以上に相当する身

体活動が10分以上継続されている時間が 1 日のうち

に全く認められなかったとしている。これらの研究

では心拍数および歩行速度が計測されていないため

本研究との直接比較は困難であるが，高齢者が実施

しているウォーキングの運動強度はACSMの推奨

する中等度レベルに達しない可能性が高く，さら

に，たとえそのレベルに達することがあっても継続

時間において十分とは言えないことが示唆される。

本研究では，各種測定装置によるウォーキング実

態調査のほか，アンケート調査および面接を実施し

た。その結果，被験者の多くが健康増進のためには

歩数を多く，あるいは歩く時間を長く取ることが重

要であると認識し，その具体的目標として“1日1万
歩”を位置づけていることが明らかになった。ま

た，一定時間内にどれだけの距離を歩くという“運

動強度（歩行速度）”に関わる具体的目標を持って

いる者は24人中 1 人であり，歩行中に脈拍を計測し

て運動強度の目安とする，軽く息が弾む程度の歩行

速度を意識し継続する，運動強度を上げるために積

極的に腕を振るなどを実践していた者は認められな

かった。さらに，被験者の大半がほぼ毎回，決まっ

た時刻に決まったコースをほぼ同じ時間をかけて歩

いており，各自の自宅から Y 川沿いに出るまでの

坂道を除いて勾配のあるコースを歩くことはなく，
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ウォーキング時間の大半を Y 川堤防道路における

一定速度歩行に費やしていた。その他，夫婦一緒に

参加した被験者では大抵夫婦一緒に歩いており，そ

のことが夫の運動強度を下げている可能性が高いこ

と，あるいは女性ではその半数が仲間と一緒に歩い

ており，そのことが歩行速度を上げない（上げられ

ない）理由になっていることなど，日常的に行なわ

れている高齢者のウォーキングの様子が GPS 装置

の利用によって明らかになった。

本研究における各種測定，アンケートおよび面接

による聞き取り調査の結果は，高齢者が自ら実践し

ているウォーキングの運動強度が日常生活における

移動手段としての歩行の運動強度と同等であること

を示し，また，前述の加速度計を用いた 2 つの研究

結果を併せると，本研究の被験者についても，指導

前のウォーキングでは健康づくりに対して大きな効

果が期待できないことを示唆している。本研究は被

験者数が24人と少数であり，今回の結果が我が国に

おける同年代高齢者のウォーキングの実態を忠実に

反映しているとは言い難い。しかし，彼らが週に 5
日のウォーキングを何年にも渡って実践している比

較的健康づくりに対する意識が高い人々であること

を考えると，本被験者で明らかになった高齢者のウ

ォーキングの特徴（運動強度，歩行速度，歩行経路

等）は，我が国の多くの一般高齢者が実践している

ウォーキングの実態から大きくかけ離れるものでは

ないと推察される。

2. GPS 装置の信頼性

今回使用した GPS 装置に必要な操作は電源スイ

ッチの ON/OFF のみであったため測定に伴う混乱

は特に認められなかった。GPS 装置の信頼性につ

いて Schutz と Herren15)は，距離100 m の直線コー

スにおける歩行および200 m の直線コースにおける

走行を実施し，要した時間から算出した移動速度と

GPS データから算出した移動速度とを比較した結

果，時速2.9～25.2キロの範囲にある27組の測定値

に対して0.9998の相関係数が得られたとしている。

さらに近年では，GPS を使って歩行中の頭部の上

下動（±6 cm 程度）を捉えた研究16)も報告されて

おり，その測定システムとしての精度の高さが伺え

る。本研究においては，全ての被験者の歩行経路が

図 3 に示されたようにほぼ地図上の道路と重なって

いた。このことは，本研究の測位が正確に行なわ

れ，そのデータによる歩行速度の算出が妥当であっ

たことを裏付けるものと考えられる。GPS 装置は

衛星との通信によって位置を決定しているため，装

置と衛星との間に障害物があった場合，その測位

データは正確性を欠く。筆者らはこれまでに，周囲

を高いビルに囲まれた場所や頭上が高架道路（線路）

あるいは葉の茂った木々などで完全に覆われた道路

においてしばしば測位不能となり，同装置のデータ

記録が欠落することを確認している。しかし，本研

究の対象となった地域は比較的道路幅が広く上空も

開けていたことから，本研究においては装置の誤操

作および電池切れ以外の GPS データ欠落は認めら

れず，また得られた軌跡は道路上から外れることが

なかったため，記録されたデータによる歩行速度の

算出は容易であった。GPS 装置を用いた歩行経

路，歩行速度の算出には正確な測位が必要である。

同測定を実施するにあたって周囲に高い建物が多い

ことが予測される場合には，より正確な歩行速度が

得られるよう遮蔽物の少ない地域を意図的にウォー

キングコースに含めることも必要と考えられる。

3. 指導後に確認された変化

1) 歩数

本研究における歩数の男女平均はウォーキング時

だけで約8,000歩であったため，歩数の増加を促す

指導は行わなかった。指導後，男性については約

200歩，女性では約300歩の歩数減少が認められた

が，これらの減少はいずれも有意ではなく，被験者

が歩行速度を上げたことによる歩幅の増大が歩数の

減少傾向をもたらした可能性がある。

2) ウォーキング実施日数

本研究におけるウォーキング実施日数の男女平均

は指導前5.0日であった。これは，ACSM が推奨す

る週当たりの運動実施日数 3～5 日を満たすもので

ある。ウォーキング実施日数を増やすことは本来の

目的ではなかったことから本研究においては実施日

数の増加を促す指導は行われず，指導後のウォーキ

ング実施日数に変化は認められなかった。但し，指

導内容（歩行速度上昇，歩行経路の変更など）を取

り入れたウォーキングを実施した日数は平均3.0日
確認され，これらは運動強度の有意な増加に貢献し

たと考えられた。

3) ウォーキング中の運動強度

本研究においては，指導後，被験者が坂道を歩く

ことで心拍数をインターバルトレーニングのように

変動させるパターンと，平地における歩行速度を上

昇させ全体的に心拍数を上昇させるパターンが認め

られた。また，これら 2 つのウォーキングパターン

は平均約10％HRR に相当する運動強度の上昇をも

たらし，被験者全体の運動強度は指導目標とした

50％HRR をほぼ達成した。Fahlman ら17)は高齢者

15人（平均年齢76歳）に本研究と同様の心拍数メモ

リーを装着させ，同装置の心拍数表示によりウォー

キング中の目標心拍数（70％HRR）を確認，維持
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させる介入を10週間にわたって実施し，血清脂質の

改善が認められたことを報告している。本研究はこ

の研究とは対照的に，心拍数メモリーのモニター上

に表示される心拍数による運動強度確認を控えるよ

うあらかじめ指示してあった。それにも関わらず今

回ほぼ目標どおりの運動強度が得られたことは，漸

増負荷テストによって得られた歩行速度と心拍数と

の関係および最大歩行能力テストの結果などを用い

る本研究の運動指導が，被験者の運動強度を目標値

に近づける上で妥当であったことを示唆するもので

あると考えられる。

4. GPS 装置使用の利点

今日までに，ウォーキング習慣のある高齢者のウ

ォーキング実態を加速度計付歩数計あるいは心拍数

メモリーによって把握し，そのデータを基にウォー

キング内容の改善を促すことがどの程度運動強度を

変化させるかを報告した研究は見当たらない。した

がって，GPS 装置を利用した本研究の指導方法が

その他の装置を使った指導法に比べて優位性を持つ

か否かは明らかでないが，加速度計付歩数計あるい

は心拍数メモリーに記録されたデータだけでは，実

際にどの場所をどの程度の速さで歩いたことでそれ

らのデータが得られたのかが分からない以上，GPS
装置を利用して個人のウォーキング実態を明らかに

することは個人の体力と行動様式をより総合的に理

解し，その後の運動指導を進める上で有効であると

考えられる。居住地域の勾配あるいは各種建造物間

の距離などを使って具体的に行った本研究の指導内

容の分かりやすさについては被験者からも評価を得

ており，このことが，指導の際に目標とした50％

HRR をほぼ達成できた要因であると考えられる。

5. 適切な運動強度設定の必要性

Kelley ら4)は，ウォーキングが LDL コレステ

ロール値および，総コレステロール値/HDL コレ

ステロール値の割合の有意な低下をもたらすと報告

している。彼らが分析対象とした研究報告における

歩行は，ACSM が推奨している50％HRR 以上を必

要とする brisk walking（機敏な歩行）が一般的であ

り，中には最大酸素摂取量の75％を被験者に課した

研究も含まれている。運動強度が運動時間とは独立

した因子として冠動脈疾患発症の軽減に関係してい

ることは Tanasescu ら18)によっても報告されてお

り，歩くことを一つのスポーツとして捉え，一定強

度を超える歩行，すなわちエクササイズウォーキン

グが単なる肥満予防以上の効果をもたらすことは，

最大歩行速度の70％と30％のウォーキングを 3 分ご

とに交互に繰り返す“インターバル速歩”の実践

が，血液性状のみならず脚力および心肺機能の向上

をもたらしたとする能勢ら19)の研究結果によっても

明らかにされている。

近年，「健康づくり」に対する強い関心を持ち，

日々自発的に運動実践に励んでいる中高齢者は決し

て少なくない。今回用いた測定装置は，GPS 装置

と心拍数メモリーを合わせても 5 万円程度で，今日

では既にそれらの機能を併せ持つ装置もより安価に

市販されている。自治体による健康づくりや介護予

防事業にもこのような機器を積極的に利用し，すで

に運動習慣を持つ者から確実に結果を出していくこ

とが運動実施の重要性とその効果をより強く高齢者

の間に浸透させ，運動実践者を増やすことにつなが

ると考えられる。

Ⅴ 結 語

本研究では，GPS 装置と心拍数メモリーを併せ

て使用することにより，高齢者のウォーキング実態

がどの程度把握できるかを検討した。その結果，被

験者自らの測定・記録であっても正確な歩行速度，

歩行経路および運動強度の把握が可能であること，

さらには，その実態に基づくウォーキング指導が，

個人のウォーキング方法に影響を与え得ることが明

らかになった。

本論文執筆にあたって多数の貴重なご意見をいただき

ました鹿屋体育大学 吉武裕教授，信州大学 能勢博教

授，九州保健福祉大学 樋口博之准教授に深く感謝いたし

ます。
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Recommendation of using a registering type GPS and a heart rate monitor for
walking instructions in the elderly

Tetsuo TAKAISHI*, Yoshie YAMADA*, Tsutomu TANAKA2*,
Miyuki KANEWAKA3* and Hisayo YANAGISAWA4*

Key words：GPS, Community-dwelling elderly, Health promotion, Walking, Exercise prescription

Objective The e‹cacy of exercise for health promotion depends on the protocol. We examined the possibili-
ty of determining the characteristics of walking (route, speed and work intensity) with a registering
type GPS and a heart rate monitor. We also demonstrated the eŠects of giving a walking regimen
utilizing the data on characteristics of walking.

Methods Route, speed, and heart rate during the walking of 24 elderly habitual walkers were estimated with
a memory-type GPS apparatus and a heart rate monitor, respectively. The elderly were instructed to
modify the route and/or speed of walking according to the data.

Results 1) The walking speeds for male and female subjects increased from 91.8±12.8 m/min to 97.3±
12.2 m/min and 81.4±9.7 m/min to 85.6±7.0 m/min, respectively (P＜0.05).

2) The average work intensity estimated by％ HRR during the walking increased from 37.0±
10.5％ to 48.6±8.9％ and 34.9±13.4％ to 47.7±8.8％, respectively (P＜0.01).

Conclusions Utilization of a GPS apparatus and a heart rate monitor is eŠective in determining characteris-
tics of walking and facilitates giving eŠective instructions for health promotion to the elderly with a
habit of walking.

* Graduate School of Natural Sciences, Nagoya City University
2* Graduate School of Medicine, Nagoya City University
3* School of Nursing Faculty of Medicine, Gifu University
4* College of Nursing, Ibaraki Christian University
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図１ 余暇時の身体活動量と 2 型糖尿病の相対危険度
（Helmrich SP, Ragland DR, Leung RW, PaŠen-
barger RS Jr. Physical activity and reduced occur-
rence of non-insulin-dependent diabetes mellitus. N
Engl J Med. 1991 Jul 18; 325 (3): 147–52.
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連載
運動・身体活動と公衆衛生13

「生活習慣病予防に必要な身体活動量・運動量・体力」

独立行政法人 国立健康・栄養研究所 健康増進プログラム 田畑 泉

1. はじめに

運動・身体活動の健康増進効果に関する記述は，

紀元前の古代中国，インド，ギリシャまで遡ること

ができる。しかし，運動・身体活動による生活習慣

病予防に関する基礎的研究の歴史は浅く，骨格筋の

ミトコンドリアが運動トレーニングで増加すること

が発見された1960年代である。この研究を端緒とし

て，生体の各臓器，特に骨格筋における健康増進に

関連の高いタンパク質が身体トレーニングにより増

加することが生物学的研究により明らかとなってい

る。また，運動・身体活動・体力と生活習慣病や総

死亡率に関する疫学的研究が，この 4 半世紀に急速

に発展し，冠状動脈疾患ばかりでなく，糖尿病など

の生活習慣病罹患に対する身体活動・運動の予防効

果に関する報告が蓄積されている。そこで，我々

は，生活習慣病予防という観点で，どのような身体

活動・運動をどれくらい行えば良いかということを

明らかにするために，生活習慣病予防それらの関係

についてこれらの内外の論文に対してシステマテイ

ック・レビューを行った。

2. システマテイック・レビュー

我々は，欧米文献のデータベースであるメドライ

ンと，邦文データベースである医学中央雑誌データ

ベースを対象に，平成17年 4 月11日までのすべての

発表論文について，一定の検索式（体力，運動，身

体トレーニング，体力と各疾病，と追跡研究，観察

研究，前向き研究，後ろ向き研究，縦断的研究）を

用いて，システマテイック・レビューを行った。対

象とした生活習慣病等：肥満，高血圧症，高脂血

症，糖尿病，脳血管疾患，循環器病による死亡，骨

粗鬆症，ADL，総死亡であった。最初に，この検

索式でヒットした論文を，さらにタイトルと抄録に

よる一次スクリーニングで絞り込み，それらの全文

を取り寄せ精読した。その結果，検索式からは8134

本がヒットし，さらに 4 人の中堅研究者が794本を

精読し，最終的に，厳密な基準をもとに84本の論文

が選定された。

その 1 例であるが，図 1 にあるようにアメリカの

ペンシルバニア大学の男子卒業生約6,000人を対象

とした研究により，糖尿病の相対危険度は，カロ

リーで表された 1 週間当たり身体活動量と容量依存

性の関係があることが示されている1)。言い換える

と，“身体活動”を週当たり500 k カロリー毎に相対

危険度が 6％づつ低下するということである。単純

に計算すると1500 k カロリーの消費で約20％の糖尿

病発症が予防されるということである。

一方，日本の岡田らの研究により週 1 回の運動で

も，2 型糖尿病の発症を抑えることが出来ることが

明らかになった（図 2)2)。これらの結果は，身体活

動・運動は特異的に生活習慣病を予防する効果があ

ることを示している。しかし，いずれの研究結果で

も，どんなに身体活動を増やしたとしても，糖尿病

の発症は 0 にはならない。これが，疾患の成立が多

要素に関係している生活習慣病の特徴である。これ

は，糖尿病の発症は遺伝素因や，他の生活習慣，特
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図２ 身体運動習慣と 2 型糖尿病の発症の相対危険度
（Okada K, Hayashi T, Tsumura K, Suematsu C,
Endo G, Fujii S. Leisure-time physical activity at
weekends and the risk of Type 2 diabetes mellitus in
Japanese men: the Osaka Health Survey. Diabet
Med. 2000 Jan; 17 (1): 53–8.)

図３ 身体活動，運動，生活活動の関係3)
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に食事の影響を大きく受けており，身体活動量の増

加のみでは，その予防はできないからである。

3. 身体活動と運動

次に，システマテイック・レビューで抽出された

文献を対象に生活習慣病予防という観点で，どれく

らいの身体活動・運動が必要かと言うことを明らか

にするために，メッツ・時/週/週という指標を用い

て，最も身体活動・運動量の少ない群に比べて，各

種生活習慣病の罹患率が統計的に有意に低下する群

の身体活動・運動の下限値を挙げていった。メッ

ツ・時とは，運動強度の指数であるメッツ値

（metabolic equivalent: MET）に身体活動・運動時

間（時間）を掛けたものである。メッツ値とは，当

該身体活動におけるエネルギー消費量を座位安静時

代謝量（酸素摂取量で約3.5 mL/kg/分に相当）で

除したものである。酸素1.0リットルの消費を5.0
kcal のエネルギー消費と換算すると，1.0 メッツ・

時は体重70 kg の場合は74 kcal，60 kg の場合は63
kcal となる。このように標準的な体格の場合，1.0
メッツ・時は体重とほぼ同じエネルギー消費量とな

り，メッツ・時が身体活動量を定量化する場合に頻

繁に使われている。つまり，メッツ・時/週とは週

当たりの身体活動・運動量である。

このような文献の精査から，生活習慣病予防とい

う観点から“健康づくりのために必要な”，身体活

動量は23メッツ・時/週，運動では 4 メッツ・時/週

ということが明らかとなった。生活習慣病予防に必

要な身体活動量と運動量が別個に決めた理由は，こ

の区別を行わないで運動と身体活動を一緒にする

と，これらの文献から集められたメッツ・時/週は，

2 メッツ・時/週から30メッツ・時/週とかなりの範

囲に分布し，一定の値を決めることが不可能であっ

たからである。そこで，それらの文献について，身

体活動（physical activity：骨格筋の収縮を伴い安静

時より多くのエネルギー消費を伴う身体の状態であ

り，日常生活活動における労働・家事等や余暇にお

ける運動・スポーツ活動等が含まれる）と運動

（exercise：身体活動の一種であり，とくに体力（競

技に関連する体力と健康に関連する体力を含む）を

維持・増進させるために行う計画的・組織的で継続

性のあるものであり（図 3），速歩やジョギング，

ランニング，自転車乗り，水泳，テニス，バドミン

トン，サッカー等を含む）と分けて見たところ，運

動では 2～10メッツ・時/週に分布し，身体活動で

は20～30メッツ・時/週に分布し，はっきりと分布

が分かれた。また，その範囲もそれほど大きくなか

ったことからそれらの値の平均値をとると，運動で
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図４ 総死亡リスクを低くする握力の値3)
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は 4 メッツ・時/週，身体活動では23メッツ・時/週

を生活習慣病予防に必要な量と決めるのが妥当と考

えられた。

23メッツ・時/週という身体活動量は一日当たり

にすると 3～4 メッツ・時である。この量は歩行で

は60分程度であることより，意識できない歩数

（2000～4000歩）を加えると一日当たり8000～10000
歩の量である。前述した方法から得られた身体活動

23メッツ・時/週は，最も身体活動量の少ない（意

識的に身体活動を行っていない人がほとんど）に比

べて統計的に有意に生活習慣病罹患率が低下するも

っとも低い値である。したがって，国民の身体活動

レベルがそれよりも多ければ，より多くの身体活動

を推奨するべきかもしれない。しかし，国民の歩数

は厚生労働省が毎年行っている国民健康栄養調査に

よると平成 9 年をピークとして低下しており平成19
年の値は男性7321歩，女性6267歩と上述の8000歩～

10000歩よりも低い値であり，国民の半分以上の身

体活動量は23メッツ・時/週の基準より少ないと考

え得られる。しかし，これらの基準の達成は多くの

施策により国民の身体活動に対する意識が高まれば

不可能ではないので，妥当な量と考えられる。1 メ

ッツ・時は，歩行，掃除，床そうじ，庭仕事，物を

運ぶ，自転車乗り，雪かき，介護，子どもと遊ぶと

いった生活の中にある活動を20分程度行う場合の身

体活動量であり，これらの20分の身体活動を一日 3
つ行えばよい。通勤の歩行を少し増やすだけでこの

量をクリアできる。しかし，現代社会では，ある程

度エネルギーを消費する（科学的には強度が 3 メッ

ツ以上）で，歩行以外の身体活動がかなり限られて

いるのも現実である。したがって，生活の中に意識

的に“歩く”ことを取り入れることが，生活習慣病

予防に必要である。

一方，4 メッツ・時/週という運動量は，ジョギ

ングとかサッカーなら40分程度，分速95 m 程度の

速歩では 1 時間である。生活の中で時間的に余裕の

ないビジネスマンについては，週 1 回の運動でこの

値をクリアすることは可能である。ある意味では，

こちらの方が簡単であるというライフスタイルの方

もいるであろう。しかし，平成16年度の国民健康栄

養調査では，汗をかくような運動を週 2 回以上行っ

ている国民は男性30.8％女性25.8％であり，これに

ついても多くの国民がこの値をクリアしていないの

で，まずはこの量を推奨するのが適切であると考え

られる。

平成 9 年に始まった健康日本21運動の推進にもか

かわらず国民の歩数特に男性の30歳から50歳代で歩

数が低下しているのは，週休 2 日制の定着がこの時

期にあったこともその一つの理由であるかもしれな

い。多くの国民が，2 日の休日の中で一日は活発に

子どもとスポーツを行う習慣をつければ，生活習慣

病予防効果が現れると推測される。

4. 生活習慣病予防と体力

システマテイック・レビューの結果，身体活動量

や運動量に加えて，体力についても持久力の指標で

ある最大酸素摂取量と筋力について生活習慣病予防

効果があることが明らかとなった。一般的には身体

活動量の多い人の体力は高いが，遺伝的影響を受け

る体力は必ずしも身体活動量（とくに，体力の急速

な向上が認められない低い強度の運動（歩行））と

高い相関関係がない。最近，体力と身体活動量は生

活習慣病の独立した危険因子であることを示唆する

ような報告が出現し始めている。つまり，両方が高

ければ，単独の指標が高い場合よりも，その集団で

は生活習慣病罹患の危険性が，それぞれ加算的に低

くなると言うことである。最大酸素摂取量（max-
imal oxygen uptake，単位：L/分，mL/kg/分）と

は，運動負荷試験を行うことにより測定される，個

人が時間当たりに摂取できる酸素量の最大値であ

る。システマテイック・レビューで採択された論文

において，最大酸素摂取量が最も低い群に対して，

生活習慣病の発症率が有意に低下する群の最大酸素

摂取量のカットオフ値を挙げていき，それを年代別

に平均した値は，加齢により低下する日本人の最大

酸素摂取量の各年代の平均値とほぼ同程度であっ

た。つまり，生活習慣病予防には各年齢集団のなか

で，体力がとびきり高い必要はなく，平均値程度で

良いのであり，これも多くの国民がまずは目指すべ

き値としては妥当であると考えられた。最大酸素摂

取量の測定は大がかりな機器が必要であるので国民

全部を測定することはできない。しかし，たとえば
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“他の人よりも歩くのが遅い方ですか？”というよ

うな簡易な質問で体力を判定することが可能なら

ば，体力という指標を生活習慣病予防に生かすこと

が可能となる。

筋力については，最大酸素摂取量に比べて，生活

習慣病予防という観点からのエビデンスが少なかっ

たので，定量的に示すことはできない。しかし，総

死亡率等でみると，これも平均値程度の筋力を持つ

ことが必要であるということが言える。成人におい

て，このような値を維持すれば，高齢期における介

護予防になることも明らかである。これらのシステ

マテイック・レビューの結果は“健康づくりのため

の運動基準2006―身体活動・運動・体力―（厚生労

働省平成18年：http://www.nih.go.jp/ eiken/pro-
grams/pdf/kijun2006.pdf)3)”およびそのエビデンス

を基に国民に対する身体活動・運動量の増加を支援

するために作られた健康づくりのための運動指針

2006（エクササイズガイド2006）（http://www.
mhlw.go.jp/bunya/kenkou/undou01/pdf/data.pdf)4)

策定の基礎となった。これらの 2 公文書は英語，中

国語，韓国語に訳されているので各国に紹介は可能

である（独立行政法人 国立健康・栄養研究所の

ホームページ参照）。もちろん，これらの国の身体

活動量・運動量・体力がわかっていて，日本の健康

づくりのための運動基準2006～身体活動・運動・体

力～の身体活動量・運動量・体力の基準値の達成が

実現可能である場合のみであるが。

4. 身体活動・運動・及び体力と生活習慣病予防

の機序

ところで，身体活動・運動は，どのようにして生

活習慣病を予防するのであろうか。その機序はそれ

ほど分かっていない。糖尿病に大きく関係する骨格

筋の糖代謝能，さらにからだ全体の糖代謝能を決め

る骨格筋の糖輸送坦体（GLUT–4）は身体トレーニ

ングにより増加するが，1 回の運動の効果は 3 日が

もたない。また，一回の運動の糖代謝能に対する効

果は，相当運動を行っても 3 日維持されない。した

がって，糖代謝能という観点からは，2 日あるいは

3 日に一回運動を行うことが推奨されている。しか

し，運動に関する多くの疫学的エビデンスは週末 1
回の運動でも糖尿病の予防には効果があることが示

されている。したがって，このような生理学的研究

の発現と疫学的エビデンスとの解離についても，今

後，研究が行われる必要がある。

身体活動・運動による健康関連のタンパク質の発

現は，まるで指揮者がタクトを振るとオーケストラ

の多くのパートの楽員が瞬時に楽器を弾き始めるよ

うに，ほぼ同時に起こることが知られている。した

がって，身体活動・運動による生活習慣病予防の機

序に，多数の異なる遺伝子に作用して多くのタンパ

ク質を同時に発現さえるマスターキーのような機構

があることが推測されている。最近，そのような機

能をもつと期待される転写補助因子である PGC1a
等が同定されており，生活習慣病との関連が研究さ

れている。このような生物学的な基礎研究も，生活

習慣病予防と身体活動・運動の関係を科学的に明ら

かにするために必要である。

5. 今後の課題

今回のシステマテイック・レビューで最終的に残

った論文の中で，わが国からのものは数編のみであ

った。欧米人とは食生活習慣や遺伝子素因の異なる

日本人の生活習慣病予防という観点からの身体活動

量・運動量・体力を決めるには日本人のデータが少

なく，今後，長期大規模な観察研究および介入研究

を組織的に行う必要があることが痛感される。

システマテイック・レビューにより示された身体

活動・運動量を国民が行えば，少なくとも20％程

度，ほとんどの生活習慣病の発症が抑えられる。今

後は，このような科学的エビデンスをわかりやすく

国民に伝え，さらにそれを実行に移すための方策等

についても調査研究が進められ，その成果を基に，

医療費の増加をもたらす糖尿病などの生活習慣病予

防の一次予防が組織的に行われることが期待される。
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５ 参加者数

有料入場者数 3,250人

No. 職 種 別 人 数 ％ No. 都道府県別 人 数 ％

1 医師（行政） 209 13.0 1 東京都 275 17.1
2 医師（教育・研究） 192 12.0 2 大阪府 134 8.3
3 医師（臨床） 53 3.3 3 福岡県 132 8.2
4 歯科医師 37 2.3 4 愛知県 68 4.2
5 薬剤師 31 1.9 5 神奈川県 67 4.2
6 獣医師 13 0.8 6 埼玉県 63 3.9
7 保健師 484 30.1 7 兵庫県 49 3.0
8 助産師 8 0.5 8 京都府 40 2.5
9 看護師・準看護師 46 2.9 9 千葉県 38 2.4

10 管理栄養士・栄養士 92 5.7 10 北海道 37 2.3
11 臨床検査技師・衛生検査技師 24 1.5 11 熊本県 36 2.2
12 歯科衛生士・技工士 9 0.6 12 富山県 34 2.1
13 健康教育系 87 5.4 13 茨城県 32 2.0
14 生物・物理・化学・工学系 35 2.2 14 栃木県 31 1.9
15 事務系 25 1.6 15 岡山県 30 1.9
16 その他 247 15.4 16 その他 495 30.8
17 無回答 16 1.0 17 無回答 47 2.9

小 計 1,608 100.0 小 計 1,608 100.0

不 明 1,642 不 明 1,642

合 計 3,250 合 計 3,250
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第67回日本公衆衛生学会総会（福岡県・福岡市）のまとめ

１ 学会長・副学会長・顧問

名誉学会長 麻生 渡 福岡県知事

名 誉 顧 問 吉田 宏 福岡市長

学 会 長 畝 博 福岡大学医学部教授

副 学 会 長 横倉 義武 福岡県医師会長

平田 輝昭 福岡県保健医療介護部

長

阿部 亨 福岡市保健福祉局長

顧 問 宮o 良春 福岡市医師会長

有川 節夫 九州大学総長

衛藤 卓也 福岡大学長

２ 開 催 日

平成20年11月 5 日（水)～7 日（金）

３ 開催地

福岡県福岡市

４ 会 場

福岡サンパレス 大ホール

〒812–0021 福岡県福岡市博多区築港本町 2 番 1 号

TEL：092–272–1123
福岡国際会議場

〒812–0032 福岡県福岡市博多区石城町 2 番 1 号

TEL：092–262–4111
（自由集会の開催会場）

福岡サンパレス 会議室

福岡国際会議場 会議室

アクロス福岡 会議室

福岡ビル ホール

天神ビル 会議室

６ 総会・特別行事等

【第１日 平成20年11月５日（水）】

開会式 9：00～9：30
［福岡サンパレス大ホール］

学会長講演 9：30～10：30
［福岡サンパレス大ホール］

「人生90年 超高齢社会の光と影」

演者 畝 博　（福岡大学医学部衛生学講座教

授）
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座長 車谷 典男　（奈良県立医科大学地域健康医

学講座教授）

特別講演１ 10：30～11：30
［福岡サンパレス大ホール］

「わが国の保健医療制度の現状と展望―2008高齢者

医療制度改革を中心に考える―」

演者 堤 修三（大阪大学大学院人間科学研究

科教授）

座長 浜田 淳（岡山大学大学院医歯薬学総合

研究科教授）

平成20年度総会 13：00～14：00
［福岡国際会議場メインホール］

メインシンポジウム 14：00～16：00
［福岡国際会議場メインホール］

「特定健診・特定保健指導の実践と課題」

座長 馬場園 明（九州大学大学院医学研究院医

療経営・管理学講座教授）

松田 晋哉（産業医科大学公衆衛生学講座

教授）

◯１医療制度改革と今後の生活習慣病対策について

関 英一（厚生労働省健康局総務課生活

習慣病対策室長）

◯２特定健診・保健指導の実践にむけて

岡山 明（財団法人結核予防会第一健康

相談所長）

◯３特定健診・特定保健指導に向けて～保健指導の

可能性と課題

野口 緑（尼崎市環境市民局国保年金課

長補佐）

◯４福岡県保険者協議会の生活習慣病予防モデル事

業を実施して―地域完結型特定健診・特定保健

指導の構築を目指して―

野口久美子（福岡県水巻町役場健康課長）

◯５特定健診・保健指導の評価

水嶋 春朔（横浜市立大学大学院医学研究

科情報システム予防医学部門

教授）

サテライトシンポジウム１ 14：00～16：00
［福岡国際会議場国際会議室］

「極東アジア地域の環境汚染拡大の現状と対策の国

際共同化にむけて」

座長 福島 哲仁（福島県立医科大学医学部衛生

学・予防医学講座教授）

川本 俊弘（産業医科大学医学部衛生学講

座教授）

◯１我が国の光化学オキシダント汚染の現状と課題

岩本 真二（福岡県保健環境研究所環境科

学部長）

◯２黄砂による健康被害の問題点

市瀬 孝道（大分県立看護科学大学人間科

学講座・生体反応学教室教授）

◯３国境を越える大気汚染

大原 利眞（独立行政法人国立環境研究所

アジア自然共生研究グループ

室長）

◯４Dust Storm in China: pollution and its control
譚 暁東（中国武漢大学公共衛生学院教

授）

◯５東アジア地域における越境大気汚染問題の現状

と国際的取組

袖野 玲子（環境省地球環境局環境保全対

策課長補佐）

フォーラム１ 17：30～19：30
［福岡国際会議場国際会議室］

「保健師教育～現場と教育とで保健師教育について

一緒に考えよう～」

座長 平野かよ子（東北大学大学院保健学専攻国

際看護管理学教授）

尾形由起子（福岡県立大学看護学部准教授）

◯１保健師のカリキュラム改正の経緯

尾形由起子（福岡県立大学看護学部准教授）

◯２福岡県における地域看護実習の課題～現場と教

育をつなぐ試み～

鎌田久美子（福岡県保健医療介護部医療指

導課参事補佐兼看護指導係長）

◯３市町村保健師現場の意見

野口久美子（福岡県水巻町役場健康課長）

◯４北海道における地域看護学実習受け入れ方針に

ついて

神野雅子（北海道保健福祉部保健医療局医

療政策課看護対策グループ主査）

◯５日本保健師連絡協議会の活動紹介

井伊久美子（日本看護協会常任理事）

【第２日 平成20年11月６日（木）】

サテライトシンポジウム２ 9：00～11：00
［福岡国際会議場メインホール］

「公衆衛生の戦略としての24時間在宅ケアシステム

の構築」

座長 村嶋 幸代（東京大学大学院医学系研究科

地域看護学分野教授）
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長弘 千恵（九州大学大学院医学研究院看

護学分野地域・精神看護学教

授）

◯１24時間在宅ケアシステムの要となる訪問看護・

介護の可能性と課題

村嶋 幸代（東京大学大学院医学系研究科

地域看護学分野教授）

◯２近隣の単独型ステーションとの連携による24時
間訪問看護を実施して―訪問看護ステーション

が出来ること・保健師に期待したいこと―

九里美和子（滋賀県済生会訪問看護ステー

ション統括所長）

◯３24時間在宅ケアに向けた福岡県の戦略―保健所

機能を中核に

鎌田久美子（福岡県保健医療介護部医療指

導課参事補佐兼看護指導係長）

◯４在宅療養支援診療所の活動と地域ケア―在宅ホ

スピスを中核とした地域ケア戦略

矢津 剛（医療法人矢津内科消化器科ク

リニック院長，在宅ホスピス

支援施設ひと息の村村長）

◯５在宅医療推進への戦略―診療報酬の立場から

宇都宮 啓（厚生労働省保険局企画官）

招待講演１ 10：00～11：00
［福岡国際会議場国際会議室］

「Using U.S. Medicare Administrative Data in Public
Health and Health Services Research」
演者 A. Marshall McBean（米国ミネソタ大学

教授）

座長 小林 廉毅（東京大学大学院医学系研究科

公衆衛生学教授）

サテライトシンポジウム３ 9：00～11：00
［福岡国際会議場会議室411＋412］

「私たちができる自殺予防―これからの展望―」

座長 土居 弘幸（岡山大学大学院医歯薬学総合

研究科疫学・衛生学分野教授）

下野 正健（福岡県精神保健福祉センター

所長）

◯１日常業務と自殺予防

竹島 正（国立精神・神経センター精神

保健研究所自殺予防総合対策

センター長）

◯２私たちができる自殺予防―これからの展望―～

北東北の取り組みから～

渡邉 直樹（関西国際大学人間科学部教授）

◯３青森県深浦町での自殺対策のこころみ～子ども

の頃からの心の健康づくり～

八木橋淑子（青森県深浦町地域包括ケアセ

ンター健康増進係主任保健師）

◯４産業都市・富士市における働き盛り世代の自殺

対策

松本 晃明（静岡県精神保健福祉センター

所長）

◯５わかち合う声に寄り添って

井上久美子（リメンバー福岡自死遺族の集

い代表）

奨励賞受賞者講演 9：00～11：00
［福岡国際会議場会議室502＋503］

◯１「ライフコース疫学に基づいた都道府県健康増

進計画と歯の健康づくり活動の推進」

演者 井後 純子（愛知県健康福祉部健康担当局

健康対策課総括専門員）

座長 中垣 晴男（愛知学院大学歯学部口腔衛生

学講座教授）

◯２「在宅虚弱高齢者を対象とした介護予防支援に

関する研究」

演者 河野あゆみ（大阪市立大学医学部看護学科

在宅看護学領域教授）

座長 金川 克子（石川県立看護大学参与）

◯３「原因不明の健康危機に対する対応実践とその

教材化」

演者 山口 亮（北海道江別保健所長，北海道

保健福祉部保健医療局健康推

進課医療参事）

座長 澁谷いづみ（全国保健所長会会長，愛知県

半田保健所長）

◯４「病院における喫煙対策と禁煙支援の推進に関

する研究」

演者 田中 英夫（愛知県がんセンター研究所疫

学・予防部長）

座長 上島 弘嗣（滋賀医科大学社会医学講座公

衆衛生学部門教授）

特別講演２ 14：00～15：00
［福岡国際会議場メインホール］

「生活習慣病の疾病構造の時代的変化と現状：久山

町研究」

演者 清原 裕（九州大学大学院医学研究院環

境医学分野教授）

座長 竹中 章（福岡市博多保健所長）

教育講演１ 15：00～16：00
［福岡国際会議場メインホール］
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「希望格差社会の現実と課題」

演者 山田 昌弘（中央大学文学部社会学専攻教

授）

座長 南部由美子（福岡市東保健所長）

フォーラム２ 14：00～16：00
［福岡国際会議場国際会議室］

「総合討議21世紀の公衆衛生研究戦略―その方向性

を探る」

Ⅰ．事例をとおして考える公衆衛生研究戦略の方

向性

座長 本橋 豊（秋田大学医学部社会環境医学

講座教授）

◯１健康危機管理とリスクコミュニケーション―輸

入食品の安全性

曽根 智史（国立保健医療科学院公衆衛生

政策部長）

指定発言 ヘルスコミュニケーションの立場か

ら

佐甲 隆（三重県立看護大学公衆衛生

学・地域保健学教授）

◯２格差問題としての自殺対策

本橋 豊（秋田大学医学部社会環境医学

講座教授）

指定発言 自殺の実態分析を社会に活かす

竹島 正（国立精神・神経センター精神

保健研究所自殺予防総合対策

センター長）

◯３統計法改正と公衆衛生研究戦略の課題先見的予

防政策開発のための国勢調査コホート事業の提

言

　島 茂（国立保健医療科学院公衆衛生政

策部行政政策室長）

指定発言 統計法改正と社会医学研究環境の維

持と改善にかかわる課題

児玉 和紀（放射線影響研究所主席研究員）

Ⅱ．総合討議 公衆衛生研究戦略における「倫理」

と「コミュニケーション」

座長 森本 兼曩（大阪大学大学院医学系研究科

教授）

本橋 豊（秋田大学医学部社会環境医学

講座教授）

討議者 曽根 智史（国立保健医療科学院公衆衛

生政策部長）

　島 茂（国立保健医療科学院公衆衛

生政策部行政政策室長）

川上 憲人（東京大学大学院医学系研究

科精神保健学分野教授）

佐甲 隆（三重県立看護大学公衆衛生

学・地域保健学教授）

サテライトシンポジウム４ 14：00～16：00
［福岡国際会議場会議室411＋412］

「保健事業の評価における保健医療情報の活用」

座長 岡本 悦司（国立保健医療科学院経営科学

部経営管理室長）

谷原 真一（福岡大学医学部衛生学講座准

教授）

◯１わが国におけるレセプトデータ活用の現状と課

題

開原 成允（国際医療福祉大学大学院長）

◯２IT を用いた保健事業の実践～市町村の立場か

ら

板並 智子（福岡県筑前町役場健康推進課

健康係長）

◯３全県レベルでの国民健康保険および介護保険

データの分析

早田 洋一（熊本県国民健康保険団体連合

会保健事業支援課長）

◯４事業所におけるレセプトデータの活用～健診

データと医療費の関連

谷原 真一（福岡大学医学部衛生学講座准

教授）

学術会議分科会１ 17：30～19：30
［福岡国際会議場会議室411＋412］

日本学術会議 健康・生活科学委員会（パブリッ

クヘルス科学分科会）主催

日本公衆衛生学会共催 市民公開シンポジウム

「公衆衛生の課題―格差社会・貧困と公衆衛生―」

座長 實成 文彦（香川大学医学部衛生・公衆衛

生学教授）

川上 憲人（東京大学大学院医学系研究科

精神保健学分野教授）

◯１基調講演 格差社会・貧困と公衆衛生―我が国

における特徴と課題

岸 玲子（北海道大学大学院医学研究科

社会医学専攻予防医学講座公

衆衛生学分野教授）

◯２ 地域保健医療福祉の課題―特に高齢者の健康

格差について―

近藤 克則（日本福祉大学社会福祉学部教

授）

◯３労働・産業保健上の課題―特に非正規雇用の健

康影響について―

矢野 栄二（帝京大学医学部衛生学公衆衛



192192 第56巻 日本公衛誌 第 3 号 2009年 3 月15日

生学教授）

◯４教育・学校保健上の課題―特に学力の格差につ

いて―

高橋 浩之（千葉大学教育学部教授）

◯５行政の取り組みと課題―地域保健活動と保健所

に求められるもの―

澁谷いづみ（全国保健所長会会長，愛知県

半田保健所長）

【第３日 平成20年11月７日（金）】

サテライトシンポジウム５ 9：00～11：00
［福岡国際会議場メインホール］

「科学的根拠に基づいた公衆栄養研究と栄養改善実

践活動のコツ，教えます」

座長 佐々木 敏（東京大学大学院医学系研究科

社会予防疫学分野教授）

三宅 吉博（福岡大学医学部公衆衛生学講

座准教授）

◯１食事調査法に強くなる

佐々木 敏（東京大学大学院医学系研究科

社会予防疫学分野教授）

◯２研究デザインに強くなる

三宅 吉博（福岡大学医学部公衆衛生学講

座准教授）

◯３フィードバックの方法を知る―集団編―

城田知子（中村学園大学客員教授）

◯４フィードバックの方法を知る―個人編―

大久保公美（女子栄養大学栄養学部助教）

◯５質の高い疫学研究の成果に学ぶ―観察研究―

村上健太郎（東京大学大学院医学系研究科

社会予防疫学分野助教）

◯６質の高い疫学研究の成果に学ぶ―介入研究―

高橋 佳子（和洋女子大学生活科学系講師）

教育講演２ 9：00～10：00
［福岡国際会議場国際会議室］

「転倒・骨折と介護予防」

演者 青柳 潔（長崎大学大学院医歯薬学総合

研究科公衆衛生学分野教授）

座長 竹本泰一郎（佐世保市保健所長）

招待講演２ 10：00～11：00
［福岡国際会議場国際会議室］

「New Public Health Policy in Korea」
演者 南 銀祐（韓国延世大学教授）

座長 守山 正樹（福岡大学医学部公衆衛生学講

座教授）

教育講演３ 9：00～10：00
［福岡国際会議場会議室411＋412］

「口腔領域の全身への影響―健康の専門家からのメ

ッセージ」

演者 埴岡 隆（福岡歯科大学口腔保健学講座

教授）

座長 中山惠美子（福岡市健康福祉局地域保健課

長）

教育講演４ 10：00～11：00
［福岡国際会議場会議室411＋412］

「油症40年の歩みと最近の動向」

◯１疫学的知見の動向

演者 吉村 健清（福岡県保健環境研究所長）

◯２臨床像の変遷と油症ダイオキシン研究診療セン

ターの開設

演者 古江 増隆（九州大学大学院医学研究院皮

膚科学教授，油症ダイオキシ

ン研究診療センター長）

座長 大隈 巧（福岡県保健医療介護部保健衛

生課長）

サテライトシンポジウム６ 9：00～11：00
［福岡国際会議場会議室502＋503］

「地域医療確保の為の今後の課題」

座長 横倉 義武（福岡県医師会長）

◯１医師の偏在に関する全国調査の結果から

久野 梧郎（愛媛県医師会長）

◯２地域医療確保のための医師会の取組み

合馬 紘（北九州市小倉医師会長）

◯３保健医療政策の立場から

篠崎 英夫（国立保健医療科学院長）

◯４病・診・介護の連携

小山 秀夫（静岡県立大学経営情報学部教

授）

市民公開講座１ 14：00～15：00
［福岡国際会議場メインホール］

「食物・栄養とがん予防」

演者 古野 純典（九州大学大学院医学研究院予

防医学分野教授）

座長 畝 博（福岡大学医学部衛生学講座教

授）

市民公開講座２ 15：00～16：00
［福岡国際会議場メインホール］

「アルツハイマー病の発症メカニズムと予防の取り

組み」
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演者 山田 達夫（福岡大学医学部神経内科学講

座教授）

座長 高野 健人（東京医科歯科大学大学院国際

健康開発学講座教授）

学術会議分科会２ 14：00～16：00
［福岡国際会議場会議室411＋412］

日本学術会議 健康・生活科学・環境学委員会合

同（環境リスク分科会）主催

日本公衆衛生学会共催 市民公開シンポジウム

「健康に及ぼす室内環境のリスク評価とリスクコミ

ュニケーション」

座長 吉野 博（東北大学大学院工学研究科教

授）

吉村 健清（福岡県保健環境研究所長）

◯１室内の環境と健康過去・現在・未来

吉野 博（東北大学大学院工学研究科教

授）

◯２諸外国における室内空気質規制に関する研究

池田 耕一（国立保健医療科学院建築衛生

部研究員（前部長））

◯３冬期の高齢者入浴とヒートショック

栃原 裕（九州大学大学院芸術工学研究

院教授）

◯４社会心理学からみたリスク・コミュニケーショ

ンの基本的な考え方

土田 昭司（関西大学社会学部教授）

◯５『室内空気質とリスクコミュニケーション』健

康な室内環境と住まい方

田中 正敏（福島学院大学福祉学部教授）

フォーラム３ 14：00～16：00
［福岡国際会議場会議室502＋503］

「ケースメソッドによる社会医学実習：米国とわが

国の先進例に学び，実習カリキュラムを作成するた

めに」

座長 矢野 栄二（帝京大学医学部衛生学公衆衛

生学教授）

菊地 正悟（愛知医科大学医学部公衆衛生

学講座教授）

◯１Current Case Method Teaching of Public Health
at Harvard School of Public Health

Melissa Perry（ハーバード大学公衆衛生大

学院准教授）

◯２ケースメソッドによる社会医学実習：ハーバー

ド大学公衆衛生大学院におけるケースの実際

竹内 武昭（帝京大学医学部衛生学公衆衛

生学助教）

◯３ジョンズﾞ・ホプキンス公衆衛生大学院におけ

る問題解決プロジェクト演習と問題解決型公

衆衛生学実習の試み

原野 悟（ヘルスアライアンス研究所長）

◯４京都大学医学部公衆衛生学教育におけるケース

メソッドによる実習の位置づけ

中原 俊隆（京都大学医学部公衆衛生学講

座教授）

指定発言 高尾 総司（岡山大学大学院医歯薬学

総合研究科疫学・衛生学

分野講師）

７ 公衆衛生行政研修フォーラム

公衆衛生行政研修フォーラム１

11月 5 日（水） 17：30～19：30
［福岡国際会議場メインホール］

「『保健所と健康危機管理』“食の安全・安心の確保，

事件から見える保健所の役割とは”」

座長 香月 進（福岡県宗像保健福祉環境事務

所長）

◯１老舗料亭の食品表示偽装事件に学ぶ

押領司文健（福岡市城南保健所長）

◯２老舗和菓子店，違反食品表示事件からの教訓・

問題点・今後の対応

田畑 好基（三重県伊勢保健所長）

◯３中国産冷凍ギョウザによる食中毒事件の教訓

石川 洋（千葉市保健所長）

公衆衛生行政研修フォーラム２

11月 6 日（木） 17：30～19：30
［福岡国際会議場メインホール］

「自然災害での健康危機管理―発災時対応と保健

所・地域での備え―」

座長 中> 克己（岡山市保健所長）

佐々木隆一郎（長野県飯田保健所長）

◯１自然災害に備えた保健所の役割と現状

佐々木隆一郎（長野県飯田保健所長）

◯２政府の災害医療体制，DMAT の運用について

近藤 久禎（日本医科大学救急医学医局長）

◯３中越沖地震における災害医療コーディネーター

（保健所長）と保健所の役割

堀井 淳一（新潟県福祉保健部医薬国保課

勤務医等確保対策室参事兼佐

渡保健所長）

◯４医療が働きかける総合的な地域防災活動

安田 清（静岡県立総合病院副院長）
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公衆衛生行政研修フォーラム３

11月 6 日（木） 17：30～19：30
［福岡国際会議場国際会議室］

「これからの母子保健～子育てに伴う喜びを実感で

きる地域社会をめざして～」

座長 藤内 修二（大分県福祉保健部健康対策課

長）

福島富士子（国立保健医療科学院公衆衛生

看護部ケアシステム室長）

◯１子育てに伴う喜びを実感できない親

鈴宮 寛子（福岡市中央区保健福祉セン

ター副所長（保健所長））

◯２大野城市における「健やか親子21」の展開

賀村 悦子（大野城市健康福祉部健康長寿

課主査）

◯３ペリネイタルビジットから「ヘルシースタート

おおいた」へ

藤本 保（医療法人藤本育成会大分こど

も病院長）

◯４住民との協働による子育てに伴う喜びを実感で

きる社会づくり

小山 修（母子愛育会日本子ども家庭総

合研究所研究企画情報部長）

◯５「健やか親子21」の更なる推進に向けて―その

課題と展望

宮嵜 雅則（厚生労働省雇用均等・児童家

庭局母子保健課長）

８ 公衆衛生行政研修

公衆衛生行政研修１

11月 5 日（水） 16：00～17：00
［福岡国際会議場メインホール］

「新型インフルエンザへの準備と対応」

演者 谷口 清州（国立感染症研究所感染症情報

センター第一室長）

座長 財津 裕一（福岡県朝倉保健所長）

公衆衛生行政研修２

11月 6 日（木） 9：00～10：00
［福岡国際会議場国際会議室］

「我が国のがん対策の現状と課題」

演者 田中 英夫（愛知県がんセンター研究所疫

学・予防部長）

座長 徳留 信寛（名古屋市立大学大学院医学研

究科公衆衛生学分野教授）

９ ランチョンセミナー

ランチョンセミナー１

〈共催 福岡大学医学部同窓会〉

11月 5 日（水） 12：00～13：00
［福岡国際会議場国際会議室］

「喫煙の健康被害と禁煙治療―循環器専門医の立場

から」

演者 朔 啓二郎（福岡大学医学部心臓・血管内

科学教授）

座長 宮o 親（福岡県保健医療介護部健康増

進課長）

ランチョンセミナー２〈共催 アルフレッサファー

マ株式会社，田辺三菱製薬株式会社〉

11月 5 日（水） 12：00～13：00
［福岡国際会議場会議室411＋412］

「睡眠と生活習慣病」

演者 兼板 佳孝（日本大学医学部社会医学系公

衆衛生学分野准教授）

座長 大井田 隆（日本大学医学部社会医学系公

衆衛生学分野教授）

ランチョンセミナー３

〈共催 シェリング・プラウ株式会社〉

11月 6 日（木） 12：10～13：10
［福岡国際会議場議室411＋412］

「C 型慢性肝炎の現状とその最新の治療」

演者 向坂彰太郎（福岡大学医学部消化器内科学

教授）

座長 筒井 博之（福岡県嘉穂保健所長）

ランチョンセミナー４

〈共催 ノバルティスファーマ株式会社〉

11月 6 日（木） 12：10～13：10
［福岡国際会議場会議室502＋503］

「特定健診・特定保健指導における禁煙の意義」

演者 中村 正和（大阪府立健康科学センター）

「特定健診・特定保健指導における禁煙歓奨・支援

の実際」

演者 増居志津子（大阪府立健康科学センター健

康生活推進部）

座長 埴岡 隆（福岡歯科大学口腔保健学講座

教授）
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10. 一般演題（示説）

一般演題数 1,553件

分科会 分 科 会 名 件 数

第 1 分科会 疫学・保健医療情報 56
第 2 分科会 健康教育 154
第 3 分科会 ヘルスプロモーション，健康日本21, QOL 133
第 4 分科会 保健所，衛生行政，健康危機管理 91
第 5 分科会 地域保健，地域医療 174
第 6 分科会 難病，障害，医療福祉 39
第 7 分科会 成人保健Ⅰ（循環器疾患，悪性新生物） 54
第 8 分科会 成人保健Ⅱ（その他） 40
第 9 分科会 親子保健・学校保健 179
第10分科会 高齢者保健福祉，介護 259
第11分科会 精神保健福祉 67
第12分科会 口腔保健 14
第13分科会 感染症 84
第14分科会 公衆栄養 80
第15分科会 食品衛生，薬事衛生 19
第16分科会 産業保健 43
第17分科会 環境保健，生活環境衛生 31
第18分科会 国際保健 36

合 計 1,553
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11. 各プログラム参加人数

会 場 プログラム 演 題 等 参加者概数

11月 5 日（水）

福岡サンパレス大
ホール

学会長講演 「人生90年 超高齢社会の光と影」 750名

特別講演 1 「わが国の保健医療制度の現状と展望―2008 高齢者医
療制度改革を中心に考える―」 880名

福
岡
国
際
会
議
場

メインホール メインシンポジウム 「特定健診・特定保健指導の実践と課題」 900名
メインホール 公衆衛生行政研修 1 「新型インフルエンザへの準備と対応」 400名

メインホール 公衆衛生行政研修フォーラム 1 「『保健所と健康危機管理』“食の安全・安心の確保，事
件から見える保健所の役割とは”」 350名

国際会議室 ランチョンセミナー 1 「喫煙の健康被害と禁煙治療―循環器専門医の立場から」 180名

国際会議室 サテライトシンポジウム 1 「極東アジア地域の環境汚染拡大の現状と対策の国際共
同化にむけて」 220名

国際会議室 フォーラム 1 「保健師教育～現場と教育とで保健師教育について一緒
に考えよう～」 260名

会議室411＋412 ランチョンセミナー 2 「睡眠と生活習慣病」 170名

11月 6 日（木）

福
岡
国
際
会
議
場

メインホール サテライトシンポジウム 2 「公衆衛生の戦略としての24時間在宅ケアシステムの構
築」 300名

メインホール 特別講演 2 「生活習慣病の疾病構造の時代的変化と現状：久山町研
究」 550名

メインホール 教育講演 1 「希望格差社会の現実と課題」 400名

メインホール 公衆衛生行政研修フォーラム 2 「自然災害での健康危機管理―発災時対応と保健所・地
域での備え―」 350名

国際会議室 公衆衛生行政研修 2 「我が国のがん対策の現状と課題」 250名

国際会議室 招待講演 1 「Using U.S. Medicare Administrative Data in Public Health
and Health Services Research」 280名

国際会議室 フォーラム 2 「総合討議 21世紀の公衆衛生研究戦略―その方向性を
探る」 280名

国際会議室 公衆衛生行政研修フォーラム 3 「これからの母子保健～子育てに伴う喜びを実感できる
地域社会をめざして～」 180名

会議室411＋412 サテライトシンポジウム 3 「私たちができる自殺予防―これからの展望―」 140名
会議室411＋412 ランチョンセミナー 3 「C 型慢性肝炎の現状とその最新の治療」 160名
会議室411＋412 サテライトシンポジウム 4 「保健事業の評価における保健医療情報の活用」 220名
会議室411＋412 学術会議分科会 1 「公衆衛生の課題―格差社会・貧困と公衆衛生―」 230名
会議室502＋503 奨励賞受賞者講演 「特定健診・特定保健指導における禁煙の意義」 150名

会議室502＋503 ランチョンセミナー 4 「特定健診・特定保健指導における禁煙歓奨・支援の実
際」 250名

11月 7 日（金）

福
岡
国
際
会
議
場

メインホール サテライトシンポジウム 5 「科学的根拠に基づいた公衆栄養研究と栄養改善実践活
動のコツ，教えます」 200名

メインホール 市民公開講座 1 「食物・栄養とがん予防」 300名
メインホール 市民公開講座 2 「アルツハイマー病の発症メカニズムと予防の取り組み」 330名
国際会議室 教育講演 2 「転倒・骨折と介護予防」 180名
国際会議室 招待講演 2 「New Public Health Policy in Korea」 280名

会議室411＋412 教育講演 3 「口腔領域の全身への影響―健康の専門家からのメッ
セージ」 140名

会議室411＋412 教育講演 4 「油症40年の歩みと最近の動向」 180名

会議室411＋412 学術会議分科会 2 「健康に及ぼす室内環境のリスク評価とリスクコミュニ
ケーション」 160名

会議室502＋503 サテライトシンポジウム 6 「地域医療確保の為の今後の課題」 150名

会議室502＋503 フォーラム 3 「ケースメソッドによる社会医学実習：米国とわが国の
先進例に学び，実習カリキュラムを作成するために」 100名
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12. 自由集会

集 会 名 会 場 参加者数

11月 5 日（水）18：00～20：00

1 ジョン・スノウの会 福岡サンパレス第 1 会議室 35名
2 全国衛生行政研究会セミナー 福岡サンパレス第 2 会議室 40名
3 ソーシャル・キャピタルと健康―定義・測定方法とその活用方法― 福岡サンパレス第 3 会議室 40名

4 知ろう・語ろう・考えよう！“一歩先行く”健やか親子21 第 8 回
～母子保健情報を上手に収集・利活用し，母子保健活動に役立てる～

福岡サンパレス第 5 会議室 46名

5 （第 2 回）健康生成論とストレス対処能力概念 SOC の学習・交流会 福岡サンパレス第 6 会議室 45名
6 みんなで語ろう！これからの保健活動 福岡国際会議場会議室404 40名
7 エイズ対策における行政と NPO の連携 福岡国際会議場会議室405 21名
8 健康危機管理時の栄養・食生活支援について 福岡国際会議場会議室406 35名
9 前向き子育てプログラム―その理論と実践― 福岡国際会議場会議室411 28名

10 第24回運動と健康自由集会 福岡国際会議場会議室412 40名

11 結核集団発生の対策に関する集会
福岡国際会議場会議室
502＋503 139名

12 HIV 感染者の就労環境を考える集会 福岡国際会議場会議室504 25名
13 国立保健医療科学院の将来を語る会 福岡国際会議場会議室505 30名
14 Health Impact Assessment の政策・施策・事業への適用 福岡国際会議場会議室506 22名

11月 6 日（木）18：00～20：00

15 第11回レセプト情報の活用を考える自由集会 福岡サンパレス第 1 会議室 36名

16 マーケティングに学ぶ「こころのつぼ」を押さえた健康支援―行列が
できる特定健診・特定保健指導のコツ― 福岡サンパレス第 2 会議室 58名

17 保健指導にコーチングを生かす 福岡サンパレス第 3 会議室 25名

18
公衆衛生専門医・専門家を目指す若手とそのトレーニングに関する自
由集会～横のつながり形成と情報共有・研修カリキュラム作成・合同
トレーニング開催などの可能性と課題

福岡サンパレス第 5 会議室 15名

19 ゲーミング・シミュレーションを利用した教育教材の開発―リスクコ
ミュニケーションの視点から―

福岡サンパレス第 6 会議室 31名

20 全国いきいき公衆衛生の会
福岡国際会議場会議室
404＋405＋406 60名

21 記録映画いのちの作法―沢内「生命行政」を継ぐ者たち―上映会
福岡国際会議場会議室
502＋503 150名

22 不安定就労者の健康問題と支援 福岡国際会議場会議室504 20名
23 「住まいと健康」フォーラム 福岡国際会議場会議室505 12名
24 共感・共生のパワーを活用するコミュニティ・エンパワメント 福岡国際会議場会議室506 27名
25 ヘルスプロモーションの評価―参加型アプローチとその方法― アクロス福岡602会議室 8名

26 公衆衛生・公衆栄養分野における管理栄養士の活動を考える会 アクロス福岡604会議室 30名

27 パッチ・アダムスの「楽しさ」「癒し」「笑い」の力―2007年来日時の
クラウン（道化）訪問の記録映像鑑賞

アクロス福岡605会議室 16名

28 自殺は予防できる アクロス福岡607会議室 30名
29 第15回多胎児を生み育てる家族への保健サービスを考える集会 アクロス福岡608会議室 15名

30 GIS（地理情報システム）の公衆衛生における活用～Health GIS の効
果的活用方策を考える～

福岡ビル 1 ホール 30名

31 感染症情報の現状と展望を考える会 福岡ビル 2 ホール 30名
32 介護予防事業の効果，成果の“みかた”について 福岡ビル 3 ホール 25名
33 公衆衛生に国境はない 福岡ビル 6 ホール 33名
34 喫煙対策自由集会 天神ビル 1 号会議室 38名

35
保健師の専門性とは？新たな保健師技術の枠組みを実践と教育にどう
活かせるか？―「保健師基礎教育における技術項目と卒業時の到達度」
に関する調査から―

天神ビル10号会議室 30名

36 公衆衛生看護を語る会～保健師の専門性：浸る，寄り添う，つなぐ～ 天神ビル11号会議室 50名
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13. ブース

紹介ブース（一般ブース）

番号 ブ ー ス 名

1 結核研究所

2 ゲーミング・シミュレーションを利用した教育
教材の開発

3 東京大学大学院医学系研究科公共健康医学専攻
（公衆衛生大学院）

4 社地域医療振興協会
ヘルスプロモーション研究センター

5 国立保健医療科学院

6 日本健康教育学会

7 桜美林大学・大学院

8 国立環境研究所

9 (社福)はばたき福祉事業団

10 財健康・体力づくり事業財団

11 山梨大学大学院医学工学総合研究部社会医学講
座

12 株プリメドジャパン

13 日本疫学会

14 財放射線影響研究所疫学部

15 東京大学大学院医学系研究科健康科学・看護学
専攻地域看護学分野

16 京都大学大学院医学研究科社会健康医学系専攻

17 NPO 法人むし歯予防フッ素推進会議

18 地域がん登録全国協議会

19 厚生労働省がん研究助成金「がん検診の適切な
方法とその評価法の確立に関する研究」班

20 慶應義塾大学 e ケア–HRC
21 全国保健師教育機関協議会

22 大阪大学大学院医学系研究科保健学専攻総合ヘ
ルスプロモーション科学講座

23 前向き子育てプログラム

24 京都府立大学

25 社日本脳卒中協会

紹介ブース（企画ブース）

番号 ブ ー ス 名

1 日高保健福祉事務所

2 第68回日本公衆衛生学会総会

3 長崎県県南保健所

4 熊本市役所（健康くまもと21）
5 中間市保健センター

6 水巻町健康課

7 環境省環境保健部

企業展示

番号 企 業 名

1 株式会社 VIP グローバル

2 株式会社いわさき

3 株式会社メルシー

4 株式会社ニホン・ミック

5 ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社コン
シューマーカンパニー

6 フジ・レスピロニクス株式会社

7 株式会社メディカル・オブリージュ

8 イーエヌ大塚製薬株式会社

9 SAS Institute Japan 株式会社

10 株式会社東京法規出版

11 株式会社健康日本総合研究所

12 株式会社河野エムイー研究所

13 オムロンソフトウェア株式会社

14 花王株式会社

15 株式会社日本ビーシージーサプライ

16 シーメンスメディカルソリューションズ・ダイ
アグノスティクス株式会社

17 NTT アイティ株式会社

18 株式会社川崎フードモデル

19 株式会社スズケン

20 日産化学工業株式会社

21 CROSSEED 株式会社

22 三洋電機株式会社

23 社団法人日本家族計画協会

24 有限会社ビーイングサポート・マナ

飲料提供

番号 企 業 名

1 JA ふくおか八女
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第67回日本公衆衛生学会総会関連・付随行事の日程

行 事 名
日 程

会 場
月 日 時 間

【関連行事】 福岡国際会議場

日本公衆衛生学会理事会 11月 4 日(火) 10:00～12:00 会議室504＋505
日本公衆衛生学会評議員会 11月 4 日(火) 13:30～15:30 会議室409＋410
日本公衆衛生雑誌拡大編集委員会 11月 5 日(水) 12:00～13:00 会議室404＋405＋406
自由集会 11月 5 日(水) 18:00～20:00 福岡サンパレス，福岡国際会議場

自由集会 11月 6 日(木) 18:00～20:00 福岡サンパレス，福岡国際会議場，アク
ロス福岡，福岡ビル，天神ビル

【付随行事】

衛生学公衆衛生学教育協議会 11月 4 日(火) 15:30～17:30 会議室409＋410

全国衛生部長会議

世話人会 11月 4 日(火) 10:00～13:00 会議室409＋410
総会 11月 4 日(火) 13:00～17:00 会議室501 国際会議室

情報交換会 11月 4 日(火) 17:30～19:30 福岡サンパレス パレスルーム

全国保健所長会政令市部会総会 10月30日(木) 10:00～12:00 オームタガーデンホテル

全国政令市衛生部局長会総会

総会 10月30日(木) 14:00～16:30 オームタガーデンホテル

会長表彰式 10月30日(木) 16:30～18:00 オームタガーデンホテル

懇親会 10月30日(木) 18:00～ オームタガーデンホテル

全国保健所長会第65回総会

第65回総会 11月 4 日(火) 10:00～12:23 2 階 多目的ホール

研究事業報告 11月 4 日(火) 13:25～14:25 2 階 多目的ホール

会員協議 11月 4 日(火) 14:30～17:00 2 階 多目的ホール

意見交換会 11月 4 日(火) 17:30～19:30 福岡サンパレス パレスルーム

地方衛生研究所全国協議会

総会 11月 4 日(火) 13:30～16:50 会議室411＋412
情報交換会 11月 4 日(火) 17:30～19:30 福岡サンパレス パレスルーム

全国精神保健福祉センター長会
同研究協議会

理事会 11月 4 日(火) 11:00～12:00 会議室405
センター長会議 11月 4 日(火) 13:00～14:45 会議室502＋503
研究協議会 11月 4 日(火) 14:55～17:00 会議室502＋503
意見交換会 11月 4 日(火) 18:00～19:30 レストラン「ラ コンテ」

研究協議会 11月 5 日(水) 8:50～15:30 会議室502＋503

全国保健統計協議会

役員会 11月 4 日(火) 11:00～14:00 会議室406
総会 11月 4 日(火) 13:00～17:00 会議室413

全国保健師教育機関協議会

理事会 11月 3 日(月) 15:00～18:00 九州大学医学部保健学科会議室

施設管理者部会 11月 4 日(火) 13:00～14:30 九州大学医系地区コラボステーションⅠ

教育担当者部会 11月 4 日(火) 13:00～14:30 〃

総会 11月 4 日(火) 15:00～17:30 〃

情報交換会 11月 4 日(火) 18:00～20:00 筥崎宮神苑レストラン「迎賓館」
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第67回 日本公衆衛生学会総会 ～参加者アンケート調査（喫煙）集計結果～

1） 性別・年齢階級別にみた喫煙状況

男性 喫煙状況 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 不明 合計

以前からもほとんど吸わない
39 66 104 90 30 5 2 336

81.3％ 70.2％ 64.6％ 58.4％ 45.5％ 41.7％ 50.0％ 62.3％

以前は吸っていたが今は吸わない
6 21 43 55 31 6 1 163

12.5％ 22.3％ 26.7％ 35.7％ 47.0％ 50.0％ 25.0％ 30.2％

現在喫煙している
3 7 10 6 2 1 0 29

6.3％ 7.4％ 6.2％ 3.9％ 3.0％ 8.3％ 0.0％ 5.4％

不 明
0 0 4 3 3 0 1 11

0.0％ 0.0％ 2.5％ 1.9％ 4.5％ 0.0％ 25.0％ 2.0％

合 計
48 94 161 154 66 12 4 539

100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％

女性 喫煙状況 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 不明 合計

以前からもほとんど吸わない
142 193 212 136 43 6 7 739

89.3％ 92.3％ 94.6％ 90.1％ 97.7％ 100.0％ 100.0％ 92.4％

以前は吸っていたが今は吸わない
9 9 9 11 1 0 0 39

5.7％ 4.3％ 4.0％ 7.3％ 2.3％ 0.0％ 0.0％ 4.9％

現在喫煙している
5 5 1 1 0 0 0 12

3.1％ 2.4％ 0.4％ 0.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 1.5％

不 明
3 2 2 3 0 0 0 10

1.9％ 1.0％ 0.9％ 2.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 1.3％

合 計
159 209 224 151 44 6 7 800

100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％
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2） 性別・年齢階級別にみた 1 日平均喫煙本数

男性 喫煙本数 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 不明 合計

1～ 5本
2 4 3 4 1 0 0 14

22.2％ 14.3％ 5.3％ 6.3％ 2.8％ 0.0％ 0.0％ 6.9％

6～10本
1 5 11 7 5 2 0 31

11.1％ 17.9％ 19.3％ 10.9％ 13.9％ 28.6％ 0.0％ 15.3％

11～15本
0 2 2 2 1 0 0 7

0.0％ 7.1％ 3.5％ 3.1％ 2.8％ 0.0％ 0.0％ 3.4％

16～20本
1 5 15 16 10 1 0 48

11.1％ 17.9％ 26.3％ 25.0％ 27.8％ 14.3％ 0.0％ 23.6％

21～25本
0 0 0 0 0 0 0 0

0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％

26～30本
1 0 1 3 2 0 0 7

11.1％ 0.0％ 1.8％ 4.7％ 5.6％ 0.0％ 0.0％ 3.4％

31～35本
0 0 0 0 0 0 0 0

0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％

36～40本
0 2 1 1 0 0 0 4

0.0％ 7.1％ 1.8％ 1.6％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 2.0％

40本以上
0 0 0 0 0 0 0 0

0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％

不 明
4 10 24 31 17 4 2 92

44.4％ 35.7％ 42.1％ 48.4％ 47.2％ 57.1％ 100.0％ 45.3％

合 計
9 28 57 64 36 7 2 203

100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％

女性 喫煙本数 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 不明 合計

1～ 5本
2 2 0 2 0 0 0 6

11.8％ 12.5％ 0.0％ 13.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 9.8％

6～10本
4 2 2 3 0 0 0 11

23.5％ 12.5％ 16.7％ 20.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 18.0％

11～15本
2 1 1 0 0 0 0 4

11.8％ 6.3％ 8.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 6.6％

16～20本
2 3 1 0 1 0 0 7

11.8％ 18.8％ 8.3％ 0.0％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 11.5％

21～25本
0 0 0 0 0 0 0 0

0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％

26～30本
0 0 0 0 0 0 0 0

0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％

31～35本
0 0 0 0 0 0 0 0

0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％

36～40本
0 0 0 0 0 0 0 0

0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％

40本以上
0 0 0 0 0 0 0 0

0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％

不 明
7 8 8 10 0 0 0 33

41.2％ 50.0％ 66.7％ 66.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 54.1％

合 計
17 16 12 15 1 0 0 61

100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％
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3） 性別・年齢階級別にみた喫煙歴

男性 喫煙歴 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 不明 合計

1～ 5年
3 4 3 4 2 0 0 16

33.3％ 14.3％ 5.3％ 6.3％ 5.6％ 0.0％ 0.0％ 7.9％

6～10年
2 8 8 10 5 1 0 34

22.2％ 28.6％ 14.0％ 15.6％ 13.9％ 14.3％ 0.0％ 16.7％

11～15年
0 4 2 4 0 0 0 10

0.0％ 14.3％ 3.5％ 6.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 4.9％

16～20年
0 3 11 6 4 0 0 24

0.0％ 10.7％ 19.3％ 9.4％ 11.1％ 0.0％ 0.0％ 11.8％

21～25年
0 0 3 2 3 1 0 9

0.0％ 0.0％ 5.3％ 3.1％ 8.3％ 14.3％ 0.0％ 4.4％

26～30年
0 0 4 6 1 0 0 11

0.0％ 0.0％ 7.0％ 9.4％ 2.8％ 0.0％ 0.0％ 5.4％

31年以上
0 0 1 2 3 1 0 7

0.0％ 0.0％ 1.8％ 3.1％ 8.3％ 14.3％ 0.0％ 3.4％

不 明
4 9 25 30 18 4 2 92

44.4％ 32.1％ 43.9％ 46.9％ 50.0％ 57.1％ 100.0％ 45.3％

合 計
9 28 57 64 36 7 2 203

100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％

女性 喫煙歴 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 不明 合計

1～ 5年
3 1 1 2 1 0 0 8

17.6％ 6.3％ 8.3％ 13.3％ 100.0％ 0.0％ 0.0％ 13.1％

6～10年
7 5 1 1 0 0 0 14

41.2％ 31.3％ 8.3％ 6.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 23.0％

11～15年
0 0 0 1 0 0 0 1

0.0％ 0.0％ 0.0％ 6.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 1.6％

16～20年
0 2 1 1 0 0 0 4

0.0％ 12.5％ 8.3％ 6.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 6.6％

21～25年
0 0 1 0 0 0 0 1

0.0％ 0.0％ 8.3％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 1.6％

26～30年
0 0 0 0 0 0 0 0

0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％

31年以上
0 0 0 0 0 0 0 0

0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％

不 明
7 8 8 10 0 0 0 33

41.2％ 50.0％ 66.7％ 66.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 54.1％

合 計
17 16 12 15 1 0 0 61

100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％
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優秀ポスター賞受賞者一覧

分 科 会 名 氏 名 演 題 名

第 1 分科会

「疫学・保健医療情報」

加 茂 憲 一 生命表法による，がん罹患・死亡リスク推定

藤 田 利 治 自殺と社会経済的要因との関連についての相関分析

鈴 木 寿 則 レセプト全疾病分析システムによる糖尿病医療費分析

岡 本 悦 司 国保ヘルスアップモデル事業の費用便益分析システマティックレビュー

第 2 分科会

「健康教育」

井出(大河内)彩子
寿地区における障害者施設利用者のソーシャルサポートネットワークと健
康関連行動

藤 末 浩 司 自己組織化マップを用いた健康診断データの解析

田 中 誠 二 彦根市のマラリア対策―自主製作映画「翼もつ熱病」について１―

阿 部 尚 美 脂肪肝指標としての腹囲および BMI カットオフ値の検討

甲 斐 裕 子 住民組織の支援による自主グループ活動が保健指導後の身体活動量に及ぼ
す効果

岡 浩 一 朗 イヌの散歩の行動疫学

迫 田 芳 生 地域ぐるみで取り組む子どもの生活習慣改善～ノーテレビ・ノーゲーム
デーモデル事業～

月野木　ル　ミ
職域で行う軽負担な内臓脂肪減少プログラム（第 2 報）無作為化比較対照
試験による検討

荒 井 喜 美
健康増進プログラムから見るメタボリック症候群と生活習慣の関連性およ
び提供の意義

第 3 分科会

「ヘルスプロモーショ
ン，健康日本21, QOL」

助 友 裕 子
市区町村の健康政策における支援的な環境整備と部門間連携のあり方に関
する研究

田 代 敦 志 住民の健康習慣とソーシャルキャピタルの関連について 地域社会の健康
づくりに向けて

池 上 洋 未
住民と協働で進める健康づくり・介護予防～年間 5 万人が参加する体操の
支援を通して

纐 纈 朋 弥 産後の喫煙行動とその関連要因

小 谷 幸 子
大阪府八尾保健所管内の母子保健事業の禁煙対策における保健所の役割

（第 1 報）

水 上 健 一
地域住民を対象とした運動基準2006レベルの歩数に関連する社会的要因の
検討

春 山 康 夫
草加市国保ヘルスアップ事業とメタボリックシンドローム対策について

（第 1 報）

中 野 和 幸 体重変動と生活習慣病の危険因子の増減との関連

玉 腰 暁 子 健康習慣と予防できる死亡：JACC Study から

第 4 分科会

「保健所，衛生行政，
健康危機管理」

佐々木　隆一郎 中越沖地震事例からみた保健所の役割について

来 待 幹 夫 類似画像検索ソフトを利用したきのこの種類の絞り込みの試み

廣 田 洋 子 医療制度改革と保健所機能に関する考察と提言

酒 井 美 枝 介護保険関連データを用いた介護予防施策の検討

金 村 政 輝
政策的な議論を有意義なものとするための医師偏在の指標と医師数マップ
作成の試み
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分 科 会 名 氏 名 演 題 名

第 5 分科会

「地域保健，地域医療」

力 徳 広 子
地域医療連携の推進における保健所の役割―糖尿病地域連携クリティカル
パスの試み―

山 田 全 啓
「医療制度改革における生活習慣病対策に関する市区型と県型保健所の役
割」（第 1 報）

道 川 武 紘 保健指導ツールとしての簡易塩分味覚検査（第 1 報）―塩分味覚と高血圧
の関連―

今 井 博 久 地域における遺伝子多型を利用した生活習慣病に対する保健指導

合　田　加代子 戸建団地に住む高齢者の歯の健康と社会生活との関連

青 山 泰 子 看取りのできるまちづくりと住民意識―鳥取県大山町の調査結果から―

谷 村 　 晋 ジニ係数を用いた小児受療機会の地理的不平等性の測定

兼 任 千 恵
産科・産婦人科医師の地域分布の検討―15～49歳女性人口および出生数と
の関連―

井 戸 正 利 市町村における健診受診率と死亡率や介護保険費用額等との関連について

小 林 良 清 産科医療を支援する地域ネットワークの取り組み

野 口 藍 子
福岡県における訪問看護推進支援モデル事業の事例分析から見えた今後の
課題

第 6 分科会

「難病，障害，医療福
祉」

原 早 希 子 石川県特定疾患患者の就労状況調査について

住 田 菜 穂 在宅療養支援に向けた医療的ケアが必要な重症児の実態調査

池 田 　 望 札幌市における若年認知症実態調査の報告

第 7 分科会

「成人保健Ⅰ（循環器
疾患，悪性新生物）」

大 平 哲 也 心理的因子と炎症との関連についての疫学研究

櫻 井 　 勝 軽度代謝異常・腹部肥満と脳心血管発症との関連

向 井 直 子
一般住民におけるメタボリックシンドロームが糖尿病発症に及ぼす影響：
久山町研究

長 沼 理 恵 9 年間の体重変化と LDL 粒子サイズの変化との関連：INTERMAP 富山
追跡研究

第 8 分科会

「成人保健Ⅱ（その他）」

今 任 拓 也 腹囲85 cm 以上の男性の血圧，血糖および血清脂質値

鈴 木 越 治 緑茶摂取量と全死因死亡の関連性

玉 置 淳 子 若年女性，特に低体重女性の喫煙は低骨量に関連する―JPOS Cohort Study

第 9 分科会

「親子保健・学校保健」

鈴 木 孝 太
子どもの肥満を予防するための，2 つのアプローチ―甲州市母子保健長期
縦断研究から―

稲 葉 明 代
学校と地域との連携に関する調査研究～学校側からみえる思春期保健への
取り組み～

鈴 宮 寛 子 児童虐待「早期介入可能例」の検討

荒　木　夕宇子 網膜芽細胞腫の二次がん発症の危険因子に関する後ろ向きコホート研究

逢 坂 文 夫 配偶者の喫煙習慣と妊婦における生活形態との関連性について

樽 井 美 樹 生後 4 か月までの全戸訪問事業と地域ネットワークとの連携体制について

藤　田　裕美子 育児支援事業の取り組みが子どもの身体発育と母親のメンタルヘルスに好
影響を及ぼす。

佐 藤 拓 代
発達障害児の把握と支援に関する前方視的研究（第 1 報）～1 歳半・3 歳
児健診の状況～

菅 原 民 枝 学校欠席者症候群サーベイランスの構築

後 藤 智 江 福岡市南区における乳幼児の生活リズム向上のための普及啓発事業について

岡 本 幹 三 島根県 H 町における小学 6 年生および中学 2 年生の排便リズムと生活習
慣連鎖に関する研究
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分 科 会 名 氏 名 演 題 名

第10分科会

「高齢者保健福祉，介
護」

渡 辺 浩 一 孤立死防止に向けた見守りネットワークに関する研究（第 1 報）

金 　 憲 経
大都市在住高齢者における転倒経験者の転倒予防を目的とした介入プログ
ラムの効果検証

犬 塚 　 剛 高齢者における食品摂取多様性の減少に伴う身体・心理・社会的機能の変化

渡 邊 美 紀 在宅高齢者における過栄養および低栄養と要介護状態の関連

岩 佐 　 一
地域高齢者における抑うつが生活機能低下に及ぼす影響～12年間の縦断調
査結果から

平 井 　 寛 高齢者における「閉じこもり」の発生に関連する要因―3 年間の縦断分析

近 藤 克 則
所得水準による健康格差―死亡・健康寿命喪失をエンドポイントとする
AGES コホート研究

栗 林 　 徹
高齢女性の高度肥満は介護認定リスクを増加させる：岩手県北地域コホー
ト研究

白　井　こころ Sense of Coherence (SOC）と認知症発症認定の関連：AGES プロジェクト

増 澤 啓 太
高齢者の抑うつおよびその予測因子の検討―全戸訪問による 2 年間追跡
データより―

上 田 照 子 在宅要介高齢者における息子による虐待の実態とその要因

上 松 志 乃
地域包括支援センターを拠点とした認知症予防教室１ねらい，成果および
今後の課題

林 原 好 美
居住費・食費の自己負担発生前後における介護療養型医療施設から在宅へ
の退所者の比較

増　井　香名子 認知症住民啓発への取組み１「NICE！藤井寺」の実践とプロセスの分析

大 畑 　 浩 後期高齢者における転倒と住居形式との関連性

吉 田 裕 人 介護予防健診による介護予防効果の評価および介護費用への影響

第11分科会

「精神保健福祉」

角 野 文 彦 司法精神医療における行政機関の役割に関する研究（第 3 報）

藤 田 幸 司 地域高齢者における外出頻度と抑うつとの関連

何 玲 日中韓（大阪・瀋陽・釜山）の中学生におけるこころの病に対する偏見と
関連する要因

竹 内 武 昭 身体症状からみた職域の自殺予防；20年コホート研究より

第12分科会

「口腔保健」
榊 原 康 人

住民の歯の健康づくり向上のための訪問指導とリーフレット郵送との費用
効果分析

第13分科会

「感染症」

井 手 三 郎 インフルエンザワクチンの有効性と医療費削減効果：療養病棟での 3 シー
ズン追跡調査

藤 山 理 世 接触度を用いた，結核接触者健康診断時に行った QFT–2G 検査の有用性
の検討

内 村 和 広 慢性排菌結核患者の推移と慢性化後の予後について

横　山　由香里 薬害 HIV・HCV 重複感染長期生存患者における QOL の変化とその要因

坂　本　由紀子 さいたま市における麻しん患者サーベイランス：全数把握と定点把握の比
較検討

第14分科会

「公衆栄養」

深 作 貴 子 特定高齢者への栄養指導による介護予防効果

齋 藤 京 子 血漿ビタミン C 濃度は高齢者の運動機能に影響を及ぼすか？

岡 本 尚 子 IT を活用した減量行動目標の実践―バランスガイドによるアセスメント―

南 里 明 子 血中の葉酸およびホモシステインと抑うつ症状との関連

吉 村 加 奈 体験型学習を主とした食事指導が地域の糖尿病進展予防に及ぼす効果
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分 科 会 名 氏 名 演 題 名

第15分科会

「食品衛生，薬事衛生」
池 尻 康 孝 老舗料亭における期限表示改ざん等に関する調査方法および結果について

の報告

第16分科会

「産業保健」

山 崎 由 花 都内某大学を卒業した女性医師に関する調査

岩 佐 一 弘
長時間労働と疲労蓄積度の相関関係や仕事の過重性が及ぼす影響～県職員
への調査より～

佐 伯 圭 吾
医療従事者に対する脅迫的暴力的言動の疫学研究：奈良県医師会予備調査
結果

第17分科会

「環境保健，生活環境
衛生」

岩 澤 聡 子 三宅島火山ガスの 2 年間曝露による小児住民の呼吸器系への影響検討

水 野 智 美
点字ブロックが車いす使用者，高齢者，幼児の移動にどの程度のバリアに
なっているか

大 村 佳 代
気温と日死亡の関係：線形スプラインを用いたリスクと高気温・低気温閾
値の検討

第18分科会

「国際保健」

Pichenda Koeut カンボジア，Takeo province，Bati 地区の妊産婦健診受診とその関連要因
に関する研究

佐々木　　　諭 GIS によるザンビア国ルサカ市の雨期コレラ流行と都市排水システムの関
連性の解析

Bounserth Serth
Keoprasith ラオス Phongsaly province における Village Drug Kit による保健医療活動
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第67回日本公衆衛生学会総会収支決算書
【収 入】 （単位：円）

科 目 決算額 内 訳

1 負担金等収入 12,333,000

都道府県市分担金 4,833,000 46都道府県，17政令市（定額）

公衆衛生学会負担金 3,000,000 日本公衆衛生学会負担金（定額）

開催地負担金 4,500,000 福岡県3,000千円，福岡市1,500千円

2 抄録集売上収入 22,387,500

12,662,000 抄録集予約売上 ＠6,500円×1,948部

583,500 同送料 ＠ 500円×1,167部

9,142,000 抄録集当日・後日売上＠7,000円×1,306部

3 演題申込金収入 4,650,000 演題申込金収入 ＠3,000円×1,550題

4 諸 収 入 8,764,058

助成金収入 200,000 日本公衆衛生学会助成金

寄付金収入 3,073,500 寄付金13件

広 告 収 入 367,500 広告 5 件

ブース展示収入 4,410,000 企業展示＠157,500円×20件，＠315,000円× 4 件

540,000 一般展示＠ 20,000円×24件，＠ 60,000円× 1 件

雑 収 入 173,058 雑収入（預金利息，書籍，物産販売手数料）

合 計 48,134,558

【支 出】 （単位：円）

科 目 決算額 内 訳

1 準 備 費 32,355,169

共 済 費 0

賃 金 855,410 臨時職員雇用費（4 月～11月）大学 1 人

旅 費 1,024,760 事前打合せ等旅費

需 用 費 1,261,286 事務用品，印刷費等

役 務 費 863,920 通信運搬費，学会参加費振込手数料，バッグ費，広告料

使用料及び賃借料 378,123 実行委員会・学術部会開催費

委 託 料 27,971,670 学会総会運営業務委託

備品整備費 0

2 総会（運営）費 13,072,732

報 償 費 3,920,200 講演者等謝礼等（含ポスター賞）

旅 費 3,059,530 講演者等旅費

需 用 費 398,796 印刷費，コーヒー代（ドリンクコーナー）

役 務 費 208,050 通信運搬費，振込手数料

使用料及び賃借料 5,266,356 会場借上料，施設機材等

委 託 料 219,800 託児サービスに係る委託

3 事後処理費 2,706,657

共 済 費 0

賃 金 898,340 臨時職員雇用費（11月～3 月）大学 2 人

旅 費 469,380 事務引継等

需 用 費 115,540 事務用品，印刷費等

役 務 費 203,447 通信運搬費，振込手数料

使用料及び賃借料 19,950 実行委員会開催費

委 託 料 1,000,000 特定健診・特定保健指導アンケート調査等委託

4 返 還 金 0

合 計 48,134,558

207第56巻 日本公衛誌 第 3 号2009年 3 月15日



208

表 2 投稿原稿の構成

項 目 準ずる項目 内 容

抄 録 要旨，まとめ 目的・方法・結果・結論に
わけて，見出しをつけて記
載すること。（1,000字以内）

キーワード （6 個以内）

Ⅰ緒 言 はじめに，
まえがき

研究の背景・目的

Ⅱ研究方法 方法と対象・
材料等

研究・調査・実験・解析に
関する手法の記述および資
料・材料の集め方

Ⅲ研究結果 研究成績 研究等の結果・成績

Ⅳ考 察 考察 結果の考察・評価

Ⅴ結 語 おわりに，
あとがき

結論（省略も可）

文 献 文献の記載は7.12）に従う
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1. 本誌への投稿は共著者も含めて日本公衆衛生学会会

員であることを原則とする。

2. 他誌に発表された原稿（印刷中，投稿中も含む）の

投稿は認めない。

3. 投稿に際して，所定の「著作権委譲承諾書」に著者

全員の署名あるいは記名・捺印を付して原稿とともに

送付する。

4. 本誌は原則として投稿原稿およびその他によって構

成される。

1) 投稿原稿の種類とその内容は表 1 のとおりとする。

(なお，制限頁数は図表を含む)

表 1 投稿原稿の種類

種 類 内 容 制限頁

1．論 壇

Sounding Board
公衆衛生の活動，政
策，動向などについ
ての提案・提言

5 頁

2．総 説

Review Article
研究・調査論文の総
括および解説

12頁

3．原 著

Original Article
独創的な研究論文お
よび科学的な観察

10頁

4．短 報

Short Communication
独創的な研究の短報
または手法の改良・
提起に関する論文

5 頁

5．公衆衛生活動報告

Public Health Report
公衆衛生活動に関す
る実践報告

10頁

6．資 料

Research Note

公衆衛生上有用な資
料

10頁

7．会員の声

Letter










掲載論文に対する
意見，海外事情，
関連学術集会の報
告など

1 頁

（刷上り 1 頁は 1 枚400字の原稿のほぼ 4 枚半に相当する）

本誌には上記のほか編集委員会が認めたものを掲載す

る。

2) 投稿原稿のうち，3～6 の構成は原則として表 2

のとおりとする。

（表 2 の構成によらない場合は投稿の際その理由を

付す）

5. 会員の投稿には連絡通信事務費（投稿料）および原

稿が採用された場合の掲載料を必要とする（会員の声

を除く）。投稿料はその実費が上回った場合は，追加

請求することがある。投稿料および掲載料は理事会の

議を経て変更することがある。

1) 投稿の際は，連絡通信事務費（投稿料）を原稿送

付と同時に郵便振替口座00110–8–129419（日本公衆

衛生学会）に納入し，郵便局の受領書のコピーを投

稿に同封する。

2) 投稿原稿が掲載された場合，当該原稿の制限頁数

の頁作成に要する費用の70％を学会が負担する。そ

の他，図の作成に要する費用および別刷代は著者負

担とする。

6. 編集委員会は投稿原稿について修正を求めることが

ある。修正を求められた原稿はできるだけ速やかに再

投稿する。返送から 6 か月以上経過した場合は，投稿

取り下げとみなし，新原稿として扱う。

編集委員会で修正を求められ再投稿する場合は，指

摘された事項に対応する回答を別に付記するものとす

る。

7. 投稿原稿の執筆要領

1) A4 判の用紙に，横書きで25字×16行又は25字×

32行（32字×25行でもよい）で印字する。数字及び

アルファベットは原則として半角とする。なお，こ

の書式から大きく逸脱し，または制限頁数（表 1）

を大幅に超過する場合は返却することがある。

2) 新かなづかいを用い，できるだけ簡潔に記述す

る。誤字やあて字が多く，日本文として理解が困難

な場合や，文法上の誤りなどで英文として理解が困

難な場合は返却することがある。

3) 投稿原稿は日本語か英語とする。英文の場合は英

語の投稿規定を順守する。日本語の場合，図，表お

よび写真の説明は英文で記載してもよい。

4) 数字は算用数字を用い，単位や符号は慣用のもの

を用いる。

5) 特殊な，あるいは特定分野のみで用いられている

単位，符号，略号ならびに表現には簡単な説明を加

える。

6) 外来語は片かなで書く。外国人名や適当な日本語

訳のない術語などは原綴を用いる。

7) 図，表および写真には図 1，表 1 および写真 1 な

どの番号をつけ本文とは別にまとめておき，原稿の

欄外にそれぞれの挿入希望位置を指定する。表は 1

枚の用紙に 1 つとする（図，写真についても同じ）。

図は原則としてそのまま掲載できる明瞭なものと
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する。

8) 原稿には表紙を付し，上半分には表題，英文表題

希望する原稿の種類，別刷必要部数，原稿枚数，図

表および写真の枚数を書き，キーワードを記す。下

半分には，著者名，所属機関名，編集委員会への連

絡事項および投稿論文責任著者の氏名および連絡先

（所属機関，所在地，電話，ファクシミリ，電子

メールアドレス）などを付記する（2 枚にわたって

もよい）。

異なる機関に属する者が共著である場合は，各所

属機関に番号をつけて氏名欄の下に一括して示し，

その番号を対応する著者の氏名の右肩に記す。

別に英文表紙をつけ，表題，著者名，所属機関

名，キーワードを英語で記載する。

9) 日本語の原稿には400語以内の英文抄録をつけ

る。ただし，論壇，公衆衛生活動報告，資料につい

ては，これを省略することができる。英文抄録の構

成は和文抄録（表 2）に準じ，専門家によるチェッ

クを受けること。

10) 投稿原稿の内容が倫理的配慮を必要とする場合

は，必ず「方法」の項に倫理的配慮や研究対象者へ

の配慮をどのように行ったかを記載すること。

なお，ヒトを対象にした研究では，ヘルシンキ宣

言ならびに研究が実施された国における確立された

研究ガイドラインに則した研究であることが求めら

れる。動物を対象にした研究では，実験が実施され

た組織における実験動物に係わるガイドラインに則

した研究であることが求められる。

倫理審査委員会の承認を得て実施した研究は，承

認した倫理審査委員会の名称および承認年月日を本

文中（方法）を記載する。

11) 原稿の終わりに謝辞等の項を設けることができ

る。なお，当該研究遂行や論文作成に際して，企

業・団体等から研究費助成，試料提供，便宜供与な

どの経済的支援を受けた場合は，ここにその旨を記

載する。

12) 文献の記載様式

１ 文献は本文の引用箇所の肩に1), 1～5), 1,3～5)など

の番号で示し，本文の最後に一括して引用番号順

に記載する。文献の著者が 3 人までは全員，4 人

以上の場合は 3 人目までを挙げ， 4 人目以降は省

略して，3 人の著者名＋『，他』とする（以下の

最初の例を参照）。英文の文献で著者が 4 人以上

の場合は，3 人の著者名＋『, et al.』とする。

２ 雑誌名は原則として省略しないこととする。そ

の雑誌が使用している略名がある場合は使用して

もよい。

３ 記載方法は下記の例に従う。

◯１ 雑誌の場合

著者名．表題．雑誌名 発行年（西暦）；巻：

頁–頁．

1) 寺尾敦史，小西正光，馬場俊六，他．都市

の一般住民におけるたばこ煙暴露状況喫煙の

生化学的指標を用いた分析．日本公衛誌

1995; 45: 3–14.

2) Jiang X, Castelao JE, Groshen S, et al. Alco-

hol consumption and risk of bladder cancer in

Los Angeles Country. Int J Cancer 2007; 121:

839–845.

◯２ 単行本の場合

著者名．表題．編者名．書名．発行所所在地：

発行所，発行年（西暦）；頁–頁．

3) 古野純典．5 つのがんの記述疫学的特徴．

廣畑富雄，編．がんとライフスタイル．東

京：日本公衆衛生協会，1992; 21–43.

4) Rothman KJ. Modern Epidemiology. Bost-

on: Brown and Co, 1986; 56–57.

◯３ 原則として，特殊な報告書，投稿中原稿，私

信などで一般的に入手不可能な資料は文献とし

ての引用を差し控える。

４ インターネットのサイトは原則として引用文献

としては認められない。

8. 投稿原稿は本文，図，表，写真，抄録などもすべて

正 1 部，副 2 部を送付する。副本は複写でもよい。

副本表紙は著者名，所属，謝辞等を記載しない。

すべてのデータを入れたフロッピーディスク等の電

子媒体を同封する（Windows に限る。）それぞれのフ

ァイル形式に使用したアプリケーション名とバージョ

ンを編集委員会あての添書に記載する。

9. 投稿原稿送付の際は封筒の表に「日本公衆衛生雑誌

原稿」と朱書し，下記に簡易書留で郵送する。

〒160–0022 東京都新宿区新宿 1–29–8

日本公衆衛生学会

日本公衆衛生雑誌編集委員会

10. 投稿原稿の採否は編集委員会で審議し決定する。

掲載論文の著作権は日本公衆衛生学会に帰属する。

11. 初校は著者が原稿の控えを用いて行う。校正の際

は，誤字脱字の修正は認めるが，内容の加筆・修正は

認めない。

12. その他，本規定に関する問い合わせは事務局へ。

〈投稿料〉 5,000円

〈掲載料〉 1 頁 7,500円

図の作成に要する費用 実費

別 冊 価 格 表

部数

頁
30 50 100 150 200 250 300 350 400

1～4 2,800 3,020 4,450 5,410 6,350 7,280 8,200 9,370 10,540
5～8 3,720 4,000 5,980 7,020 8,100 9,160 10,200 11,570 12,900
9～12 4,600 5,000 7,470 8,710 9,900 11,100 12,260 14,050 15,800

500部以上は別途計算になりますので，事務局にお問合わせください。

平成20年 1 月21日改正
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このチェック表をつけて投稿してください

論文作成について

□ 抄録は1,000字以内で，目的，方法，結果，結論にわけて記載しているか

□ 本文の枚数，図表は投稿規定に沿っているか

□ 構成が表 2 のとおり（抄録・キーワード・Ⅰ緒言・Ⅱ研究方法・Ⅲ研究結果・Ⅳ考察・Ⅴ結語・文献）

になっているか（原著の場合は表 2 を厳守し，他の場合（会員の声を除く）はそれに準ずる）

□ キーワード（6 個以内）はつけたか

□ 英文抄録に英文の表紙はつけたか

□ 英文抄録は400語以内で，目的，方法，結果，結論にわけて記載しているか

□ 文献の引用の仕方は正しいか（投稿規定にそっているか）

□ 英文抄録と和文抄録の内容はあっているか

□ ヒトを対象にした研究の場合本文中に（原則として「Ⅱ研究方法」の項）研究倫理審査を受けたことを

記載したか。研究倫理審査を必要としない場合は以下にその理由を付すこと。

（理由： ）

□ 研究遂行や論文作成に関わるすべての助成，経済的支援等について記載したか

投稿直前のチェック

□ 所定の「著作権委譲承諾書」に，著者全員の署名あるいは記名・捺印を付したか

□ 投稿論文の表紙に次の項目を書いたか

表題（和文および英文）

希望する原稿の種類

別刷必要部数

原稿枚数（400字詰めに換算して何枚か）

図表および写真の枚数

キーワード

著者名

所属機関名

編集委員会への連絡事項

投稿論文責任著者の氏名，連絡先

□ 本文にはページを入れたか，本文，図表の枚数等確認したか

欠落はないか 原稿の欄外に挿入希望位置を記入したか

□ 原稿は正 1 部副 2 部あるか．副本の著者名，所属，謝辞等は削除したか

□ フロッピーディスクを同封したか

□ 投稿料は振り込んだか（振り込み用紙の領収書のコピーを同封してください）
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Japanese Journal of Public Health:

Instructions to Authors
Aims and Scope

The Japanese Journal of Public Health is intended to be a

vehicle for the exploration and discussion of broad

public health issues and is aimed in particular at en-

hancing communication between researchers, legis-

lators, decision-makers, practitioners, and other

professionals in the various areas of public health. In

order to achieve the Journal's objectives, authors are

encouraged to write in a non-technical style which is

understandable to public health practitioners and

specialists from other disciplines.

The Japanese Journal of Public Health is a‹liated with

Japanese Society of Public Health (hereafter, the

Society), and all authors should be current members

of the Society.

General

From November 2004, the Japanese Journal of Pub-

lic Health has published English as well as Japanese

articles. Initially an exclusive English issue was pub-

lished once a year, but the eventual aim is that any

issue may contain both Japanese and English arti-

cles. Those who intend to publish an English article

should please follow the instructions below. It is

necessary to submit an original and two copies of the

manuscript with an electronic ˆle (preferably well-

established software) stored on a ‰oppy diskette. Ev-

ery manuscript will be examined by members of the

Editorial Board and external reviewers to determine

whether it should be published in the Journal. Based

on the reviews, some revisions may be required. Fi-

nal decisions will be made by the Editorial Board.

Rejected manuscripts and illustrations will not be

returned, unless otherwise requested.

Types of contribution

1. Sounding Board: This covers suggestions,

proposals, or opinions regarding public health

policy, legislation, practice, and research. Arti-

cles may be submitted or invited, and the text is

limited to 2,500 words.

2. Review Article: Reviews and comments of arti-

cles on progress in any ˆeld of public health.

Submitted or invited, the text is limited to 4,000

words, excluding tables, ˆgures, and refer-

ences. The total number of tables and ˆgures

should be no more than six.

3. Original Article: Submitted paper to document

results of original research. The material should

not have been previously published elsewhere,

except in a preliminary form. The text is limited

to 3,500 words, excluding tables, ˆgures, and

references. The total number of tables and

ˆgures should be no more than six.

4. Short Communication: Concise but complete

descriptions of limited investigations, which will

not be included in a later paper. The text is

limited to 1,000 words, excluding tables,

ˆgures, and references. Total number of tables

and ˆgures should be no more than two. The

number of references is limited to 10.

5. Public Health Report: Reports of processes and

important ˆndings within public health prac-

tice. The material should not have been previ-

ously published elsewhere, except in a prelimi-

nary form. The text is limited to 3,500 words,

excluding tables, ˆgures, and references. The

total number of tables and ˆgures should be no

more than six.

6. Research Note: Submitted paper which is very

much informative and/or contains original data

useful for public health. The text is limited to

3,500 words, excluding tables, ˆgures, and

references. The total number of tables and

ˆgures should be no more than six.

7. Letter: Opinions on various topics from mem-

bers of the Society are welcome. However, to be

considered for publication, a manuscript should

be pertinent, factual and concise. The text is

limited to 600 words with no tables or ˆgures.

Preparation of manuscripts

Manuscripts, written in English, in triplicate, must

be complete in all respects, i.e. three copies of all
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items, including ˆgures and tables. The manuscript

should be typed with double and wide margins, on

one side of pages of uniform size, numbered con-

secutively. Manuscripts must be checked by an En-

glish native speaker, and the author should submit

proof of this check.

In the title page of the article, the numbers of words

in the text, tables, and ˆgures should be mentioned;

however, neither names nor academic titles will be

listed. Author's full names and academic or profes-

sional a‹liations should be included, on a separate

page. The name and address of the author to whom

correspondence may be sent should be indicated, in-

cluding a telephone number, fax number, and e-

mail address for immediate inquiries from the Socie-

ty.

A structured summary (objectives, methods, results,

and conclusion) up to 200 words should be included,

except in the Sounding Board and Letter cases, with the

manuscript together with up to 6 key words which

will be used for indexing.

Illustrations must be submitted in triplicate, and

reach the editors in a form and condition suitable for

reproduction. The illustrations must bear a title, and

be numbered in Arabic numerals according to the

sequence of their appearance in the text, where they

are to be referred to as Figure 1, Figures 2–4, etc.

Line drawings should be in black ink on drawing or

tracing paper. Lettering should be clear and of ade-

quate size to be legible after reduction.

Tables should be typed (double spaced), each on a

separate page, numbered in sequence in Arabic

numerals (Table 1, Table 2, etc.), provided with a

brief descriptive title, and referred to in the text as

Table 1, etc.

Literature citation should be made at appropriate

points in the text as numbers in brackets. All refer-

ences cited in the text should be listed at the end of

the paper on a separate page (also double spaced),

arranged in numerical order of their appearance in

the text, rather than in alphabetical order. Literature

references must be complete, including names and

initials of all authors (if there are more than three,

list the ˆrst three plus et al.), title of the paper

referred to, title of journal, year, volume, and ˆrst

and last page numbers. Journal titles may be abbrev-

iated but in a formal manner (see Example 1). The

form of literature references to books should be:

author(s), initials, title of book, publisher and city,

year and page numbers (see Example 2). Refer-

ences to authors contributing to multi-author books

or to proceedings printed in book form should be in

line with those for books (see Example 3). Other-

wise, please refer to Uniform Requirements for

Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing

and Editing for Biomedical Publication issued by the

International Committee of Medical Journal Editors

(http://www.icmje.org/).

Examples:

1) Torres RA, Barr M. Impact of combination

therapy for HIV infection on inpatient census.

N Engl J Med 1997; 336: 1531–1532.

2) Drummond MF, O'Brien B, Stoddart GL, et

al. Method for the Economic Evaluation of

Health Care Programmes. 2nd Edition. Ox-

ford: Oxford University Press, 1997; 52–95.

3) Gurman AS, Kniskern DP. Family therapy

outcome research: knowns and unknowns. In:

Gurman AS, Kniskern DP, editors. Handbook

of Family Therapy. New York: Brunner/Maa-

zel, 1981; 742–775.

Copyright

An author, when quoting from someone else's work

or when considering reproducing an illustration or

table from a published book or journal article,

should make sure that he/she is not infringing a

copyright. Although in general an author may quote

from other published works, he/she should obtain

permission from the holder of the copyright if he/she

wishes to make substantial extracts or to reproduce

tables, plates, or other illustrations. If the copyright-
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holder is not the author of the quoted or reproduced

material, it is recommended that the permission of

the author should be sought. Material in unpub-

lished letters and manuscripts is also protected and

must not be published unless permission has been

obtained. A suitable acknowledgment of any bor-

rowed material must always be made.

Ethical consideration and con‰icts of interest

Human studies should be conducted in accordance

with the recommendations outlined in the Declara-

tion of Helsinki and guidelines for human studies is-

sued by the authorized body in the country where

research is performed. Animal experiments should

be conducted in accordance with guidelines for

animal experiments established by their institution.

The authors should mention, if necessary, ethical

consideration of their study in the text (preferably in

the section of Method). Also, the authors should

state any con‰icts of interest, if they have.

Submission of manuscripts

Submission of a manuscript to the Journal implies

that it is not under consideration for publication else-

where and furthermore that, with the exception of

review papers, it contains original work not previ-

ously published elsewhere. On submission, all the

authors should sign a copyright transfer form at-

tached to the Journal, which contains a statement

that a manuscript is not published elsewhere. Sub-

mission of a manuscript implies the transferal of

copyright from the authors to the Society, in accor-

dance for publication.

Submission and publication fees

A submission fee of ¥5,000 should be sent to the
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原 著
母親の内的ワーキングモデルと虐待的な養育態度

の関連性……………………………浦山晶美，他
公衆衛生活動報告

片麻痺障害者に向けた外出用の靴の試作と評価
………………………………………麻生保子，他

資 料
地域保健分野における保健師育成の OJT に対す

る指導者の意識と組織体制
新任者教育の実践を通して………佐伯和子，他

年齢別にみた家庭における乳幼児の不慮の事故実
態と事故予防対策………………金泉志保美，他

連 載
運動・身体活動と公衆衛生14…………加賀谷淳子
わが国の結核対策の現状と課題７………岡田全司

近刊！！（09年４月）

『衛生行政大要 第22版』刊行のご案内

本書は，保健衛生行政に従事している方々，これから志す方々および地域保健の実務に携わる方々

のための保健衛生行政の現状と課題を解説する書として，昭和31年来，刊行を続けています。

今年度より全面実施された医療制度の総合的改革，改正された老人保健制度に基づく特定保健指導

の実施をはじめ，昨今，保健衛生行政を巡る動きには激しいものがあります。また，インフルエンザ

等感染症の問題など様々な課題が山積しております。少子・高齢化が顕著な現代社会において，特に

衛生行政サービスは，保健・医療・福祉間相互の連携を密接にした新たな展開が求められています。

本書では，これらの内容を，今日の時点で整理し，更に充実を図る改訂をいたしました。前版に引

き続き，第22版（約300頁）も是非お手元におき，参考にしていただきたいと思います。

＜目 次＞

―総 論―

第１章 衛生行政の基本的な考え方 第２章 衛生行政制度の現状

第３章 社会保障制度

―各 論―

第１章 保健及び関連福祉 第２章 医療 第３章 薬事 第４章 生活衛生

第５章 環境保健 第６章 学校保健 第７章 労働衛生 第８章 国際保健

定価 3,700円（税別）…第21版と同じ価格に据え置きました。

お近くの書店へご予約お申し込みください。

当協会へ，直接，まとめてご注文いただける場合は，以下の割引がございます。

10～29冊…15％オフ（3,145円 税別）

30冊以上…20％オフ（2,960円 税別）
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スポーツ選手や大学生が大麻を吸っていたとの報道が

目につきます。大麻は，許可なく吸ったりすると処罰さ

れる禁止薬物であります。一方で，「大麻」は人類との

つきあいの長い農作物でもあります。最近は北海道に

「大麻特区」が設けられています。また，西欧諸国やア

ジア諸国で近年注目されてきています。それは，地球環

境にやさしいマルチな産業資源として注目されてきてい

るからであります。

現在連載として取り上げさせていただいています「結

核」も人間との長いつきあいのある感染症であります。

結核問題の解決のため保健所が産みだされ，患者支援に

は保健師が重要な役割を果たしてきてくれています。結

核対策をふり返ってみることはこれからの公衆衛生のあ

り方を考えていくためにも有用と考えて企画させていた

だきました。結核対策にも新たなバイオ技術が導入され

てきています。結核再興の状況をみますと医学技術の進

歩だけではなく，社会としての取り組み，つまり公衆衛

生制度が大切であることを社会に示してくれているよう

に思われます。

ところで，本号では原著 2 本，公衆衛生活動報告 2 本

の意義のある論文を掲載することができました。これら

の論文の著者は，歯科口腔衛生学，都市環境科学研究

科，人類遺伝学分野，システム自然科学研究科に属する

方々でありました。投稿していただく著者は医学・看護

系を超えて学際的になってきています。健康問題の解決

には，社会のすべての人々の叡智を結集する必要がある

ことからは好ましいことと思います。しかし，公衆衛生

は実践の学問でもあるので，是非とも公衆衛生の現場で

頑張っておられる会員の皆さんからも実態調査や実践活

動に関わるご投稿をお願いいたします。（高鳥毛敏雄）
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